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成果指標と進捗管理体制は現在検討中です 

今後、改めてお示しいたします 
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１. 計画概要 

１.１ 群馬県交通まちづくり戦略（群馬県地域公共交通計画※）とは 

群馬県交通まちづくり戦略（群馬県地域公共交通計画※）とは 20 年後（2042 年）

の目指すべき将来像の実現に向け、まちづくりと連携した公共交通のあるべき姿

を描き、公共交通とまちづくり、それぞれが担うべき役割や取組の方向性を明ら

かにするものです。 

 

１.２ 計画策定の背景（計画見直しのポイント） 

地域公共交通活性化再生法の改正（令和２年 11月）において、地域公共交通計

画※の策定が努力義務化されましたが、本県では、地域公共交通計画※を単体で策

定するのではなく、「群馬県交通まちづくり戦略（平成 30年３月策定）」を見直

して、地域公共交通計画※で定められた法定事項を加えるとともに、本県の新・

総合計画ビジョンに示される、「ニューノーマル※」、「DX※」、「2050 年５つの

ゼロ宣言（自然災害死者『ゼロ』、温室効果ガス排出量『ゼロ』等）」や、移動

の技術革新（ＣＡＳＥ※時代の到来）などの公共交通を取り巻く環境の変化を踏

まえて、群馬県交通まちづくり戦略の見直しを行うことしました。 

見直しにあたっては、群馬県交通まちづくり戦略で不足する、「まちづくりと

連携した公共交通のあるべき姿（マスタープラン）」を描き、市町村・交通事業

者等との役割分担を明確にするとともに、評価指標についても明確にします。 

 

１.３ 計画対象区域 

本計画の対象区域は県内全域を対象とします。なお、まちづくりと一体となっ

た計画とするため、計画の詳細部分については、都市計画区域マスタープランと

同様に４つの広域圏※に分けて策定します。 

 

※広域圏別市町村 

[県央広域圏] 

前橋市、高崎市、伊勢崎市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、榛東村、吉岡

町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、玉村町 

[東毛広域圏] 

桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽

町 

[吾妻広域圏] 

中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町 

[利根・沼田広域圏] 

沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町 

 

 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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図 1- 1 計画区域 

 

 

１.４ 計画期間 

計画期間は、長期を見通したまちづくり計画との連携を視野に入れ、概ね 20年

後を展望し、令和５年度（2023年）から、令和９年度（2027年）までの５年間の

計画とします。 

また、本計画においては、取組施策を短期（概ね 1～5年）及び、中長期（概ね

5年～20年）に区分します。 
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１.５ 計画の位置付け 

 

 

図 1- 2 計画の位置付け 
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２. 交通まちづくりの将来展望 

２.１ 上位・関連計画における将来像 

群馬県では、公共交通での移動を含む、県民のくらしやまちの将来像を描いた

各種の上位・関連計画を定めています。 

群馬県交通まちづくり戦略の策定にあたっては、これらの上位・関連計画の将

来像を踏まえた、基本方針の設定や各種施策・事業の推進等を行うことが求めら

れます。 

 

 群馬県の総合計画 

（１） 新・群馬県総合計画 

新・群馬県総合計画では、群馬から世界に発信する「ニューノーマル」～誰一

人取り残さない自立分散型社会の実現～というビジョンのもと、「快疎」をキー

ワードに将来像を掲げ、「快疎」（開放的で人口が密ではない疎である空間「開

疎」に、他ではない価値、地域固有の価値、多様な暮らし方などが加わり、空間

的にも精神的にもより安定した快適な地域社会）の形成を目指すこととしていま

す。 

 

図 2- 1 群馬県が目指す 2040 年の姿 

出典：新・群馬県総合計画（ダイジェスト版）  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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（２） ぐんま・県土整備プラン２０２０ 

ぐんま・県土整備プランは、2040 年に目指す将来像の実現に向けて、道路や河

川、砂防施設、県立公園、下水道、県営住宅など、社会資本の整備や維持管理を

「どのような考え方で、どのように進めていくか」を示す県土整備分野の最上位

計画です。（計画期間は令和２年度から令和 11年度までの 10か年計画） 

ぐんま・県土整備プラン２０２０では、2040 年に目指す将来像として、「①災

害に強く、安定した経済活動が可能な群馬県」、「②誰もが安全・快適に移動で

き、人と人、人と地域のつながりを生み出す群馬県」、「③地域に愛着や誇りを

持ち、良好な社会環境のもとで持続的に暮らせる群馬県」を掲げています。 
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なお、交通まちづくり戦略に密接に関わる「②誰もが安全・快適に移動でき、

人と人、人と地域のつながりを生み出す群馬県」、「③地域に愛着や誇りを持ち、

良好な社会環境のもとで持続的に暮らせる群馬県」の将来像は、下記の通りです。 

 

 

図 2- 2 2040 年に目指す将来像 

「②誰もが安全・快適に移動でき、人と人、人と地域のつながりを生み出す群馬県」 

出典：ぐんま・県土整備プラン２０２０基本構想編 

 

 
図 2- 3 2040 年に目指す将来像 

「③地域に愛着や誇りを持ち、良好な社会環境のもとで持続的に暮らせる群馬県」 

出典：ぐんま・県土整備プラン２０２０基本構想編 
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【コラム】 

2050年に向けた｢ぐんま５つのゼロ宣言｣・「群馬・気象災害非常事態宣言」 

 
2050年に向けた｢ぐんま５つのゼロ宣言｣における、【宣言１】自然災害に

よる死者｢ゼロ｣・【宣言２】温室効果ガス排出量｢ゼロ｣や、｢群馬・気象災害非常

事態宣言｣を踏まえ、気象災害の新たな脅威にしっかりと対応できる「災害レ

ジリエンス No.1｣の実現に向け、ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策

を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：ぐんま・県土整備プラン 2020 

2050 年に向けた「ぐんま５つのゼロ宣言」・「群馬・気象災害非常事態宣言」 
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 群馬県の都市・交通計画 

（１） ぐんま“まちづくり”ビジョン 

ぐんま“まちづくり”ビジョンでは、人口減少と超高齢化が同時に進行する局

面でのまちづくりは、徒歩や公共交通での移動を容易にし、買物・通院など生活

を支えるサービスを享受しやすいよう、今よりも”まちのまとまり（集積）”を

減らさないことが必要であることを示しています。 

そのため、中心市街地をはじめとする旧市街地や合併前の役場所在地、農林業

拠点となる集落などで、公共交通の利用が可能となる「まちのまとまり」を意識

して施策を行い、まとまりをどこにするかは、市町村と県で考えて行く方針が示

されています。 

なお、人口減少と超高齢化が同時に進行する局面で、これまでは、ひとつひと

つの課題に対して個別に解決策を講じてきたことで、まち全体の活力の維持をし

てきましたが、将来像を実現するためには、まち全体として、持続可能な社会を

つくるために、中山間地域や市街化調整区域※内の集落を含め「まちのまとまり」

を意識して施策を組み合わせ、１０～２０年後を見据えて、地域の人たちの理解

を得ながら、徐々に舵をきっていくことが必要となります。 

 

図 2- 4 まちのまとまりの形成イメージ 

 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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（２） 広域都市計画圏都市計画区域マスタープラン 

広域都市計画圏都市計画区域マスタープラン（以下区域マスタープラン）は、

県が定める法定計画として、都市づくりの基本的な方向性を定めたもので、市町

村都市計画マスタープランや、市街化調整区域※から市街化区域への編入道路・

用途地域などの個別都市計画は、都市計画区域マスタープランに即して定めてい

ます。 

区域マスタープランでは「ぐんま“まちづくり”ビジョン」の理念であるまち

のまとまりを公共交通でつなぐことを実現することで、自動車以外の交通手段も

選択できる社会を実現するため、県と市町村が役割分担をし、一体的に取組を行

っていく方針を示しています。 

ぐんまらしい持続可能なまちの実現に向けて、ぐんま“まちづくり”ビジョン

の７つの基本方針を踏まえ、広域的な視点でまちづくりを転換し、望ましい都市

構造の形成を目指すことが重要となります。 

 

 
 

図 2- 5 目指すべきまちの将来像 

 

  



 

-10- 

 

 

図 2- 6まちづくりの基本方針 
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２.２ 目指すべき将来像 

 県土形成（都市構造）の観点からの展望 

群馬県交通まちづくり戦略では、本県が目指すべき長期的な将来像として、20

年後の交通とまちづくりのあるべき姿を描いた上で、基本方針を設定し、その実

現に向けた具体的な取組を明記します。 

特に、将来にわたって公共交通を確保・維持するエリアや、軸となる幹線公共

交通路線とそのサービス水準を明示していくには、20 年後の将来都市構造につい

て整理するとともに、市町村を含めた関係主体との間で共有・連携したうえで、

実現に向けた取組を進めていく必要があります。 

 

（１） 快疎な空間の形成 

前述のとおり、新・群馬県総合計画では、群馬から世界に発信する「ニューノ

ーマル※」～誰一人取り残さない自立分散型社会の実現～というビジョンのもと、

「快疎」をキーワードに将来像を掲げました。 

計画で示された「快疎」（開放的で人口が密ではない疎である空間「開疎」に、

他にはない価値（地域固有の価値、多様な暮らし方等）が加わり、空間的にも精

神的にもより安定した快適な地域社会）の形成を目指すこととしています。 

 

 

図 2- 7 「快疎」な空間の形成 

 
  

「他にはない価値」が加わる

【凡例】
●：30万都市の核
●：10万都市の核
●：10万未満の副次核
■：10万人都市の核まで30分圏
■：10万人都市の核まで60分圏
■：10万人都市の核まで90分圏
：広域生活圏
：30万都市への結びつき
：上記以外との結びつき

開疎
他にはない

価値

疎である空間での持続的かつ快適な生活が可能に

「開疎」な空間の形成

「快疎」な空間の形成

• 最先端クラスのデジタル県と豊かな自然
（始動人の育成に最適な環境の構築）

• 災害レジリエンスNo.1
• 適切な医療提供体制や県民総活躍社会
• 温泉地などの観光地でワーケーション
• 高次都市機能や首都圏への良好なアクセス環境 等

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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（２） デジタル技術の進展とその活用を前提とした県土の再構築 

群馬県における将来都市構造を検討するにあたっては、令和 3 年 6月 15日に公

表された（「国土の長期展望」最終とりまとめ：令和３年６月国土審議会計画推

進部会）における地域生活圏の考え方を参考にしました。 

このとりまとめでは、昨今のデジタル技術の進展を踏まえ、『デジタルを前提

とした国土の再構築』～人口減少下でも安心して暮らし続けられる国土へ～とい

う方向性が提示されており、長期的な国土形成の方向性として、「人口 10万人前

後で、時間距離で 1～1.5時間前後の範囲」であれば都市的機能の一部はデジタル

で提供可能とし、リアルでフルセットを維持可能な人口規模は不要とした戦略が

打ち出されています。 

 

 

図 2- 8 国土計画の課題認識と国土づくりの３つの視点 

出典：「国土の長期展望最終とりまとめ」概要に加筆 
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図 2- 9 地域生活圏の範囲の目安と取組 

出典：「国土の長期展望最終とりまとめ」概要に加筆 

 

この考え方に沿ったシミュレーション結果についても下記のように示されてお

り、群馬県では 60～90分圏域で既成市街地や既存集落が一定程度カバーされてい

る状況がわかります。 

 
図 2- 10 地域生活圏の圏域シミュレーション(試行)【首都圏】 

出典：「国土の長期展望最終とりまとめ」参考資料 
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（３） デジタルとリアルが融合した広域生活圏の形成 

本県においては、人口減少が顕著となる 20年後を展望すると、多くの市町村が

人口 10万人を下回り、既存の都市機能を維持することが困難になることが想定さ

れます。 

こうした人口減少社会にあっても、「疎」である空間のなかで、持続的かつ快

適に住み続けるためには、デジタルによる都市サービスの補完〔ＤＸ※〕を前提

に、市町村界に拘らない人の移動範囲に着目した広域生活圏を形成し、都市機能

を確保・維持して提供できる体制を整える必要があり、そのためには、広域生活

圏の核となる拠点への移動サービスの確保と、都市機能の集約※を進める必要が

あります。 

※ぐんま５つのゼロ宣言（自然災害による死者ゼロ、温室効果ガス排出量ゼロ

等）を踏まえ、都市のスプロール化を抑制し、都市機能を集約化すること

は、都市経営の効率化†の観点からも重要です。 

〔†具体例〕 

・移動の効率化によるエネルギー消費の抑制、コミュニティの活性化 

・集約化による下水道などの公共インフラ整備や維持管理費の抑制 等 

 

（４） 広域生活圏内外を連携する広域的な交通軸の確保 

快疎な空間の形成のためには、日常の生活圏内にはない高次の都市機能を享受

できるように県内の中枢都市（前橋・高崎）へのアクセス、さらには東京圏、並

びに拠点空港等へのアクセスを可能にする広域的な交通軸を確保することが重要

となります。 

 

 

図 2- 11 群馬県における広域生活圏（2040 年人口） 

  
※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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 移動の技術革新（ＣＡＳＥ※時代）の観点からの展望 

（１） 移動の技術革新（ＣＡＳＥ※時代）の到来 

モビリティ分野では、CASE※と称される「つながる化(Connected)」、「自動化

(Autonomous)、「シェアリング※＆サービス(Shared＆Service)」、「電動化

(Electric)」が進み、100 年に一度のモビリティ革命と言われる時代にありま

す。 

CASE※時代においては、自動運転車が従来の自動車よりも高価である一方、さ

まざまなデータとの連携が容易であることから、自動車については、個人で車を

購入・保有・専有使用するよりも保有コストが少ないカーシェアリング※を選択

するといった、保有から共有へ変化し、カーシェアやライドシェア※が増加する

ことが想定されます。 

公共交通等においては、バスや鉄道の自動運転化が進展することで、車両の小

型化、運行頻度増、運行時間延長、運行路線増、運賃低下など、現在の公共交通

が抱える課題を解決しつつ、都市の装置として持続的に運行されていることが想

定されます。 

このように、CASE※時代の到来に伴い、人々の移動スタイルとそれらを支える

交通システムは大きく変化（車中心から人中心へ）することが予測されます。こ

れらの新たなモビリティなどを含めた、シームレスな交通とそれらを支える MaaS
※などのＤＸ※の推進や、自動運転に対応したまちづくりのあり方についても段階

的に検討を進めながら、道路やまちを新たにデザインし、再構築していく必要が

あります。 

  

 

図 2- 12 2040年 道路の景色が変わる（国土交通省道路局） 

様々な交通モード
※
の接続・乗り換え拠点（モビリティ・ハブ

※
） 

マイカーを持たなくても便利に安心して移動できるモビリティサービス 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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【コラム】  

自動運転の普及による道路空間の再構築 
 

〇 自動運転の普及に合わせた街路・道路空間の再配分 

自動運転技術の普及に合わせて、道路の空間としてのストック効果※を活かしなが

ら、まちづくりや公共交通と一体となって、より快適で利便性の高い移動環境の創出に

向けて、段階的に自動運転に対応した道路空間の再構築を検討・整備していきます。 

米国のＮＰＯの研究では、2040年には恒久的に道路空間にオープンスペース等を

確保することが可能とした、年次ごとの道路空間の再構築イメージが提案されていま

す。 

 
出典：New Mobility Autonomous Vehicles and the Region pp.16-17

（Regional Plan Association，2017.10） 

 

〇 道路の空間としてのストック効果を活かした輸送効率の向上と賑わい空間の創出 

自動運転技術の普及に合わせ

て、道路空間を段階的に再構築

しながら、公共交通の専用走行

空間を創出することができれば、

専用走行空間を活用した自動運

転公共交通システムの運行が可

能となり、道路空間の大規模な

拡幅をしなくても、輸送効率を向

上させながら、歩道の創出やベン

チなどを配した「たまりの空間」

の創出などが可能になるかもし

れません。 

 

 

出典： Designing For Future Mobility pp.68-71（Perkins+Will, 2018.1） 
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（２） ＣＡＳＥ※時代を踏まえた地域交通体系 

自動運転技術の進展した社会にあっても、長距離・大量・高速移動といった基

幹的な広域の移動については、環境面や効率的な移動手段として、より高度化し

た鉄道やバスなどの基幹交通軸がそれらを担い、それら基幹交通軸と連動する地

域内交通（ラストワンマイル※を担うコミュニティ交通※など）の部分が自動運転

型のシェアリング※サービス（SAV）等に置き換わることが想定されます。 

自動運転車は高価なことから、自動車を保有せずに、カーシェアリング※等を

利用する形態が普及することが想定されます。また、運転操作が不要なことか

ら、高齢者や免許を所有しない人々を含めた相当数の誘発需要が発生し、大量の

自動運転車両の交通が発生することも懸念されます。こうしたことは、現状の道

路空間（構造・容量）のままでは、移動の円滑性や環境への負荷の面で新たな交

通問題を生じさせることとなることから、新たなモビリティに対応したまちづく

りや道路の再構築と円滑な交通確保のための、都市 OS を活用した交通管理マネ

ジメントが重要となります。 

また、自動運転技術の進展に伴う、個別の移動ニーズの多くを自動運転に委ね

ることは、円滑な交通の確保や効率的な移動、エネルギー消費等の面からも好ま

しくありません。このため、一定の需要集約が可能な幹線交通軸では、輸送効率

が良く、低廉な運賃、高い定時性・速達性を有し、輸送力の大きい、より高度化

した鉄道・バス(EV※)がその役割を将来的にも担っていくことが想定されます。 

本県においても、CASE※時代のモビリティ確保に向け、各都市の人口規模や人

口集積状況に対応した適切な移動手段を導入し、移動の効率化を図ることが脱炭

素の観点からも重要と考えられます。 

 

 

 

※階層化コリドー：基幹交通軸と地域内交通を適切に連動させ、基幹交通軸に沿った人口集約を行う考え方 

図 2- 13 人口規模に応じた交通体系と沿線土地利用（早稲田大学森本教授提供資料

を一部加工）  
※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 

AI 
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 暮らしやすさの観点からの展望 

群馬県は、1 世帯当たり自動車保有台数が全国 4位（一般社団法人自動車工業

会、2019年 3月末調べ）で、自動車が交通手段の約 80％を占めるマイカー依存

度の高い地域です。 

 

図 2- 14 代表交通手段構成比（資料：群馬県 PT調査） 

 

そのため、群馬県の将来像を検討するにあたり、マイカーの利用状況をどう想

定するかが重要なポイントになります。 

前述のとおり、自動車に関しては現在 CASE※と称される 100 年に一度のモビリ

ティ革命と言われる時代にあります。長期的には、自動運転や次世代モビリティ
※の出現により、都市部から中山間地まで交通のパラダイムシフトが発生し、誰

もがそのツールを使いこなすＩＴリテラシーを獲得することで、将来像で想定し

た交通行動の実現が見込まれます。 

あらゆる分野でのＤＸ※が進み、多様な暮らし方・住まい方が可能となった将

来の状況を、以下のとおり展望しました。 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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●交通のシーン 

 

①マイカー 

・自動運転化の進展によって、自動車 につい

ては、個人で車を購入・保有・専有使用する

よりも保有コストが少ないカーシェアリング
※を選択するといった、保有から共有へ変化

し、カーシェアやライドシェア※が増加する

ことが想定される。 

 

②新たな移動 

・自動運転や電動キックボードなど

の新たなモビリティを活用でき

る。 

・マイカーと公共交通の組合せで移

動コストが縮減するとともに、

MaaS※が普及している。 

 

 

➂公共交通 

・無人化によるサービスの効率化と最適化が図ら

れている。 

・MaaS※により交通モード※間の乗換がシームレス

になる。 

 

 

④貨物輸送 

・高速道路での隊列走行など輸送人件費が削減

される。 

・自動運転や荷役が自動化し、輸送が効率化す

る。 

 

⑤道路空間 

・自動運転のシェアリング※サービスの普

及により、乗降に必要なスペースとして

広い路肩（カーブサード）が整備され

る。 

 

 

 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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このような仮説から、人の移動は次のようになると想定します。 

 

●ひとのシーン 

 

①子供・児童 

・各種送迎サービスにより、保護者不在の移動が

増加する。 

・位置情報による見守りサービス等が普及し、安

心な移動が実現する。 

 

 

②学生 

・過疎地でも、多様な公共交通手段、次世代モビリテ

ィ※により、家族による送迎に頼らない移動が可能

になる。 

・公共交通の利便性が向上し、自由な移動が可能とな

る。 

 

 

③子育て世代 

・生活に必要な施設が集積していて暮らしやすい。 

・MaaS※ を使って、子どもの送迎ができるので、仕事と

子育てが両立する。 

・最先端のデジタル人材を育成するのに適した環境とな

る。 

 

④働き盛り世代 

・テレワーク※により通勤回数が減少する。 

・通勤の混雑が緩和する。 

・通勤の減少によるマイカー保有台数が減少する。 

 

⑤高齢者 

・送迎に頼らずオンラインでも通院・買い物がで

きる。 

・自動運転を適切に活用し、行動範囲の拡大と生

きがいの創出ができる。 

・健康意識の醸成、経済活性化ができる。 

 

  

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+++

カーシェアリングの
導入検討

モビリティ
マネジメントの実施

公共施設の誘導

タクシーの相乗り促進
自家用有償旅客運送の活用

自動運転技術の活用
スクールバスへの混乗

小さな拠点の形成

コミュニティ
バス路線網や
ダイヤの
見直し

自転車シェアリングの導入検討

駅間接続の改善検討

オープンデータ化
バスロケーション
システムの導入

鉄道・バスの
運行頻度向上

効率的なデマンド
交通の運用

リノベーションまちづくりの展開
道路空間のオープン化

交通系ICカードの
導入検討

バス待ち環境
の整備 複数の観光地を結ぶ

バス路線の導入検討

パークアンドライド
駐車場の整備

アクセス道路の整備
駅前広場の整備

公共施設の誘導

自転車通行空間の整備

住宅立地の誘導

都市機能の誘導

駅のバリアフリー化
土地利用
規制の導入

高校生の通学と生活

例えば･･･
親の送迎に頼ることなく通学が

しやすくなり、多様な選択肢の中
から高校を選択することができる
ようになります。

若者層の働き方と生活

例えば･･･
まちなかに若者が集まり、新た

なビジネス機会が生まれたり、退
社後にも様々な活動が楽しめるよ
うになります。

子育て層の生活

例えば･･･
日常生活を支える施設がまと

まって立地することで、移動の負
担が減り、子育てと仕事の両立が
しやすくなります。

勤労者の働き方と生活

例えば･･･
公共交通の通勤で移動時間の有

効活用や退社後の活動の幅が広
がったり、休日はまちなかのイベ
ントにふれ合うことができます。

高齢者の生活

例えば･･･
家族の送迎に頼らず通院や買い

物などの日常生活を過ごすことが
でき、ランチに出かけたりする楽
しみも増えます。

県外から訪れる人の活動

例えば･･･
ICカードを使える路線バスなど

の多様な移動手段を利用して駅か
ら目的地までストレスなく行ける
ようになります。

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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⑥障がい者 

・交通施設のバリアフリー化が進み、移動の障

害が軽減される。 

・位置情報を介した情報提供が高度化し、障が

いに応じた移動ナビゲーションが実現する。 

 

 

⑦移住者 

・二地域居住※ができる。 

・自然豊かな空間に恵まれたぐんまでワーケーション※がで

きる。 

・デジタル技術や自動運転技術の活用により、マ

イカーがなくても生活できる。 

 

 

 

⑧観光交通 

・観光 MaaS※などを活用し、マイカーがなくても県

内各地の主要観光地間や観光地内を気軽に周遊で

きる。 

・案内情報の多言語化やデジタル化、適切な案内サ

イン等により、誰もが安心して移動できる。 

 

⑨訪日外国人 

・多言語化や自動翻訳による交通情報提供によ

り、スムーズな移動が可能になる。 

・キャッシュレス等により、安心して移動できる

ようになる。 

 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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人の移動の変化により、まちは次のような変化が予想されます。 

 

●地域別のシーン 

 

①大都市圏の社会人口減 

・ＤＸ※の進展により、業務活動や日常

生活サービスがサイバー空間で可能

になり、地方圏と大都市圏との格差

が縮小し、過密による課題を避ける

市民等が地方圏に移住、あるいは二

地域居住※が進む。 

 

 

 

 

②災害ハザード※エリアからの人口移動 

・災害が激甚化し、災害ハザード※エリ

アからの人口移動が進む。 

・計画的な居住地誘導を進めるニーズが

一層高まる。 

 

 

 

 

 

 

 

③生活圏の拡大 

・人口減少下においても、都市機能を維

持できるように、市町村界に拘らない

人の行動に着目した広域的な生活圏が

形成され、デジタル技術（遠隔医療・

テレワーク※等）を活用しつつも、デ

ジタル技術では担えない必要な都市機

能を享受するためには、広域生活圏の

各拠点への都市機能の集約化とアクセスの確保が図られている。 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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④まちなか 

・まちのまとまりが形成されていて、

徒歩圏で日常生活が完結できる。 

・道路空間の再編や官民共創により、

ウォーカブルになる。 

 

 

 

⑤郊外 

・生活に必要な移動手段とまち

の機能が集積し、更にデジタ

ル技術を活用することで、マ

イカーに依存することなく生

活できる。 

 

⑥中山間地 

・ＤＸ※の進展により、自動運転（無

人化）、ドローン※物流、見守りサ

ービス、ネットショッピング、遠

隔医療等が普及し、日常生活サー

ビスの多くは確保可能になる。 

・「疎」を求める移住者が増加す

る。 

・小さな拠点への機能集約が進み、

自家用有償運送などの共助型交通が無人化車両により運転手が不要な運

行が可能となる。 

 

⑦観光地 

・勤務等の移動時間が減少することで余暇時間が

増加し、観光の機会が増加する。 

・自動車を運転せずに移動する旅行者が増大し、

公共交通の充実した観光地の観光客が増加す

る。 

・公共交通機関の充実で観光地のマイカー渋滞が

解消する。 

 

 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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 目指すべき将来像 

前項までの展望を前提とし、群馬県の特徴を踏まえて、交通まちづくり戦略が

目指すべき将来像を以下のとおり設定します。 

 

 

 

図 2- 15 交通まちづくり戦略が目指すべき将来像 
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２.３ 基本方針 

 将来像の実現に向け、交通・まちづくりが係る問題と社会環境 

群馬県における、公共交通、まちづくりの問題と置かれている社会環境を整理

しました。 

  【公共交通】 
⚫ 生活スタイルに合っていない公共交通サービスと担い手不足の深刻化 

パーソントリップ調査※によると、高齢者の方は週1日以上の買物目的の外出と
月1日以上（週1日未満）という外出を、機会に応じて組み合わせてされていま
す。そういった高齢者の方の生活スタイルに合わせるとすると、買い物もしくは
買い物と他の用事を済ませた後、待合時間等の負担が少なくなるダイヤ設定や路
線設定が必要と考えられますが、通院手段の需要パターンは定期的ではないこと
から、今の公共交通サービスの内容では必ずしも合っていない状況にあります。
今後、どのような交通手段で支えていくのが望ましいか、活動目的や頻度に応じ
た検討が必要と考えられます。 
一方で、バス・タクシー事業、貨物輸送事業などにおいては、ドライバー不足

の問題が継続しており、前述のような生活スタイルに合わせたサービスを提供す
るには、今後ますます担い手不足の深刻化が想定されます。 

 

⚫ 公共交通の負のスパイラル 

➢ 少子高齢化による需要低迷、採算性の悪化による路線の縮小・廃止、サー

ビス水準の低下（定時性や利便性の低さ） 

本格的な人口減少社会を迎え、今後も人口減少と人口構成の大きな変化

が見込まれる中、パーソントリップ調査※に基づく推計結果によると、この

ままでは主な鉄道利用者である通勤・通学利用者の減少により、令和17年

には鉄道利用者が17%以上減少すると推計されるとともに、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大による利用者減少の影響も加わり、採算性の悪化に

より公共交通の維持・確保が困難になり路線の縮小・廃止やサービス水準

の低下につながり、このことがさらなる公共交通利用の減少につながると

いう、負のスパイラルが想定されます。 

 

⚫ インフラの老朽化と公共交通の安全対策、バリアフリー化の遅れ 
群馬県では、道路、河川、公園等、膨大かつ多種多様な社会資本を管理してお

り、これらの社会資本は、県民の暮らしや社会経済活動を支える重要な役割を果
たしています。橋梁を例に見ると、今後20年で建設後50年以上経過する道路橋
の割合が80%を超えるなど、高度経済成長期以降に整備した大量の社会資本スト
ックの老朽化により維持管理・更新費用の増大、老朽化や劣化に起因する事故の
発生が懸念されており、公共交通の安全な運行にも支障が出る恐れがあります。 
また、鉄道駅のバリアフリー化や、ノンステップバスの導入も遅れています。 
 

⚫ 公共交通分野のＩＣＴ※化の遅れ 
公共交通においては、交通系ＩＣカードの導入や、バスのオープンデータ※化

を進めているところですが、必ずしも進んでいる状況ではなく、引き続き利用し
やすい公共交通を目指して、様々な運行サービスデータを集約し、リアルタイム
情報の提供、ＭａａＳ※への展開、交通事業者と連携しデータを活用した運行効
率化に活用するといった取組が必要です。 

 

⚫ 主要観光地間の周遊性の低さ 
群馬県には様々な観光地・観光資源が県内に点在しており、個々の施設に対し

例えば最寄り駅からの公共交通アクセスなどは、一定程度確保されている部分は
ありますが、複数の観光地の間を巡っていくような移動パターンに対応可能な公
共交通サービスは必ずしも確保されておらず、周遊性が低くなっています。 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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【まちづくり】 
⚫ 人口減少・少子高齢化の進展 

1960年代の高度経済成長期からほぼ一貫して増加し続けた本県の人口は、
2000年代をピークに減少に転じ、令和2年から令和22年の20年で28.8万人減少
し、高度成長期前に相当する163.8万人になると想定されています。さらに、そ
の仮定を延長すると令和42年には128.8万人にまで加速度的に減少していくと見
込まれます。 
また、年少人口及び生産年齢人口は、さらに減少していく一方で、老年人口は

令和22年まで増加を続けることから人口構成の変容が続きます。 
 

⚫ 都市の拡散・低密度化と公共交通空白地域の拡大 

本県は、人口集中地区※(DID)の人口密度(4,055人/k㎡)が全国44位(平成30年)

と低く、また、通勤通学や買物、通院などの活動の郊外化が進むなど、人口密度

が低く広範囲に拡散した都市構造となっています。人が住んでいる範囲が大きく

拡大してきた一方で、今後は主要都市の中心部の人口密度低下が進み、生活サー

ビス機能（医療、福祉、商業など）の持続性を確保するために必要な人口密度の

目安となる4,000人/k㎡を超える地域の縮小や消滅が想定されています。DIDの

人口密度と乗合バス輸送人員の変化を比較すると、これまで、人口密度の低下に

若干遅れた形で乗合バスの輸送人員も減少してきています。 

このまま、市街地の拡散と人口密度の低下が進むと、利便性の低下によるバス

等の公共交通利用者のさらなる減少と、採算性の低下による公共交通の減便、撤

退が進行し、公共交通空白地域が拡大していくことが懸念されます。 

 
⚫ 公共交通が不便なことで、ぐんまの魅力度・県民充足度が低下 

令和2年度「県民幸福度アンケート」によると、居住地域や社会状況等への所

感（充足感）として、「鉄道・バスなどの公共交通機関の利用しやすさ」の充足

度は、全40項目の中でも突出して低くなっており、このことは、県外の方から見

ても、ぐんまの魅力度を下げることにつながることが考えられます。 

 
⚫ 郊外･中山間地を中心にマイカーが使えない高齢者などの生活の足の喪失と外

出率の低下 

地域公共交通は、特に自動車を運転できない学生、高齢者にとって必要不可欠

な移動手段であり、人口減少、少子高齢化が進展する中、郊外・中山間地におい

ては、学生の通学手段、高齢者の生活手段の喪失につながることが懸念されま

す。 

また、公共交通機関の輸送人員の減少に加え、新型コロナウイルス感染症のま

ん延による利用者の減少が重なり、公共交通ネットワークの縮小やサービス水準

の一層の低下が懸念され、生活の足を失ったこれらの地域に居住する方々の外出

率の低下につながることが考えられます。 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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【社会環境】 
⚫ 新型コロナの感染拡大 

➢ 新型コロナを契機とした東京一極集中の是正とリスク分散の重要性の再認

識 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、改めて東京一極集

中の是正とリスク分散の重要性が認識されています。コロナ禍により東京

都からの転入超過量は減少しており、分散型の新しい国の形、暮らし方の

確立が求められています。 

➢ 働き方・暮らし方の変革や移動自粛による旅客需要の激減 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、働き方・暮らし方の面で

は、企業におけるテレワーク※、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通

勤などの積極的な活用等に取り組むことが促されることになりました。ま

た、移動の自粛により、出張や観光交通などの旅客需要が激減し、新幹線

や航空機など国内の広域的な移動を支える公共交通機関の利用が大幅に減

少し、交通事業者に大きな影響が及んでいます。 

⚫ 温室効果ガスによる地球温暖化 

➢ 過度なマイカー依存による全国平均を上回る運輸部門のCO2排出 

二酸化炭素は温室効果ガスの約9割を占めており、自動車交通への依存が

非常に高い本県においては、平成29年度における二酸化炭素排出量のうち

運輸部門の割合が28％と、全国値18％に比べ10ポイント高い状況となって

います。 

⚫ 移動手段の技術革新（ＣＡＳＥ※）、社会・経済のデジタル化の進展 

モビリティ分野では、CASE※と称される「つながる化(Connected)」、「自動

化(Autonomous)、「シェアリング※＆サービス(Shared＆Service)」、「電動化

(Electric)」が進み、100年に一度のモビリティ革命と言われる時代にあります。 

CASE※時代においては、自動運転車が従来の自動車よりも高価である一方、

さまざまなデータとの連携が容易であることから、自動車については、個人で車

を購入・保有・専有使用するよりも保有コストが少ないカーシェアリング※を選

択するといった、保有から共有へ変化し、カーシェアやライドシェア※が増加す

ることが想定されます。 

また、コロナ禍により、このような事態にも対応可能なＩＣＴ※等を活用した

リモート・サービスへのニーズの高さが改めて浮き彫りとなったことから、社

会・経済のさまざまなサービスにおけるリモート化等によるデジタルトランスフ

ォーメーションが加速化すると見込まれます。 

⚫ 頻発・激甚化する気象災害と切迫する巨大災害 

全国の時間雨量50mm以上の年間発生回数は、1976年から1985年の10か年平

均に対し、2010年から2019年の10か年平均では約1.4倍に増加しています。ま

た、群馬県においては、100年後、地球温暖化が最も進行した場合には時間雨量

50mm以上の降雨の発生回数が2倍以上になると予測されています。近年、気候

変動の影響等により、日本の気象災害が頻発化・激甚化していることからも、日

本の気象災害のレベルが新たな段階に移行したことは間違いありません。本県で

も、令和元年東日本台風の際には、県内観測史上最大の降雨量を記録するなど、

水害や土砂災害が発生し、多くの県民の命と財産が失われました。今後は、同規

模の気象災害が毎年のように起こることを想定しつつ、あらゆる対策を講じてい

く必要があります。 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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 交通まちづくりが抱える問題・課題 

これまでに整理した問題・社会環境を踏まえ、群馬県交通まちづくり戦略の策

定における課題を整理しました。 

 

課題１：ニューノーマル※にも対応した安全・快適な交通サービスの確保 
• 新型コロナウイルス感染症の拡大により、働き方や教育を含む私たちの生活様

式は、抜本的な変化を余儀なくされています。密や人の交流を避けるため、テレ

ワーク※化・時差出勤・ローテーション勤務などの取組の推進や不要不急の外出

の抑制が求められており、当面、対策を行うことが求められることが想定されま

す。地域経済の活性化、公共交通の確保のため、ニューノーマル※にも対応した安

全・快適な交通サービスの確保が必要となります。 

課題２：デジタル技術や新技術を活用した公共交通の効率化・高度化の推進 
• 人口減少、少子高齢化において、公共交通における需要の低迷や採算性の悪化

による路線の縮小・廃止、サービス水準の低下、運転手の担い手不足が問題とな

っています。一方で、群馬県では、IC カードの導入等を含め ICT※導入が遅れて

います。そのため、近年全国的に取り組みが進められている自動運転技術の活

用、AI※を活用した交通サービス、MaaS※の導入、新たなモビリティの活用など

を検討し、公共交通の効率化・高度化を推進することが必要となります。 

課題３：温室効果ガス排出量ゼロに向けた、交通まちづくり分野における脱炭

素化の推進 
• 群馬県では、モータリゼーションの進展ともに都市の拡散・低密度化が進み、公

共交通空白地区の拡大などの問題が顕在化しています。2050 年５つのゼロ宣

言では、温室効果ガス排出量「ゼロ」が掲げられており、地球温暖化に対応したま

ちの機能の集約化や公共交通の利用促進など交通まちづくり分野における脱炭

素化の推進が必要となります。 

課題４：市町村域を越える広域的な拠点をつなぐ、基幹公共交通の安全性、快適性、

利便性の確保 
• 自動車利用割合が非常に高く、市街地縁辺部や公共交通利用圏外で土地利用が

進んでおり、バスや鉄道が利用しにくい都市構造となっています。市町村を越え

る広域的な公共交通利用も利便性が低く、主要な観光地間の周遊性も低くなり、

ぐんまの魅力度・県民充足度が低下しています。このため、市町村を越える広域

的な拠点をつなぐ幹線公共交通の安全性、快適性、利便性の確保が必要となり

ます。 

課題５：多様なライフスタイルに対応した、まちのまとまりをつなぐ、地域の多様な

移動手段の確保 
• 中山間地を中心に、マイカーが使えない高齢者などの生活の足が喪失し、外出率

が低下しています。都市部でも郊外部を中心に、都市の拡大・低密度化が進み公

共交通空白地域の拡大、公共交通サービスの低下が進み、生活スタイルと合わな

い公共交通サービスが提供される地域も多く、これらの問題に対応し、多様なラ

イフスタイルに対応したまちのまとまりをつなぐ、地域の多様な移動の交通手段

の確保が必要となります。  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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 将来像の実現に向けた課題と基本方針 

目指すべき将来像の実現に向け、交通・まちづくりが係る問題と社会環境を踏

まえ、５つの基本方針を設定します。 

 

課題１： 
⚫ ニューノーマル※に

も対応した安全・快
適な公共交通サービ
スの確保 

 

基本方針１ 
⚫ ニューノーマル※にも対応した安全・快適で持続

可能な公共交通サービスの確保・維持 

 

本県において、人口減少が顕著となる 20年後を展望すると、多くの市町村が

人口 10万人を下回り、既存の都市機能を維持することが困難になることが想定

されます。 

人口減少社会にあっても、持続的かつ快適に住み続けるためには、デジタル技

術を活用した都市的サービスの補完（DX※）を前提とした都市経営・まちづくり

が必要になってくると想定されます。 

そのためには、市町村界に拘らない人の行動範囲に着目した広域生活圏を形成

し、デジタル技術（遠隔医療・テレワーク※等）を活用しつつも、デジタル技術

では担えない必要な都市機能を享受するために、広域生活圏の各拠点への都市機

能の集約化とアクセスの確保を図ることが必要と考えられます。 

このような、広域生活圏の形成とアクセスの確保に向けて、次のことを推進し

ます。 

（施策パッケージ） 

⚫ ぐんまらしい「快疎」な空間の形成と連携した多様な移動手段の確保・

維持 

⚫ ニューノーマル※での旅客需要の減少を踏まえた公共交通の確保・維持 

⚫ 災害や疫病など異常時にも安全・安心が確保された快適な公共交通の実

現 

 
 

図 2- 16 群馬県における広域生活圏（2040 年人口）  
※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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課題２： 
⚫ デジタル技術や新技

術を活用した公共交
通の効率化・高度化
の推進 

 

基本方針２ 
⚫ ＤＸ※・新技術導入による公共交通サービスの効

率化・高度化 

 

ＩＣＴ※を中心とした技術革新により社会の様々な面が変化しています。特

に、デジタル技術の浸透で生活を改善することを意味するデジタルトランスフォ

ーメーション（ＤＸ※）が重要となっています。 

公共交通においても、公共交通の静的・動的データのオープン化、スマートフ

ォンを活用した交通情報サービス、MaaS※や自動運転の社会実験及びその過程で

実現した個別技術の実装、次世代モビリティ※の開発などが進展しています。 

このような先進技術の活用は、公共交通の利便性を飛躍的に向上させる可能性

を有しており、交通まちづくりに大きな役割を有しています。 

そこで、こうした先進技術の活用による交通課題解決に向け、次のことを推進

します。 

 

（施策パッケージ） 

⚫ ＤＸ※の推進による公共交通サービスの効率化・高度化 

⚫ 自動運転等の先進技術や新たなモビリティの社会実装による課題解決 

 

 

図 2- 17 前橋市の MaaS※・自動運転の取組 

出典：スマートモビリティチャレンジ 前橋市ホームページ 

（https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/9/6siryou5.pdf）  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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課題３： 
⚫ 温室効果ガス排出量

ゼロに向けた、交通
まちづくり分野にお
ける脱炭素化の推進 

 

基本方針３ 
⚫ 交通まちづくり分野の脱炭素課の推進【ＧＸ】 

 

本県では、２０５０年に向けて、「ぐんま５つのゼロ宣言」を発出し、この宣言

のなかでは「温室効果ガス排出量『ゼロ』」についても謳われています。 

また、本県の二酸化炭素の排出量は運輸部門が全体の約３割（全国平均：約２

割）を占めており、エネルギー消費を効率化に向けて、マイカーから公共交通へ

の転換とともに、ＥＶ※（電気自動車）やＦＣＶ※（燃料電池自動車）の導入によ

る交通機関自体の脱炭素化が重要となります。 

そこで、温室効果ガス排出量ゼロに向けた、交通まちづくり分野における脱炭素

化を目指し、次のことを推進します。 

 

（施策パッケージ） 

⚫ 脱炭素型の都市・地域づくりの推進 

⚫ 環境負荷の少ない移動手段の利用促進などスマートムーブの推進 

 

図 2- 18 交通手段別の二酸化炭素排出量 

出典：「運輸部門における二酸化炭素排出量（国土交通省ＨＰ）」に加筆 

 

 
図 2- 19 環境対応車 

出典：「燃料電池バスの普及及び導入支援策について（国土交通省自動車局環境政策

課）」を加工  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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課題４： 
⚫ 市町村域を越える広

域的な拠点をつな
ぐ、基幹公共交通の
安全性、快適性、利
便性の確保 

 

基本方針４ 
⚫ まちづくりと連携した基幹公共交通軸の確保・

維持 
（市町村域を越える広域的な公共交通） 

 

本県は、自動車利用割合が非常に高く、市街地縁辺部や公共交通利用圏外で土

地利用が進んでおり、バスや鉄道が利用しにくい都市構造となっています。 

このため、市町村を越える広域的な公共交通の利便性や主要な観光地間の周遊

性が低下することで、ぐんまの魅力度・県民充足度が低下しています。 

そこで、市町村を越える広域的な拠点をつなぐ幹線公共交通の安全性、快適

性、利便性の確保を目指し、次のことを推進します。 

 

（施策パッケージ） 

⚫ 広域的な拠点となる駅等を中心とした都市機能の誘導など、公共交通と

連携したまちづくりの推進 

⚫ シームレスで利便性の高い広域的な基幹公共交通ネットワークの構築 

⚫ 交通インフラの老朽化対策、バリアフリー化等の推進 

⚫ 訪日外国人観光客などの広域的な観光周遊に対応した公共交通ネットワ

ークの構築 

 

 

図 2- 20 幹線交通イメージ 
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課題５： 
⚫ 多様なライフスタイ

ルに対応した、まち
のまとまりをつな
ぐ、地域の多様な移
動手段の確保 

 

基本方針５ 
⚫ まちづくりと連携した地域的なくらしの足の確

保・維持 
（市町村内における多様な移動手段） 

 

本県では、中山間地を中心に、マイカーが使えない高齢者などの生活の足が

喪失し、外出率が低下しています。また、都市の郊外への拡散・市街地の低密

度化が進み、公共交通空白地域の拡大や公共交通サービスの低下が進み、生活

スタイルと合わない公共交通サービスが提供される地域も見られます。 

そこで、多様なライフスタイルに対応した、まちのまとまりをつなぐ、地域

の多様な移動手段の確保を目指し、次のことを推進します。 

 

（施策パッケージ） 

⚫ 市町村内の各拠点への都市機能の誘導と、これらをネットワークする多

様な移動手段の確保・維持 

⚫ 広域的な基幹公共交通軸と地域内の拠点をネットワークする多様な移動

手段とのシームレス化（MaaS※など複数の交通手段の接続性の改善）の

推進 

⚫ 都市部の鉄道・バス等の利便性向上 

⚫ 郊外や交通空白地における、新たな移動手段の導入・普及など地域の多

様な輸送資源を総動員した移動手段の確保 

⚫ 観光地内の周遊性を向上させるための移動手段の確保 

 

 
図 2- 21 移動手段の適用性 

出典：公共交通トリセツホームページ（https://text.odekake.co.jp/20201025-2/）

を加工 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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２.４ まちづくりと連携した公共交通のあるべき姿 

 群馬県における広域生活圏の検討 

（１） 人口予測と広域生活圏 

前述の「2.2.1 県土形成（都市構造）の観点からの展望」で提示した「広域

生活圏」をより具体化するため、現状の定量的なデータを用いて都市構造を形成

する３要素の抽出を行い、その分析整理結果を基に将来都市構造（案）を検討し

ました。 

都市構造を形成する３要素とは、点（活動拠点等）、線（活動軸等）、面（土

地利用、人口分布等）であり、それらが相互に適切に結びつくことで、地域住民

に対する都市機能の提供が可能となり、快適な生活圏が実現します。 

 
図 2- 22 都市構造を形成する３要素 

 

一般論として、人口や活動量が同じであれば、「点・線・面への集約度が高い

＝メリハリが効いている」方が行政コストが低く、公共交通分担率が高まるため

環境負荷も小さくなることが、関係する定量的なデータ等で確認されています。 

 

図 2- 23 集約型都市構造の効率性 

 

都市構造を形成する３要素に対し、以下の定量データを用いて具体的な現況都

市構造を把握し、将来都市構造を検討しました。 

表 2- 1 都市構造を形成する３要素と定量データ 

都市構造の３要素 活用したデータ 

点：活動拠点 目的別トリップ集中［PT 調査データ(H27)］ 

線：活動軸 目的別小ゾーン間 OD量［PT 調査データ(H27)］ 

面：土地利用・人口分布 夜間人口［国勢調査メッシュデータ(H27)］ 

点（活動拠点等）

線（活動軸 等）

面（土地利用、
人口分布等）

都市構造

集約型
都市構造
（メリハリ 強）

拡散型
都市構造
（メリハリ 弱）

効率的

非効率
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１） 点：活動拠点 

「点：活動拠点」として、集中トリップ密度や従業人口密度など、周囲よりも

相対的に人が集まり活動が盛んな地点を、法定協議会や地域部会でも確認し拠点

として設定しました。 

 

図 2- 24 全目的トリップ集中量分布(4次メッシュ単位)［資料：H27・H28 群馬県パ

ーソントリップ調査※］ 

 
図 2- 25 従業人口分布［資料：H26 経済センサス基礎調査 4次メッシュ］ 

  

図 2- 26 県央広域圏における拠点設定図［資料：第３回群馬県地域公共交通活性化

協議会（書面開催）資料１］  
※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 



 

-36- 

 

２） 線：活動軸 

PT 調査の小ゾーン間 ODをもとに、現況の「線：活動軸」を把握しました。一

般的には、低次の都市機能で活動目的満たされない場合、より高次の都市機能を

求めて移動します。 

 
図 2- 27 目的別小ゾーン間 OD量（私事目的の例） 

［資料：H27・H28 群馬県パーソントリップ調査※］ 

 

３） 面：土地利用・人口分布 

「面：土地利用」として、夜間人口の集積状況を整理しました。拠点の背後に

は、立地機能の利用圏域となる後背圏があり、拠点の機能によって後背圏の規模

も変わってきます。 

 

図 2- 28 夜間人口分布［資料：H27 国勢調査 4次メッシュ］  
※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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４） 人口減少を踏まえた広域生活圏 

令和 2年 12 月に公表した新・群馬県総合計画（ビジョン）においては、群馬

県が目指す「快疎」の考え方が示されています。「快疎」とは、開放的で人口が

密でない疎である空間「開疎」に、他にはない価値（地域固有の価値、多様な暮

らし方等）が加わり、空間的にも精神的にもより安定した快適な状況を表しま

す。 

本県において、人口減少が顕著となる 20年後を展望すると、各都市に現在と

同様の都市機能を等しく維持することは困難になることが推測され、「疎」であ

る空間での生活自体が成り立たなくなる可能性が想定されます。 

デジタル技術を活用することにより、日常的な買い物はオンラインで完結し、

通院や会議などのリモート化が進むことで、過疎地でも一定程度の生活は成り立

つかもしれません。しかし、デジタルでは享受できないリアルなサービス（訪問

介護や高度医療等）を享受したいときに、過疎地域内でこのようなサービス自体

が提供されていないことが想定されます。 

人口減少を考慮し、「疎」である空間においても一定程度の都市機能を県民が

広く享受できる住環境を実現するためには、デジタル活用を前提とした「広域生

活圏」を設定し、高次の都市機能を有する高崎・前橋へのアクセスを将来にわた

って維持・確保することで、「開疎」な空間での生活が可能となります。 

そこに、「地域固有の価値」や「多様な暮らし方」など他にはない価値が加わ

ることで、空間的にも精神的にも安定した快適な状況である「快疎」な空間の形

成が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【コラム】群馬県民は移動時間に対するニーズが高い 

群馬県 PT調査データによると、群馬県民は非日常的な買物や会食等であって

も、概ね 30分以内の移動の範囲内で済まされていることがわかっています。例

えば、現状で 1万㎡以下のスーパーは 4km、娯楽施設でも 10km 以内の施設がよく

利用されています（80％タイル値）。また、移動時間に対するニーズとしては、

日常の買い物は 10分、娯楽等でも 30 分以内が望まれている状況がわかります。 

 

図 2- 29 買物目的等の施設別・利用距離帯構成比  図 2- 30 私事目的別の移動時間ニーズ 
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図 2- 31 人口減少を踏まえた広域生活圏の形成（2040 年） 
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（２） 拠点の設定 

将来にわたり公共交通を維持・確保するべきエリアや路線を明らかにするた

め、人の動きや人口の集中量のデータ等に基づき、地域における各拠点を広域生

活圏毎に設定します。 

本計画における拠点は、今後、まちづくり・人口集積等の取り組みを進めてい

く上で、公共交通の確保が特に求められるエリアにおける活動の拠点となりま

す。 

 

 

図 2- 32 全目的トリップ集中量分布(4次メッシュ単位) 

［資料：H27・H28 群馬県パーソントリップ調査※］〔再掲〕 

 

表 2- 2 拠点の区分 

区分 拠点の考え方 都市機能 

中枢拠点 • 人の移動や人口の集中量が非常に多い主要拠点が近接

して集まっている地区 

• 県外との広域連携拠点として重要な役割を担っている

都市計画区域マスタープランにおいて高ランクの拠点

（中枢拠点）として位置付けられている地区 

高次 

 

 

 

 

 

 

 

低次 

主要拠点 • 人の移動や人口の集中量が非常に多く、商業、業務、

教育、文化、医療、行政、産業、観光等の広域的なま

ちの機能が複数集積している地区 

地域拠点 • 商業、業務、観光等の特定のまちの機能が多い地区 

 

拠点には階層性があり、一般的に人は低次

の都市機能で満たされない場合には、高次の

都市機能を求めて移動する。高次の都市機能

の提供を持続可能にするためには、商圏とし

て成り立つような人口集積が求められる。 

 

 

 

                       

図 2- 33 拠点の階層性 
※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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なお、群馬県交通まちづくり戦略で定める拠点については、まちづくり計画との整

合を図った計画策定の趣旨に鑑み、以下の方針のもと下記のフローに沿って設定を

行います。 

 

【設定方針】 

○まちづくり計画（各市町村で策定が進められている立地適正化計画※、都市計画マ

スタープラン、総合計画や区域マスタープラン等）で示されている拠点等の位置づ

けを基本とする。 

○効率的な公共交通ネットワークを構築するため、まちづくり計画で位置づけのある

拠点に対し、統計データに基づく人口の集中状況や、パーソントリップ調査※による

移動需要の集中状況に基づいた定量的な評価をもとに、大規模施設や観光拠点等

の立地状況も確認しながら、公共交通の幹線ネットワークで結ぶべき拠点を抽出

する。 

○また、前述の定量的な分析に加え、現状の公共交通ネットワークなど、広域圏とし

ての定性的な地域特性を考慮し、上位計画で位置づけのある拠点以外にも、必要

に応じて拠点の追加設定を検討し、県案を作成する。 

○作成した拠点（県案）については、地域部会等を通じて市町村及び関係主体の意見

を収集・調整を行って最終案を決定するとともに、この案に基づいて、公共交通の

幹線ネットワーク案を検討する。 

 

 

 

図 2- 34 拠点検討フロー  

公共交通
幹線ネットワークの検討

拠点候補地区の定量的評価

まちづくり計画での拠点設定

（立地適正化計画、区域マス
タープラン、総合計画等）

拠点候補地区の抽出

PT調査・統計データ等
による定量的分析

大規模施設等立地状況

公共交通ネットワークの
現状追加拠点の必要性確認

各広域圏の現状に即した
拠点（県案）の設定

市町村意見照会

拠点最終案の決定

市町村の拠点整備・
事業進捗等の状況

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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（３） 公共交通ネットワーク（軸）の設定 

１） 幹線ネットワークの考え方 

群馬県が計画に位置づける必要がある公共交通ネットワークとは、原則と

して複数の市町村を跨ぐ広域的な路線を対象とします。 

また、先に設定された拠点や広域生活圏相互の結びつきを把握したうえ

で、幹線ネットワーク図を描くこととし、以下のフローに基づき、路線を選定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2- 35 公共交通幹線ネットワークの設定フロー 

 

【幹線ネットワーク設定のポイント】 

① 前橋・高崎を核とした、放射状のネットワークを構築（高次の都市機能を有
する高崎・前橋へのアクセスは将来的にも重要） 

② 移動需要を踏まえて、先に設定した拠点を効率的にカバーできる路線を
選定 

③ 市町村の中心的機能を有する市町村役場（一部支所を含む）を結ぶ路線を
選定 

④ 県外からの需要の多い観光地への路線を選定 

 

  

群馬県の将来都市構造（広域生活圏） 

国土の長期展望 

県民の移動需要データ 
(PT 調査による OD データ ) 

移動 需要が集中する路線の把握 

広域道路ネットワーク 
( 一般 国道・主要 地方道 ) 

市町村をまたぐ広域的な移動を支える 
幹線ネットワーク ( 県 の計画 対象路線 ) 

定量データ・上位計画等 
に基づく活動拠点 観光地へ の移動需要 

公共交通ネットワークへの配分による 
区間別需要量・路線特性の分析 

基幹幹線 主要幹線 補助幹線 
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表 2- 3 幹線毎の特性 

区分 幹線の特性 具体例 

基幹幹線 ・広域生活圏相互間を連絡し、一定の信頼性をも

ち、高いサービス水準で結ぶ県の基幹交通軸とな

る公共交通路線 

・幹線鉄道路線 

主要幹線 ・主要拠点間を連絡するなど、広域生活圏内の幹と

なる公共交通路線 

・広域生活圏内の需要を集約し、一定水準の移動サ

ービスを確保すべき路線 

・自治体中心部や著名な観光地を結び、県民生活

や来訪者の広域的な交流を中心的に支える路線 

・地域鉄道路線 

・広域幹線バス路線 

補助幹線 ・主要幹線を補完し、地域拠点や主要拠点へのアク

セスを支える公共交通路線 

・主要幹線には満たないが、県民生活を支える上で

重要な公共交通路線 

・交通結節点への連絡路線 

・主要バス路線 

 

２） 県土整備の観点からみた幹線ネットワークの機能整理 

公共交通は、広域生活圏において、活動拠点への移動を支える役割を担い

ます。活動拠点には機能の高低の階層性があり、都市機能は一般的には上位

互換です。生活者は都市的な活動を満たすため、まず後背圏において身近な

拠点へ移動しますが、低次の都市機能で満たされない場合、より高次の機能

を求めて、拠点間の移動をします。また、機能のレベルが同程度であっても、

複数の拠点を補完的に利用することもあると考えます（比較購買など）。 

広域生活圏の移動特性を踏まえると、最寄り地域拠点への移動から、より

高次機能への移動になるに従い、移動が束ねられ需要量が増えるとともに移

動距離も長くなり、輸送を担う公共交通路線には、より高いサービス水準や速

達性をもつ幹線性能が求められます。 

そのため、計画策定に際しては、基本的には移動需要のまとまり具合＝移

動量に対応して、基幹幹線、主要幹線、補助幹線に区分し、望ましいサービス

水準を設定する必要があります。 

  

図 2- 36 広域生活圏の構成と移動特性に対応した幹線との関係イメージ  

拠点の
立地機能

低次

高次

“流域”

住民のくらしと行動の範囲

複数の市町村をまたぐ広域的な移動に対して、
県民に一定の利便性を提供するため、

県が計画を策定

需要量
小

大 高

サービス
水準
低

移動
距離
短

長 高

速達性
低

基幹

幹線性能

補助

主要
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３） 幹線ネットワーク 

前項で整理した考え方を踏まえ、以下のような幹線ネットワーク図を設定し

ました。 

 

 

図 2- 37 幹線ネットワーク図 

 

 

 サービス水準の明示 

サービス水準は、データに基づき厳選された、交通の「幹」となる広域幹線に

対して、確保すべきサービス水準を今後検討の上、設定します。 

サービス水準は、利用者にとって利便性が高く、事業者にとっても採算性で劣

ることがない、いわば現実的な運行頻度の明示を想定します。 

 

  



 

-44- 

 

 役割分担の明確化と相互連携方策・体制 

県、市町村、公共交通事業者、その他の関係者は、地域の公共交通の活性化に

資するそれぞれの役割を果たしつつ、相互に連携を図りながら、協力する必要が

あります。 

表 2- 4 計画策定における役割分担 

対象範囲 計画名称 策定主体 対象とする公共交通 

主に広域

（県全域） 

群馬県 

 交通まちづくり戦略 

（群馬県 

  地域公共交通計画※） 

県 

・広域鉄道 

・地域鉄道 

・広域幹線バス 

・主要路線バス 

主に市町

村・生活圏 

市町村 

 地域公共交通計画※ 
市町村 

・路線バス 

・コミュニティバス 

・デマンド交通※ 等 

 

 

 

 

図 2- 38 計画範囲と策定主体の関与の度合い(イメージ) 図 2- 39 公共交通の階層性（シームレスな移動の連携） 
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表 2- 5 取組の役割分担 

主体 関係者の主な役割(※) 範囲 

県 

• 広域的な観点での取組の検討と合意形成 

• 取組に必要な財政的支援 

• 先導的な取組の試行や普及促進 

• 情報提供と技術的助言 

 

(具体例) 

• 持続可能な地域公共交通のあり方検討 

• ＭａａＳ※等の新技術の導入・普及や幹線交通の運行

や駅などの広域的な交通基盤の整備への財政的支援 

• 新たなモビリティの社会実装による課題解決の支援 

• 老朽化・バリアフリー対策等による広域的な公共交

通の維持確保と強靱化 等  

広域 

市町村 

• 地域にとって最適な取組の検討と合意形成及び取組

の実施 

• 地域の輸送資源の総動員に向けた関係者の調整 

 

（具体例） 

• 交通結節点の機能強化 

• 地域内の多様な移動手段の確保・最適化（地域公共

交通計画※の策定等） 

• 新たな移動手段の活用推進（自家用有償旅客輸送、

スクールバスの混乗、福祉輸送等の活用）等  

市町村・生

活圏 

交通事業者 

• 運送サービスの質の向上 

• 地域旅客運送サービスの持続可能な提供 

• 運送サービスの情報提供と事業者間の連携 

• 利用実態や需要の把握 

• 経営改善の取組と企画機能の強化、生産性の向上 

 

（具体例） 

• 非接触決済システムの導入やＭａａＳ※の導入・普及

など、交通システムの高度化と効率化 

• 公共交通のオープンデータ※の活用によるサービスの

高度化 

• 交通結節点の機能強化 

• ＥＢＰＭ※による適切な運行管理 

• 老朽化・バリアフリー対策等による広域的な公共交

通の維持確保と強靱化 等  

運行エリア 

地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針（平成二六年総務省告

示・国土交通省告示第一号）を参考に記述 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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３. 広域圏別の交通まちづくり戦略 

３.１ 県央広域圏 

 人口動向等 

（１） 人口推移 

総人口は、平成 17 年にピークを迎え、以降微減傾向にあります。国立社会保

障・人口問題研究所の将来推計値は県央広域圏の現況より若干低くなっており、

令和 27 年は平成 27 年の約

27%減となっています。 

高齢化率も、社人研の推

計は高めとなっており、約

27%（平成 27 年実績）に対

し、約 31%（令和 2 年推計

値）から約 41%（令和 27 年

推計値）と急増するとされ

ています。 

図 3- 1人口推移 

データ：国立社会保障・人口問題研究所 

（２） 人口密度 

夜間人口密度は、高崎駅周辺、高崎駅北部、群馬八幡駅周辺、前橋駅・新前橋

駅・中央前橋駅周辺、伊勢崎駅周辺、新町駅周辺、群馬藤岡駅周辺、JR 両毛線前

橋駅～伊勢崎駅沿線地域等で 4,000 人/㎢を超える集積がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 2人口密度 

データ：平成 27年国勢調査  
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（３） 高齢化の状況 

65 歳以上夜間人口は、高崎駅周辺、前橋駅・新前橋駅・中央前橋駅周辺、伊勢

崎駅周辺、JR 両毛線前橋駅～伊勢崎駅沿線地域等で集積がみられます。また、他

の年齢階層と比べ、上信線、JR信越線、JR上越線沿線地域での人口の集積がみら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 3 高齢（65歳以上）人口の分布 

データ：平成 27年国勢調査 
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 施設立地 

本節では、人々の生活交通の主な目的地となる、大規模施設等の立地状況を整

理しました。本資料では、主に鉄道・バスの利用が多い高齢者および学生に着目

し、医療機関と教育関連施設の立地状況を示します。 

総合病院の所在地は鉄道沿線地域に多く分布しており、鉄道が通過しない町村

部における総合病院は少ない状況にあります。 

教育関連施設のうち、高校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、大

学、短大は鉄道沿線地域で比較的多くみられるものの、駅直近への立地は限られ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 4 主要施設位置 

出典：高校・大学は各校ホームページより抽出、病院は 100 床以上

の病院を各病院ホームページより抽出 

  



 

-49- 

 

 公共交通ネットワークの現状 

（１） 鉄道・路線バス 

⚫ 県央広域圏の市町村内には、鉄道はＪＲ高崎線（新町～高崎）、ＪＲ上越線

（高崎～津久田）、ＪＲ吾妻線（渋川～小野上温泉）、ＪＲ両毛線（新前橋

～国定）、ＪＲ信越線（高崎～横川）、ＪＲ八高線（群馬藤岡～倉賀野）、

東武伊勢崎線（境町～伊勢崎）、上毛電気鉄道上毛線（中央前橋～膳）、上

信電鉄上信線（高崎～下仁田）が通っており、高崎駅は県内の鉄道ネットワ

ークの要衝となっています。さらに、高崎駅は上越新幹線と北陸新幹線の分

岐点でもあり、県外からのゲートウェイとしての役割も担っています。 

⚫ バス路線は、前橋市、高崎市、伊勢崎市、渋川市などの市街地部や、観光地

である伊香保温泉地区で、ネットワーク密度が比較的高くなっています。 

⚫ 一方で、郊外部ではバス路線は少なくなっており、中山間地域では地形制約

を受け主に谷筋の主要道路に限られた路線となっています。 

⚫ このようなエリアでは、デマンド交通を導入している市町（前橋市大胡・宮

城・粕川・富士見地区、富岡市全域、藤岡市三波川・鬼石地区、安中市東横

野・磯部・岩野谷・板鼻地区、甘楽町全域）もありますが、藤岡市、安中市

においては、休日の運行サービスはなされていない状況にあります。 
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図 3- 5 公共交通路線網 
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１） 鉄道 

⚫ 鉄道の運行本数は JR 高崎線高崎駅以南で最も多く、100 本/日を超えていま

す。次いで、JR 線高崎駅～前橋駅～伊勢崎駅で多く、80 本/日を超えていま

す。 

⚫ 5 時台～24 時台で 1 時間に 1 往復の運行を仮定すると、圏域内における 1 時

間に 1往復未満の運行本数の区間は、JR八高線北藤岡駅以南、JR信越本線・

吾妻線全区間、JR上越線渋川駅以北、JR両毛線伊勢崎駅以東、上信線東富岡

駅以西となっています。 

 

図 3- 6 鉄道運行本数  

鉄道運行本数
JR上越線

JR吾妻線

上毛線

上信線

JR信越本線

JR八高線

JR高崎線

東武伊勢崎線

JR両毛線

高崎駅
伊勢崎駅

新前橋駅
前橋駅

渋川駅

運行本数(本/日)

～ 20

40 ～ 60

60 ～ 80

80 ～ 100

100 ～ 駅

20 ～ 40

5時台～24時台で

1時間に1往復の

運行を仮定すると

40本/日

県央広域圏

新幹線

東富岡駅

北藤岡駅
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２） 路線バス 

⚫ 平日のバスについては、高崎駅周辺、前橋駅・新前橋駅・中央前橋駅周辺で

バスネットワークが多く網羅されており、運行本数の多い運行区間もみられ

ます。他に、渋川駅西側、伊香保温泉で運行本数の多い運行区間がみられま

す。 

⚫ バス運行本数が少ない、バスネットワークが整備されていない、といった地

域の中でデマンド交通を導入している市町（前橋市大胡・宮城・粕川・富士

見地区、富岡市全域、藤岡市三波川・鬼石地区、安中市東横野・磯部・岩野

谷・板鼻地区、甘楽町全域）も存在しています。 

 

図 3- 7 高速バスを除くバス運行本数（平日） 
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（２） その他の輸送手段（福祉輸送、スクールバス等） 
各市町で運行されているその他の輸送手段は以下のとおりです。 

 

表 3- 1 その他輸送手段等（前橋市） 

 

  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または期間：
令和元年度

27,967人/年

年度または期間：
令和元年度

16,265人/年

期間：H30.12.13
～H31.2.28

778人/62日

年度または期間：
R2.2.27～R2.9.30

752人/年

年度または期間：
R2.10.1～R3.3.31

694人/年

②タクシー
の相乗り

１運行あたり
運賃の半額
（上限1,000
円）を補助。
補助は１日２
回まで。

年度または期間：
令和2年度補助
分

⑥運賃補助
（タクシー）

相乗りの場
合１人500円
の補助。

161,524千円/年

年度または期間：
令和元年度補助
分

8,745千円/年

城南あおぞら号
（プレ運行）

大人300円
小中学生
150円
未就学児
無料

①デマンド
交通バス停
方式

城南あおぞら号
（本格運行）

大人300円
小中学生
150円
未就学児
無料

⑦運賃補助
（バス）

販売価格
3,750円
（利用可能額
5,800円）など

①セダン車両

敬老バスカード 前橋市

市内全域（関
越交通、永
井運輸、日
本中央バ
ス、群馬中
央バス、群
馬バス、上
信電鉄）

65歳以上 － －

前橋市、城
南地区地域
内交通運営
委員会

城南地区＋
大胡駅

制限なし 月～土曜 ②ワゴン車両

マイタク（でまんど
相乗りタクシー）

前橋市 市内全域

市内在住の
75歳以上の
高齢者、65
歳以上の免
許を持たな
い人、免許
自主返納者
など。事前登
録が必要

毎日

①セダン車両

前橋市、城
南地区地域
内交通運営
委員会

城南地区＋
大胡駅

制限なし 月～土曜 ②ワゴン車両

月～土曜
（62日間）

①デマンド
交通バス停
方式

城南地区地域内
交通（県実証実
験）

前橋市、城
南地区地域
内交通運営
委員会

②タクシー
の相乗り

城南地区 制限なし 実験中無料

るんるんバス 前橋市
富士見地区
の一部

制限なし 毎日 ②ワゴン車両
①デマンド
交通バス停
方式

大人210円
中学生以下
100円

ふるさとバス 前橋市
大胡、宮城、
粕川地区の
一部

制限なし 毎日 ②ワゴン車両
①デマンド
交通バス停
方式

大人210円
中学生以下
100円
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表 3- 2 その他輸送手段等（高崎市） 

 

 

表 3- 3 その他輸送手段等（伊勢崎市） 

  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または期間：
令和元年度

23,588人/年

年度または期間：
令和元年度

9,669千円/年

令和2年6月
開始倉渕、
榛名、吉井
地区

年度または期間：
令和2年度

令和3年8月
開始乗附・片
岡・寺尾・南
八幡地区

10,603人/年

年度または期間：
令和元年度

30,958人/年

478回/年
※往復　314人/
年

年度または期間：
令和元年度

①セダン車両
（2台）

月～金
（祝日、年末
年始を除く）

往復200円
（片道100円）

毎日 ②ワゴン車両

倉渕買い物おで
かけ便『せせらぎ
号』

高崎市社会
福祉協議会

③自家用有
償旅客運送
（交通空白
地有償運
送）

倉渕町地区

倉渕地域に
居住する65
歳以上の高
齢者（無料の
会員登録と
事前に利用
券の購入が
必要）

－ －

おとしよりぐるりん
タクシー

高崎市
⑧その他
（無料巡回タ
クシー）

制限なし 無料 毎日 ②ワゴン車両

よしいバス（自家
用有償バス）

高崎市

③自家用有
償旅客運送
（交通空白
地有償運
送）

吉井地域 制限なし ③バス車両

敬老バスカード

お店ぐるりんタク
シー

高崎市
⑧その他
（無料巡回タ
クシー）

中心市街地 制限なし 無料

高崎市

市内全域（関
越交通、永
井運輸、日
本中央バ
ス、群馬中
央バス、群
馬バス、上
信電鉄）

65歳以上

販売価格
3,750円（利
用可能額
5,800円）など

月～土（祝
日・年末年始
を除く）

⑦運賃補助
（バス）

大人200円
中学生以下
100円

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または期間：
令和元年度

7,747千円/年

③バス車両 年度または期間：

②ワゴン車両 -

年度または期間：
令和元年度（5月
～）

22人/年

買い物支援
(社福)植竹
会

④ボランティ
ア運送（団
体総合生活
保障保険加
入済み）

豊受地区

民児協定例
会で周知し、
民生委員を
通じて希望
者を登録

無料 月1～2回 ②ワゴン車両

1月1日を除き
毎日

高齢者タクシー利
用料金の助成

伊勢崎市 市内全域 － －

コミュニティバス
「あおぞら」

伊勢崎市
市内全域（国
際十王交通）

65歳以上の
人、障害者
手帳保持者
とその介助
者、高校生
以下の人、
運転免許証

無料
⑦運賃補助

（バス）

⑥運賃補助
（タクシー）

 65歳以上の
単独世帯
70歳以上の
高齢者のみ
の世帯
70 歳以上で
市民税非課
税世帯
※市内在住
で自家用車
の無い方

利用助成券
400円×年
間24枚
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表 3- 4 その他輸送手段等（渋川市） 

  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

期間：R3.2.1から
R3.3.31

142人/2か月

年度または期間：
令和元年度

12,023千円/年

年度または期間：
令和元年度

35千円/年

年度または期間：
令和元年度

1,544千円/年

年度または期間：
令和元年度

262千円/年

年度または期間：
令和元年度

0千円/年

(１)赤城地区 (１)65歳以上
年度または期間：
令和元年度

(２)北橘地区
(２)温泉利用
者

2,375人/年

(１)渋川地区 (１)日曜
(１)③バス車
両及び②ワゴ
ン車両

年度または期間：
令和元年度

(２)小野上地
区

(２)月･火･木･
金

(２)③バス車
両

(３)子持地区 (３)月～土
(３)③バス車
両

高齢者
年度または期間：
令和元年度

障害者 1,257人/年

年度または期間：
令和元年度

1,049人/年

年度または期間：
令和元年度

2,965人/年

⑥運賃補助
（タクシー）

タクシー利用
券500円×
48枚交付（1
乗車につき1
人最大2枚ま
で）

⑦運賃補助
（バス）

販売価格
3,750円
（利用可能額
5,800円）など

販売価格
800円
（利用可能額
1,200円）

販売価格
2,400円
（利用可能額
4,350円）

⑦運賃補助
（バス）

13,153人/年

施設巡回バス
「福祉のあし」

渋川市社会
福祉協議会

⑧その他 無料 月・火・木・金 ③バス車両

 65 歳以上
の方
 身体障害者
手帳・療育手
帳・精神障害
者保健福祉
手帳を お持
ちの方
 ボランティア
登録証をお
持ちの方

市内全域
（社協が運営
する施設を
巡回）

②ワゴン車両

ささえあい買い物
事業 あいのり

渋川市社会
福祉協議会

②タクシー
の相乗り

市内全域

75歳以上の
高齢者（事前
に市社協へ
申請が必要）

①セダン車両
火～金
（店舗ごとに
月２回）

500円/往復
（片道2km未
満）、以降
500mごとに
＋100円
（一般協賛金
に応じて減
額あり）

県立ゆうあいピッ
ク記念温水プー
ル送迎バス

渋川市 ⑧その他 市内全域 無料 水～日

老人福祉セン
ター送迎バス

渋川市 ⑧その他
福祉センター
利用者

無料

温泉シャトルバス 渋川市 ⑧その他 無料

(１)月～金
(２)月～金(温
泉施設休館
日を除く)

②ワゴン車両

渋川市敬老割引
回数券

渋川市

市内全域（日
本中央交通）

65歳以上 － －

市内全域（群
馬バス（伊香
保タウンバス
４号））

65歳以上 － －

敬老バスカード 渋川市
市内全域（関
越交通、群
馬バス）

65歳以上 － －

－ －

渋川市
市内全域（関
越交通）

65歳以上 － －

渋川市
①デマンド
交通

北橘地区 制限なし ②ワゴン車両

高齢者移動支援
事業

敬老バスカード
（尾瀬カード）

⑦運賃補助
（バス）

販売価格
2,400円
（利用可能額
4,350円）

渋川市 市内全域

市内に居住
する75歳以
上の運転免
許を有しない
人

月～土
(日曜祝日除
く）

北橘地区予約型
バス（試行運行）

大人200円
中学生以下
100円
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表 3- 5 その他輸送手段等（富岡市） 

 

表 3- 6 その他輸送手段等（安中市） 

  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または期間：
R3.1～R3.7

21,053人
1日平均101人

愛タク（デマンド
型乗合タクシー）

富岡市
①デマンド
交通

市内全域 制限なし ②ワゴン車両
毎日
（年末年始を
除く）

l市内在住、
在勤、在学、
小学生以
下、障害者
（同伴者含
む）は100円
上記以外は
500円
未就学児は
無料

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または期
間：令和元年
度

394人/年

年度または期
間：令和元年
度

1,865人/年

年度または期
間：令和元年
度

22,995千円/年

年度または期
間：令和元年
度

9,769千円/年

年度または期
間：令和元年
度

50千円/年

年度または期
間：令和元年
度

177千円/年

年度または期
間：令和元年
度

5千円/年

松井田地区
まで一人
500円

期間：
R1.10.28～
R2.1.31

安中地区ま
で一人
1,000円

93人

期間：R2.2.3
～R2.3.13

29人

年度または期
間：令和元年
度

115人/年

⑦運賃補
助（バ
ス）

販売価格
4,250円
（利用可能
額5,800
円）など

販売価格
850円（利
用可能額
1,100円）

⑦運賃補
助（バ
ス）

販売価格
2,550円
（利用可能
額3,550
円）など

月・火・
木・金

①セダン車
両

スクールバス
への混乗

安中市
⑤施設送
迎バスへ
の混乗

坂本・入山
地区

坂本・入山
地区住民

無料
スクールバ
ス運行日

③バス車両

細野相乗りタ
クシー「せん
がたき号」
「たかとや
号」（県実証
実験）

－
④ボラン
ティア運
送

細野地区
事前登録さ
れた方

実費（ガソ
リン代）

－ －

細野相乗りタ
クシー「せん
がたき号」
「たかとや
号」（県実証
実験）

－
②タク
シーの相
乗り

細野地区
事前登録さ
れた方

月・火・
木・金

①セダン車
両

敬老割引回数
券

安中市

市内全域
（ボルテッ
クスアー
ク）

65歳以上 － －

市内全域
（安中タク
シー）

65歳以上

－

松井田町地
域

70歳以上

補助券330
円から19段
階×年間24
枚

敬老バスカー
ド

安中市
市内全域
（群馬バ
ス）

65歳以上 － －

タクシー料金
補助

安中市

安中地域 75歳以上
補助券500
円×年度最
大36枚

－
⑥運賃補
助（タク
シー）

乗合タクシー 安中市
①デマン
ド交通

磯部・中野
谷線

制限なし
②ワゴン車
両

間仁田・岩
野谷線

月～土
（祝日・年
末年始を除
く）
午後1時～
午後7時

大人200円
中学生以下
100円
（路線外目
的地の場合
は、大人
300円、小
人150円）
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表 3- 7 その他輸送手段等（榛東村） 

 

表 3- 8 その他輸送手段等（吉岡町） 

 

表 3- 9 その他輸送手段等（上野村） 

  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または期
間：令和元年
度

5,392千円/年

年度または期
間：令和元年
度

119千円/年

榛東村

村内全域
（日本中央
バス、群馬
バス、関越
交通）

65歳以上 － －

販売価格
4,000円
（利用可能
額5,800
円）など

⑦運賃補
助（バ
ス）

福祉タクシー
利用助成制度

榛東村 村内全域 － －

条件に該当
する自動車
を持たない
方
条件：70歳
以上のみの
世帯、障害
者手帳・療
育手帳所有
者、父子・
母子家庭世
帯、等

⑥運賃補
助（タク
シー）

利用券 1枚
500円
枚数変動

敬老バスカー
ド

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または期
間：令和2年度

1,146千円/年

年度または期
間：令和2年度

52千円/年

年度または期
間：令和元年
度

288人/年

吉岡町社協移
送サービス

吉岡町社協
④ボラン
ティア運
送

社協を起点
としておお
むね10キロ
以内の公共
機関や商
店、病院

ひとり暮ら
し又は高齢
者のみの世
帯の方

平日

1回あたり
300円
往復は2回
としてカウ
ント

敬老バスカー
ド

吉岡町

町内全域
（群馬バ
ス、関越交
通、日本中
央バス）

65歳以上 － －

①セダン車
両※軽自動
車

よしタク 吉岡町 町内全域
利用助成券
500円×年
間上限72枚

－ －

⑦運賃補
助（バ
ス）

販売価格
3,750円
（利用可能
額5,800
円）など

⑥運賃補
助（タク
シー）

70歳以上の
人
19歳以上で
運転免許を
持たない人
障害者手
帳、療育手
帳の所有者

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または期
間：令和元年
度

9,215人/年

年度または期
間：令和元年
度

215千円/年

－ －

上野村

③自家用
有償旅客
運送（交
通空白地
有償運
送）

上野村～下
仁田・富岡
方面

制限なし 毎日 ③バス車両

敬老バスカー
ド

上野村 65歳以上
⑦運賃補
助（バ
ス）

村内全域
（日本中央
バス）

販売価格
2,500円
（利用可能
額5,800
円）など

乗合タクシー
（上野村～下
仁田・富岡方
面）

100～840円
定期券・回
数券有
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表 3- 10 その他輸送手段等（神流町） 

 

 

表 3- 11 その他輸送手段等（下仁田町） 

 

 

  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または期
間：令和元年
度

92千円/年

年度または期
間：令和元年
度

2,901回/年
※往路で1回、
復路で1回カウ
ント

公共交通空白
地有償運送事
業（メジロ）

神流町社会
福祉協議会

③自家用
有償旅客
運送（交
通空白地
有償運
送）

町内全域

神流町在住
の65歳以上
の方又は身
体障害者、
療育、精神
保健福祉手
帳の交付を
受けている
方

200円 平日
①セダン車
両

敬老割引カー
ド

神流町
町内全域
（日本中央
バス）

65歳以上 － －
⑦運賃補
助（バ
ス）

販売価格
4,000円
（利用可能
額5,800
円）など

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または期
間：令和元年度

しもにたバス：
9,986人/年
（一般8,418人、
生徒1,568人）

年度または期
間：令和元年度

スクールバス：
47,410人/年

（一般3,909人、
生徒43,501人）

年度または期
間：令和元年度

2,110千円/年

－
⑥運賃補
助（タク
シー）

タクシー券交
付事業

下仁田町 町内全域
70歳以上の
方および障
害のある方

利用券800
円×年間35
枚・45枚・
55枚（地区
による）

－

スクールバス
への混乗

下仁田町
⑤施設送
迎バスへ
の混乗

地域住民 無料 ③バス車両

しもにたバス 下仁田町 町内全域 制限なし 毎日
②ワゴン車
両

町内全域
（しもにた
バスと同
ルート）

月～金
（祝日除
く）

③自家用
有償旅客
運送（交
通空白地
有償運
送）
⑦運賃補
助（バ
ス）

大人200円
小人、70歳
以上、運転
免許自主返
納者、障
害・療育手
帳保持者は
無料
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表 3- 12 その他輸送手段等（南牧村） 

 

表 3- 13 その他輸送手段等（甘楽町） 

 
  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または期
間：令和元年度
乗車人員
11,168人/年
年度または期
間：令和元年度
乗車人員　2,183
人/年
※４条運行の路
線
年度または期
間：令和元年度

乗車人員　2,661
人/年
※79条運行の路
線

年度または期
間：令和元年度

54千円/年

年度または期
間：令和元年度

3,582千円/年

南牧村乗合バ
ス・乗合タク
シー無料乗車
券交付

南牧村
南牧村全域
及び下仁田
町の一部

75歳以上
申請者に無
料乗車カー
ドを発行

毎日

⑦運賃補
助（バ
ス）

⑦運賃補
助（バ
ス）

児童・生徒パ
スポート事業

南牧村
南牧村全域
及び下仁田
町の一部

村内に在住
する小学生
及び中学生
並びに南牧
小学校及び
南牧中学校
に在学する
者

無料（無料
パスポート
カードの発
行）

毎日

月～金のう
ちルートご
と週1日

②ワゴン車
両

南牧村乗合タ
クシー

南牧村

③自家用
有償旅客
運送（交
通空白地
有償運
送）

南牧村の一
部及び下仁
田町の一部

制限なし 100～500円
月～金のう
ちルートご
と週1日

②ワゴン車
両

南牧ふるさと
バス

南牧村
南牧村全域
及び下仁田
町の一部

制限なし 毎日 ③バス車両

南牧村乗合タ
クシー

南牧村
南牧村の一
部及び下仁
田町の一部

制限なし
⑦運賃補
助（バ
ス）

100～400円
回数券有

⑦運賃補
助（バ
ス）

100～550円
定期券・回
数券有

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または期
間：令和元年度

409人/年

甘楽町デマン
ドタクシー
「愛のりく
ん」

（有）昭和
タクシー・
甘楽町

①デマン
ド交通

町内全域・
富岡総合病
院・公立七
日市病院

毎日
①セダン車
両

制限なし
（事前登録
制）

大人300円
中学生以下
100円
未就学児無
料
障害者手帳
保持者100
円（付添人
200円）
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 人流の実態 

（１） 公共交通利用者数 

１） 鉄道利用者数の推移 

⚫ 平成 27年度鉄道利用者数を

100 とした場合、ＪＲ東日

本及び東武鉄道の利用者数

は、平成27年度から平成30

年度まで増加を続け、令和

元年度では前年に比べて横

ばいとなっています。 

⚫ 上信電鉄及び上毛電気鉄道

は平成 27 年度から平成 28

年度にかけて減少し、その

後横ばいとなっています。 

図 3- 8鉄道利用者数の推移 

 

２） 鉄道駅乗降者数 

駅乗降人員は高崎駅で最も多く、5 万人/日を超えています。また、前橋駅、

新前橋駅、伊勢崎駅の乗降人員も多く、1 万人/日を超えます。他に、渋川駅、

駒形駅、高崎問屋町駅、新町駅の乗降人員が多く、5千人/日を超えています。 

 

図 3- 9日平均駅乗降人員  
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３） 鉄道駅端末交通手段 

⚫ 本圏域内の乗降客数上位３つ（前橋駅、新前橋駅、高崎駅）と各路線の主要

駅（中央前橋駅、伊勢崎駅、渋川駅、安中駅、東富岡駅）の端末交通手段

（アクセス交通）は次図のとおりです。全ての駅で徒歩もしくは自転車が半

数以上を占めており、公共交通が占める割合は低くなっています。 

⚫ 伊勢崎駅、渋川駅、安中駅では、自動車（≒P＆R及び送迎）の分担率が 20％

以上と高くなっています。 

 

図 3- 10駅端末交通手段構成比 

 

４） 路線バス利用者数の推移 

⚫ 平成 29 年度から令和元年度にかけて、バス利用者数は、ほぼ横ばいとなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 11市町村運営公共交通利用者数推移  
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安中

（n=3,539トリップ）
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デマンドバス・路線バス その他 不明

※藤岡市奥多摩線を除く。 
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５） 新型コロナウイルスの影響 

⚫ 新型コロナウイルス感染予防に向けた緊急事態宣言の影響を、上信電鉄及び

上毛電気鉄道の月別利用者数の前年比較で見たところ、宣言発出前の R2 年 3

月から前年を大きく下回り、宣言解除後の 6 月以降は上昇に転じたものの、

以降は 12 月に至っても前年の 8 割強程度となっています。なお、R3 年は、2

～3 月に多少減少したものの 4 月以降は持ち直しているが、やはり R1 年の水

準には戻っていない状況にあります。 

⚫ 市町村運営の公共交通利用者の場合は、宣言発出前の 3 月から前年を大きく

下回り、宣言解除後の 6月は上昇に転じたものの、前年の 66%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 12 鉄道利用者数の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 13 市町村運営の公共交通利用者の変化 

  

※伊勢崎市、南牧村の一部はデータ不明のため除く。 

※上毛電気鉄道(東毛広域圏含む）及び上信電鉄輸送人員（人／月） 

0

100,000

200,000

300,000

400,000
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鉄道利用者の変化(県央広域圏)
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（２） 目的別移動実態 

１） 通勤目的集中量 

通勤目的での移動

は、高崎駅周辺、前

橋駅・新前橋駅・中

央前橋駅周辺への集

中がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 14 通勤目的集中量 

 

２） 通学目的集中量 

通学目的の集中量

は、高崎駅周辺、前

橋駅・新前橋駅・中

央前橋駅周辺、群馬

総社駅東側、伊勢崎

駅周辺、伊勢崎市南

部、群馬藤岡駅西

側、渋川駅西側、上

州富岡駅周辺で多く

みられます。集中量

の多い地域では高

校、中等教育学校、

高等専門学校、特別

支援学校が立地して

います。 

 

 

 

 

図 3- 15 通学目的集中量 

  

※500mメッシュの集中量 

※500mメッシュの集中量 
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３） 買物目的集中量 
買物目的の集中量

は、高崎駅周辺、前

橋駅・新前橋駅・中

央前橋駅周辺、群馬

総社駅周辺、伊勢崎

駅西側、群馬藤岡駅

周辺、渋川駅北側・

南側、上州富岡駅周

辺、安中駅周辺・西

側で集積がみられま

す。これらの地域で

は商業小売施設の立

地が多くみられま

す。他に、局所的に

集中量の多い地域で

は 6,000 ㎡以上の大

型商業小売施設が所

在しています。 

 

 

図 3- 16買物目的集中量 

 

４） 通院目的集中量 

通院目的の集中量

は、高崎駅周辺、前

橋駅・新前橋駅・中

央前橋駅周辺、群馬

総社駅東側、伊勢崎

駅周辺、群馬藤岡駅

周辺、渋川駅西側・

南側、上州富岡駅周

辺、安中駅東側・西

側で集積がみられま

す。特に集中量の多

い地域では総合病院

（100 床以上）の立

地がみられます。 

 

 

 

 

 

図 3- 17 通院目的集中量 

  

※500mメッシュの集中量 

※500mメッシュの集中量 
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５） 観光目的集中量 
観光・行楽・レジ

ャー目的の集中量

は、高崎駅周辺、敷

島公園や中央児童遊

園などがある前橋

駅・新前橋駅・中央

前橋駅周辺や群馬総

社駅東側、伊香保温

泉で集積がみられま

す。局所的に集中量

が多いメッシュの近

隣に妙義山（富岡

市）、赤城山（渋川

市）、華蔵寺公園遊

園地（伊勢崎市）な

どの行楽地が立地し

ています。 

 

 

 

図 3- 18 観光目的集中量 

  

※500mメッシュの集中量 
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（３） 「鉄道バスネットワーク」と「人の流動」との関係 

⚫ 代表交通手段鉄道利用以外のトリップをバスネットワークと重ねてみると、

必ずしもまとまった需要パターンに対応したバス路線とはなっていない状況

がうかがわれます。 

⚫ 高崎駅、前橋駅周辺エリアに関わる鉄道利用以外のトリップは、ある程度距

離が長いものの、必ずしも駅周辺への一極集中パターンとなっておらず、伊

勢崎駅周辺エリアについては、必ずしも移動距離が長いわけではなく、起終

点も分散しています。 

⚫ 鉄道端末トリップに関しては、高崎駅、前橋駅北側は多方面から比較的長距

離のトリップが集中しているほか、伊勢崎駅、新町駅、渋川駅西側などから

のトリップも一定程度存在しています。 

⚫ その他、一定程度の鉄道端末トリップがみられるのは、群馬総社駅、新前橋

駅、高崎問屋町駅、北高崎駅、安中駅、群馬藤岡駅、中央前橋駅となってお

り、東武伊勢崎線、中央前橋駅以外の上毛線、上信線の各駅では、多くのト

リップはみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 19 代表交通手段（鉄道除く）中ゾーン地域間流動 
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 まちづくり・交通の問題 

県央広域圏の交通の課題について、各市町村の都市構造・まちづくりの問題点

及びそれにかかわる交通上の問題点を整理し、県央広域圏に特有の課題として抽

出し取りまとめます。 

各市町村域における公共交通の問題点を、都市部・郊外部・中山間地域に着目

して抽出します。その結果を踏まえ、移動手段確保の視点から、地域別の公共交

通の課題を整理するとともに、県央広域圏全般にわたる公共交通の課題も整理し

ます。 

 

（１） 都市部の公共交通の問題・課題 

都市部を抱える市町村の問題からは、以下の公共交通の課題が集約されます。 

 

表 3- 14 都市部の公共交通の問題 

市町村 公共交通の問題点 

前橋市・ 

高崎市 

路線バスの運行サービス水準がニーズに合致しておらず、各路線の役割

が明確ではありません。特に通学のため鉄道に乗り継ぐ路線バスが利用

しにくい状況にあります。 

駅からの放射路線が主体のバス路線網となっており、中心部の路線が複

雑になっています。 

公共交通利用では、主要拠点間を移動しづらい状況にあります。 

ターミナル駅等で、バス停が分散している現状があります。 

必ずしも需要に対応していない、運行本数が少ない路線が見られます。 

路線バスのダイヤがパターン化されておらず、不便となっています。 

行き先や経由地が分かりにくくなっています。 

伊勢崎市 中心市街地へ、公共交通でのアクセスの向上求めるニーズが高くなって

います。 

 

〇都市部の公共交通の課題 

・まとまった需要が見込まれる都市部への移動を支える、誰もが使いやすく、高水

準の公共交通ネットワークの「幹」を形成することが求められます。 
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（２） 郊外部の公共交通の問題・課題 

郊外部を抱える市町村の問題からは、以下の公共交通の課題が集約されます。 

 

表 3- 15 郊外部の公共交通の問題 

市町村 公共交通の問題点 

前橋市・ 

高崎市 

路線バスの運行サービス水準がニーズに合致しておらず、各路線の役割

が明確ではありません。特に通学のため鉄道に乗り継ぐ路線バスが利用

しにくい状況にあります。 

公共交通利用では、主要拠点間を移動しづらい状況にあります。 

必ずしも需要に対応していない、運行本数が少ない路線が見られます。 

路線バスのダイヤがパターン化されておらず、不便となっています。 

行き先や経由地が分かりにくくなっています。 

終バスの発車が早い路線があります。 

渋川市 郊外において、移動制約者が公共交通を使えない地域が存在します。 

渋川医療センター等の拠点的な施設へ、市内各地域から直接アクセスで

きる公共交通ネットワークがない状況にあります。 

富岡市 乗合タクシーの運行頻度、ルートの利便性が低く、サービス向上のニー

ズが高まっています。 

安中市 交通弱者の利用需要に即した乗合バス・乗合タクシーの路線の適正化、

拡充が求められています。 

吉岡町 全ての方面で、バスの運賃が鉄道よりも約 2～3倍高くなっています。 

鉄道駅アクセスは徒歩・自転車が多く、路線バスによるアクセスはほと

んど見られません。 

高齢者や障がい者が利用しやすいバスの運行へのニーズが高くなってい

ます。 

バス停から遠い人でも利用可能なとなるような、バスの運行へのニーズ

が高くなっています。 

 

〇郊外部の公共交通の課題 

・公共交通を軸としたまちづくりを進める一方で、まとまった需要が見込まれる各

種拠点間を結ぶ幹線路線を重点的に構築します。 

・公共交通を軸としたまちづくりを進めることで、限られた行政コストの中でも、

公共交通が利用しやすいまちに変えていきます。 

・鉄道や広域的な幹線バス路線網をはじめ、基幹公共交通軸を将来にわたって確保

していくため、公共交通を快適・便利にすることで自動車からの転換を促すな

ど、移動手段として認識・選択される環境を整えていきます。 

 

  



 

-69- 

 

（３） 中山間地域の公共交通の問題・課題 

中山間部を抱える市町村の問題からは、以下の公共交通の課題が集約されます。 

 

表 3- 16 中山間地域の公共交通の問題 

市町村 公共交通の問題点 

藤岡市 市の最も西部の居住地域には、デマンド交通もバス路線もサービスされ

ていない状況にあります。 

渋川市 移動制約者が公共交通を使えない地域が存在します。 

 

〇中山間地域の公共交通の課題 

・必ずしも一定の需要に満たない郊外・過疎地域からの流動を、幹線路線に流入さ

せる支線路線・エリア交通を確保します。 

・新たな交通システムやデジタル化も視野に入れ、多様な交通手段を組み合わせる

ことで、必要最低限の生活交通、及び地域の持つ資源（観光地等）へのアクセス

を確保します。 
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（４） 県央広域圏の公共交通の課題 

 

①生活スタイルに合っていない公共交通サービスと担い手不足の深刻化 

⚫ 普段から公共交通を利用する人は、転居先として鉄道・バスが利用しやすい

地域を希望する傾向があり、県外の若年層が群馬県に戻りたくない理由とし

て公共交通が不便なことが挙げられている現状があります。これを打破し、

生活の中心となる移動を支えることが出来る交通サービスを提供・維持して

いくことが求められます。 

 

②公共交通の負のスパイラル少子高齢化による需要低迷、採算性の悪化によ

る路線の縮小・廃止、サービス水準の低下（定時性や利便性の低さ） 

⚫ 少子化の影響により、将来は鉄道利用割合の多くを占める通学利用も大きく

減少する見込みであり、利用の不足による公共交通のサービス水準の低下、

さらなる利用者の減少の負のスパイラルの進展が懸念されます。こういった

状況から脱却するため、限られた公共交通のリソースを最大限に活用した、

メリハリのある公共交通サービスの提供が求められます。 

 

③主要観光地間の周遊性の低さ 

⚫ 県内各地に多彩な観光資源を有していながら、主要観光地への滞在は 1 箇所

のみが多くなっています。特に公共交通の維持が困難となっている中山間地

等ではこれらの観光資源を活かし、人を呼び込むことが出来る公共交通手段

を提供することで、公共交通を維持しながら来訪者に選ばれるエリアとなる

ことで活力を維持することが求められます。 
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 まちづくりと連携した公共交通のあるべき姿の実現に向けて 

（１） 拠点＋公共交通ネットワーク（軸）の設定 

１） まちづくり関連計画の整理 

市町村による立地適正化計画※等のまちづくり計画との整合を図った群馬県交

通まちづくり戦略を策定するため、計画をリストアップし、整理します。 

 

表 3- 17 対象とした計画 

市町村 根拠資料 

県央広域圏 都市計画区域マスタープラン 

前橋市 前橋市都市計画マスタープラン 2020 

前橋市立地適正化計画※ 

高崎市 高崎市都市計画マスタープラン 

高崎市立地適正化計画※ 

伊勢崎市 伊勢崎市都市計画マスタープラン 

伊勢崎市立地適正化計画※ 

渋川市 渋川市都市計画マスタープラン 

渋川市立地適正化計画※ 

藤岡市 藤岡氏都市計画マスタープラン 

藤岡市立地適正化計画※ 

富岡市 富岡市都市計画マスタープラン 

富岡市立地適正化計画※ 

吉岡町 吉岡町計画マスタープラン 

吉岡町立地適正化計画※ 

安中市 安中市都市計画マスタープラン 

榛東村 榛東村都市計画マスタープラン 

下仁田町 下仁田町都市計画マスタープラン 

玉村町 玉村町都市計画マスタープラン 

※甘楽町、神流町、南牧村、上野村は、まちづくり計

画での拠点の位置づけはありません。 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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図 3- 20 まちづくり計画等における拠点設定状況 
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２） 拠点の設定 

都市計画区域マスタープラン、市町村による立地適正化計画※等のまちづくり

計画や人流データ等を踏まえて設定した拠点は以下のとおりです。 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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表 3- 18 拠点一覧（１） 
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表 3- 19 拠点一覧（２） 
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表 3- 20 拠点一覧（３） 
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表 3- 21 拠点一覧（４） 
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表 3- 22 拠点一覧（５） 
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表 3- 23 拠点一覧（６） 
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表 3- 24 拠点一覧（７） 
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表 3- 25 拠点一覧（８） 
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図 3- 21 拠点の位置  
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３） 幹線ネットワーク 

20 年後を展望すると、多くの市町村が人口 10 万人を下回り、既存の都市機能

の維持が困難になることが想定されますが、人口減少社会にあっても、持続的か

つ快適に住み続けるためには、デジタル技術を活用した都市的サービスの補完

(DX)を前提とした都市経営・まちづくりが必要になってくると想定されます。 

そのためには、市町村界に拘らない人の行動範囲に着目した広域生活圏を形成

し、デジタル技術（遠隔医療・テレワーク等）を活用しつつも、デジタル技術で

は担えない必要な都市機能を享受するためには、広域生活圏の各拠点への都市機

能の集約化とアクセスの確保を図ることが必要と考えられます。 

これまで、人流データから広域生活圏相互の結びつき(図 3-22)を把握しました

が、人口減少が顕著となる 20年後においても、この広域生活圏相互の結びつきと

広域生活圏のなかでも核となる都市へのアクセスを確保することは重要となりま

す。 

 

 

図 3- 22 広域生活圏同士の結びつき（2040 年人口） 

 

なお、上記の考え方などに基づき設定した幹線設定図は、図 3-23 のとおりにな

ります。また、図 3-23に示した幹線ネットワークを将来にわたって確保・維持するた

めには、地域公共交通確保維持改善事業を適宜活用（地域間幹線系統と適切に連携）

することにより、広域的な幹線ネットワークの確保・維持が図られ、公共交通の利便性

向上が期待されます。 
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【幹線ネットワーク設定のポイント】（再掲） 

① 前橋・高崎を核とした、放射状のネットワークを構築 

（高次の都市機能を有する高崎・前橋へのアクセスは将来的にも重要） 

② 移動需要を踏まえて、先に設定した拠点を効率的にカバーできる路線を
選定 

③ 市町村の中心的機能を有する市町村役場（一部支所を含む）を結ぶ路線を
選定 

④ 県外からの需要の多い観光地への路線を選定 

 

 
 

図 3- 23 幹線設定図 
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（２） サービス水準の明示 

 

サービス水準は、データに基づき厳選された、交通の「幹」となる広域幹線に

対して、確保すべきサービス水準を今後検討の上、設定します。 

サービス水準は、利用者にとって利便性が高く、事業者にとっても採算性で劣

ることがない、いわば現実的な運行頻度の明示を想定します。 

 

表 3- 26 運行サービス目標値 

  運行頻度
（現状） 

運行頻度
(短期：
５年程
度) 

幹線の特性 具体例 

基幹幹線   

・広域生活圏相互間を連絡

し、一定の信頼性をもち、

高いサービス水準で結ぶ県

の基幹交通軸となる公共交

通路線 

・広域鉄道 

主要幹線  

 

・主要拠点間を連絡するな

ど、広域生活圏内の幹とな

る公共交通路線 

・広域生活圏内の需要を集約

し、一定水準の移動サービ

スを確保すべき路線 

・自治体中心部や著名な観光

地を結び、県民生活や来訪

者の広域的な交流を中心的

に支える路線 

・地域鉄道 

・広域幹線バス 

補助幹線 
（市街地）   ・主要幹線を補完し、主要拠

点と地域拠点を連絡する公

共交通路線 

・主要幹線には満たないが、

県民生活を支える上で重要

な公共交通路線 

・交通結節点への連絡路線 

・主要路線バス 
補助幹線 
（中山間
地） 

  

地域内交通 地域でデザイン 
・幹線を補完し、地域内の移

動や地域交通拠点までの移

動を支える多様な交通手段 

・路線バス 

・コミュニティ

バス 

・デマンド交通※

等 

 

  

運行収支、利

用者数、需要

予測を総合的

に勘案し、設

定する 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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３.２ 東毛広域圏 

 人口動向等 

（１） 人口推移 

今後総人口は減少し令和 27

年には平成 27 年の 79％と予測

されています。高齢者人口は微

増となるため、高齢化率が平成

27 年の約 27％から令和 27年に

は約 37％になると予測されて

います。 

 

図 3- 24人口推移 

データ：国立社会保障・人口問題研究所 

（２） 人口密度 

これまでの公共交通補助政策を前提とすると、人口密度を指標とした場合に適

用する交通手段は、一般路線バスが 2,500 人/km2 以上、コミュニティバスが 500

人/km2 以上 2,500 人/km2 未満、小型車両や区域運行が 500 人/km2 未満程度と言わ

れています。館林市、大泉町、太田市、桐生市、みどり市の市街地部では路線形

態が可能なレベルの人口密度となっています。桐生市・みどり市の中山間地は路

線形態でのサービスが難しい人口密度の低い地域が広がっています。鉄道では、

わたらせ渓谷鐵道の大間々以北は人口密度が低い地域を通っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 25人口密度 

データ：平成 27年国勢調査  
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実績値 ⇔ 推計値
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（３） 高齢化の状況 

 

人口の多い地区が高齢者人口も多い傾向がみられます。桐生市北部では、人口

の少ない割に高齢者人口多いの地域がみられます。 

 

 

 

図 3- 26 500ｍメッシュ高齢者人口 

データ：平成 27年国勢調査 
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 施設立地 

 

医療機関と教育機関について立地状況を整理しました。医療機関、教育機関と

も、太田市、館林市、桐生市中心部の周辺で、鉄道駅の比較的近くに多く立地し

ていますが、鉄道駅から離れて立地している場合もあります。 

 

 

 

図 3- 27 主要施設位置 

出典：高校・大学は各校ホームページより抽出、病院は 100 床以上の病院を各病院ホ

ームページより抽出  
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 公共交通ネットワークの現状 

（１） 鉄道・路線バス 

⚫ 鉄道は、ＪＲ両毛線(足利～桐生～伊勢崎)、東武伊勢崎線(羽生～館林～足利

市～太田～伊勢崎)、東武日光線(新古河～板倉東洋大前～栃木)、東武佐野線

(館林～佐野)、東武小泉線(太田～東小泉、西小泉～東小泉～館林)、東武桐

生線(太田～新桐生～赤城)、上毛電気鉄道(西桐生～赤城～粕川)、わたらせ

渓谷鐵道（桐生～大間々～間藤）が通っています。民間路線バスはほとんど

運行されておらず、行政運営の路線バス及びデマンド交通※が運行されていま

す。 

⚫ 館林都市圏は鉄道網が充実しており、それを補完する行政運営の路線バスが

館林駅中心に多く運行されていますが運行本数が少ない状況です。 

⚫ 大泉町は町営バス、民間路線バスが各1路線で交通空白地域があります。（高

齢者等限定デマンド交通※が補完） 

⚫ 太田市は鉄道、民間路線バス、市営の路線バス（有料と無料）で市内をカバ

ーしていますが、北部地域は交通空白地域があり太田駅へ自動車で直接アク

セスする移動が多くみられます。 

⚫ みどり市は鉄道、市内デマンド交通※が運行されています。 

⚫ 桐生市は、市街地部が鉄道、路線バスでカバーされています。新里地区は上

毛電鉄、デマンド交通※が運行しています。黒保根地区はわたらせ渓谷鐵道が

あり、デマンド交通※、自家用有償旅客運送も運行しています。 

 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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図 3- 28 公共交通路線網 
※ みどり市のデマンド交通※はミーティングポイント型※で乗降場所が限定されている。 

※ 大泉町では利用者を高齢者・障害者・妊娠中の人に限定したデマンド交通※が運行している。（非表示） 

※ 太田市では利用者を高齢者・障害者に限定したデマンド交通※が運行している。（非表示） 

※ 明和町の乗合タクシーのチョイソコめいわは無料で実験実施中である。（非表示） 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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１） 鉄道 

⚫ 東武伊勢崎線（太田駅以南）及び東武日光線は 100本/日（上下線合計）以上

運行されており、日中時間帯にも 1 時間 2 本以上が運行されています。わた

らせ渓谷鐵道を除くその他の路線については運行本数が概ね 50～100 本/日

（上下線合計）であり、日中時間帯にも 1時間 1～2本（上下線合計）が運行

されています。わたらせ渓谷鐵道については桐生駅～大間々駅間は 36 本/日

（上下線合計、日中時間帯は概ね 1 時間 1 本程度）が運行されていますが、

大間々駅～足尾駅間は 22本/日と運行本数が少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 29 鉄道運行本数 

データ：ＪＲ時刻表（株式会社交通新聞社）、NAVITIME（東武鉄道時刻表）、

上毛電気鉄道サイト時刻表、たらせ渓谷鐵道サイト時刻表  
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２） 路線バス 

⚫ バスの運行本数（平日）は、民間事業者が運行する太田駅～イオンモール太

田間、太田駅～熊谷駅間については、運行本数が 60 本/日以上であり、日中

時間帯でも 2 本/時以上が運行されています。桐生市おりひめバスの梅田線・

川内線・広沢線、太田市営無料バスの西バス系統・東バス系統、館林都市圏

広域公共路線バスの館林・板倉線については、運行本数が 20 本/日以上であ

りますが、その他の路線の運行本数は少なくなっています 

 

 

 

図 3- 30 バス運行本数（平日）  
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（２） その他の輸送手段（福祉輸送、スクールバス等） 
各市町で運行されているその他の輸送手段は以下のとおりです。 

 

表 3- 27 その他輸送手段等（桐生市） 

 

※他、福祉有償運送（13 事業者）、スクールバス（4 校） 
 
 

表 3- 28 その他輸送手段等（太田市） 

 
※他、福祉有償運送（12 事業者）、スクールバス（12 校） 

  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和
元年度

5,301千円/
年
年度または
期間：令和
元年度

939千円/年

年度または
期間：令和
元年度

4,147人/年

年度または
期間：令和
元年度

1,585回/年

年度または
期間：H30
年9月、H30
年11月、令
和1年9月の
計3回

33人/3回
（12人/13人
/8人）

桐生市社
協、(社福)

徳昌会

買い物ツアー(試
行事業)

重伝建コー
ス、動物園・
遊園地コー

ス

⑧その他
（グリーン
スローモビ

リティ）

桐生市
低速電動コミュニ
ティバス「MAYU」

①セダン
車両

②ワゴン
車両

月～金
（祝日・年
末年始を

除く）

・運賃100円/km
・迎え料金30円

/km､待機料金200
円/15分､付添料金

250円/15分

町内在住で、身体
の状況、バス停・

駅までの距離等の
理由で公共交通機
関を利用できない

方（登録制）

黒保根町

③自家用
有償旅客
運送（交
通空白地
有償運

送）

桐生市敬老パスポート券

－－
15回分：3,000円
7回分：1,500円

70歳以上

新里町、黒
保根町（沼
田屋タク
シー）

⑦運賃補
助（バス）

桐生市デマンド回数券

特定非営利
活動法人グ
ループ28

②ワゴン
車両

H30年9
月、H30年
11月、令
和1年9月
の計3回

無料

公共交通空白地
有償運送

川内地区在住の方川内地区
④ボラン

ティア運送

②ワゴン
車両※低
速電動バ

ス

土日（祝
日除く）

無料制限なし

－－

1か月：500円、3か
月：1,460円、6か

月：2,850円
割引率(通勤定期

比)91.6%

70歳以上
市内全域
（桐生朝日
自動車）

⑦運賃補
助（バス）

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和
元年度

31,647人/
年

年度または
期間：令和
元年度

100件程度/
月

年度または
期間：

人/年

太田市社協、(社
福)圓会

月2回無料今後決定
④ボラン

ティア運送

買い物支援
※今後実施

予定

・70歳以上の人
・70歳未満で身体
障害者手帳や精神
障害者保健福祉手
帳、療育手帳の保

有者
・その他特別の理
由により市長が認

めた人

地区内200円地区
外300円

②ワゴン
車両

月～金
（祝日・年
末年始を

除く）

デイサービス利用
者（施設への通所
日以外にも利用可

能）

太田デイトレ
センターより
半径5キロ圏

内

無料（期間限定）
②ワゴン

車両

月～土
（年末年
始を除く）

市内全域
①デマンド

交通
太田市おうかがい市バス

⑤施設送
迎バスへ
の混乗

株式会社エ
ムダブルエ

ス日高
福祉Mover
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表 3- 29 その他輸送手段等（館林市） 

 

※他、福祉有償運送（2 事業者） 
 

表 3- 30 その他輸送手段等（みどり市） 

 
※他、福祉有償運送（2 事業者）、スクールバス（3 校） 

  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和
元年度

95人/年（1
か月）297人
/年（3か月）

年度または
期間：令和
元年度

1,263千円/
年

年度または
期間：令和
元年度

19,011千円
/年

年度または
期間：令和
元年10月31
日～令和2
年2月20日

13名/16回

赤羽地区（3
つに分類）：
基本は毎週
木曜日（利
用者の意向

で対応）
三野谷地区
(予定)：第2・

第4火曜

②ワゴン
車

買い物支援
事業※現在

休止中

館林市社
協、(社福)

全仁会、(社
福)光生会、
(社福)ポプラ

会

④ボラン
ティア運送

赤羽地
区、三野

谷地区(予
定)

70歳以上の
一人暮らし高
齢者、高齢者
二人世帯、市
社協支部長
が認めた者

（要介護1～5
は除く）

無料

⑥運賃補
助（タク
シー）

市内全域 70歳以上
500円×24枚
（通院限定）

－ －

⑦運賃補
助（バス）

市内全域

70歳以上で
運転免許非
保有かつ同
一世帯に運

転できる人が
いないかた

6か月定期
（3,000円）

－ －

⑦運賃補
助（バス）

市内全域
（つゝじ観
光バス、
館林観光

バス）

70歳以上

1か月：500円、3
か月：1,500円、
6か月：3,000円
※6か月はR2.8
から販売開始

－ －
シニアパス
（公共路線

バス）

館林市外四
町、つゝじ観
光バス、館
林観光バス

高齢者無料
定期券交付

事業
館林市

高齢者通院
等タクシー助

成事業
館林市

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和
元年度

5,495千円/
年

年度または
期間：令和
元年度

1,585回/年
※桐生市黒
保根町との
合計

①セダン
車両

②ワゴン
車両

町内在住で、身体
の状況、バス停・

駅までの距離等の
理由で公共交通機
関を利用できない

方（登録制）

東町地区

③自家用
有償旅客
運送（交
通空白地
有償運

送）

特定非営利
活動法人グ
ループ28

公共交通空白地
有償運送

・運賃100円/km・
迎え料金30円

/km､待機料金200
円/15分､付添料金

250円/15分

月～金
（祝日・年
末年始を

除く）

⑥運賃補
助（タク
シー）

高齢者福祉タク
シー料金助成事

業
みどり市 市内全域

市内に居住する65
歳以上の者で、①
要支援又は要介護
認定を受けている
②自動車を所有し
ていない③所得税
非課税世帯の全て

に該当するもの

利用券1枚あたり
600円、年間最大

48枚交付
毎日

①セダン
車両

②ワゴン
車両
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表 3- 31 その他輸送手段等（板倉町） 

 

※他、スクールバス（2 校） 
 

表 3- 32 その他輸送手段等（明和町） 

 

 

表 3- 33 その他輸送手段等（千代田町） 

  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和
元年度

1,372千円/
年

年度または
期間：令和3
年度

平均300人/
月

－

板倉町コミュニ
ティバス

板倉町

⑧その他
（自治体
無償住民

輸送）

町内＋館林
市

無料町民
②ワゴン

車両

月～金
（年末年
始を除く）

福祉タクシー利用
券1枚500円×48

枚または24枚

・障害者手帳・療育
手帳をお持ちの

方・70歳以上の高
齢者のみの世帯・
母子、父子家庭世
帯・運転免許証を
自主返納された方

（70歳以上）

⑥運賃補
助（タク
シー）

福祉タクシー支援
事業

板倉町 －

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

期間：
H31.4.1～
R2.3.31

2,174千円/
年

年度または
期間：
2020.4～
2021.7
約2,600人/
年
年度または
期間：
2020.10～
2021.7

1,370人/年

チョイソコめいわ
（実証実験）

無料
月～金
（年末年
始を除く）

月～金
（祝日・年
末年始を

除く）

5,000円／月また
は回数券500円／
枚 （令和3年3月31
日まで期間限定無

料運行）

明和町社会
福祉協議会

楽ラクシー（実証
実験）

会員制：登録無料
小学生以上の町民

町内＋館林
市

会員制：登録無料
小学生以上の町民

①セダン
車両

運賃のうち基本料
金を補助、1世帯に

つき年間36枚

①デマンド
交通

①デマンド
交通

町内全域
明和町社会
福祉協議会

②ワゴン
車両

②ワゴン
車両

・70歳以上の者の
みで構成する世

帯・70歳以上の者
と65歳以上の者で
構成する世帯（四
輪自動車を所有し
ていない世帯）・ひ
とり親家庭、生活
保護受給者等

⑥運賃補
助（タク
シー）

明和町
福祉タクシー利用

料金助成事業
－

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和2
年度

119千円/年
7名利用

年度または
期間：R2年
11～3月

23人/年

－－

町内全域
④ボラン

ティア運送
千代田町社
会福祉法人

お買い物バスツ
アー

②ワゴン
車両

月5回程
度程（月・

金）
無料

� ・町内在住の概ね
75歳以上のひとり
暮らし又は高齢者
のみ世帯の方・� 運
転免許証を返納し
た方や車をお持ち
でない方・� 自身で
ワゴン車に乗降で
き、買い物や支払
い、袋詰め等がで

きる方

⑦運賃補
助（バス）

千代田町
福祉公共交通利

用料補助金

自家用車が無く外
出困難な方（75歳
以上の単身・二人
世帯、障害者手帳
をお持ちの方、妊

産婦）

補助金額：公共交
通機関利用代金の
３分の１（年間限度

24,000円）
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表 3- 34 その他輸送手段等（大泉町） 

 
 

表 3- 35 その他輸送手段等（邑楽町） 

 

 

  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度：令和
元年度、令
和2年度

4,130人/年
（R1）
4,049人/年
（R2）

月～金曜
日（祝日・
年末年始
を除く）

②ワゴン
車両

大泉町内の移動：
300円、大泉町外
の移動：500円、中
学生以下：100円、
未就学児：無料※
身体障害者手帳、
療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳
の交付を受けてい
る人は半額※付添
者は割引適用外

登録制：町内在住
の65歳以上※付添

者（12歳以上の
人）同乗可、妊娠
中の方、対象者同
伴の未就学児、町

長が認める者

町内全域
①デマンド

交通
大泉町

高齢者等デマンド
交通「ほほえみ」

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和2
年度

7,472千円/
年

⑥運賃補
助（タク
シー）

邑楽町
福祉タクシー推進

事業
－－1枚400円×48枚

障害者手帳、療育
手帳をお持ちの

方、満70歳以上の
１人暮らし世帯、

いずれも満70歳以
上の2人暮らし世

帯、 満70歳以上の
日中1人暮らし又は
いずれも満70歳以
上の日中2人暮らし
世帯で、かつ、月2
回以上の通院が継
続的に認められる
方、運転免許証を
自主返納した方
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 人流の実態 

（１） 公共交通利用者数 

１） 鉄道利用者数の推移 

⚫ 鉄道利用者数の推移は、東武鉄道が横ばい、ＪＲ両毛線及び上毛電気鉄道が

微減、わたらせ渓谷鐵道の減少が著しくＨ27 年からＲ1 年の 4 年間で 18％の

減少傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 3- 31 鉄道利用者数の推移 

２） 鉄道駅乗降者数 

鉄道駅乗降者数は、太田駅、館林駅、桐生駅が多くなっています。 

 

 

図 3- 32鉄道駅乗降者数 

※無人駅を除く 

データ：国土数値情報（2019 年）  
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３） 鉄道駅端末交通手段 

⚫ 本圏域内の乗降客数上位３つ（太田駅、館林駅、桐生駅）と乗換駅（東小泉

駅、相老駅、赤城駅）の端末交通手段（アクセス交通）は次図のとおりです。

全ての駅で徒歩もしくは自転車が半数以上を占めており、公共交通が占める

割合は低くなっています。 

⚫ 相老駅、赤城駅では、自動車（≒P＆R※及び送迎）の分担率が３０％以上と高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 33駅端末交通手段構成比 

 

４） 路線バス利用者数の推移 

⚫ 市町村運営の公共交通（バス、乗合タクシー等）の利用者数は、Ｈ29 年度か

らＲ1年度まではほぼ横ばいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 34市町村運営公共交通利用者数推移 
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※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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５） 新型コロナウイルスの影響 

⚫ 新型コロナウイルスによる鉄道（上毛電気鉄道とわたらせ渓谷鐵道の2路線）

利用者数への影響は、Ｒ2 年度 4 月には前年度比約 35％に減少し、6月になり

前年度比約 86％まで回復し、10 月には約 89%まで回復しましたが、11 月以降

は微減に転じています。 

⚫ 新型コロナウイルスによる市町村運営の公共交通（バス、乗合タクシー等）

の利用者数への影響は、Ｒ1 年度の 3 月からみられ、3 月は前年度比約 71％、

Ｒ2年度 4月には前年度比約 47％と急激に減少し、5月が前年度比約 43％と最

も落ち込みましたが、6月以降は回復し、9 月には前年度比約 79％に回復しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 3- 35 鉄道利用者数の変化      

 

 
 

図 3- 36 市町村運営の公共交通利用者の変化 
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（２） 目的別移動実態 

１） 通勤目的集中量 

通勤目的トリップは桐生市、みどり市、太田市、館林市の中心市街地メッシ

ュに集中しています。特に顕著なのが SUBARU 群馬製作所本工場周辺、太田市役

所周辺、桐生市役所・桐生厚生総合病院周辺です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 37 勤務目的集中量 

２） 通学目的集中量 

通学目的トリップは桐生市、太田市、館林市の学校周辺メッシュに集中して

います。特に顕著なのが、群馬大学理工学部・桐生工業高校周辺、太田市立薮

塚本町小学校・中学校周辺、桐生高校・桐生商業高校周辺、館林女子高校周辺

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 38 通学目的集中量  
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３） 買物目的集中量 
買物目的トリップは桐生市、みどり市、太田市、館林市、千代田町のショッ

ピングセンター周辺メッシュに集中しています。特に顕著なのが、イオンモー

ル太田周辺、ニコモール新田周辺、マーケットシティ桐生周辺です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 39 買物目的集中量 

４） 通院目的集中量 

通院目的トリップは桐生市、みどり市、太田市、館林市の大規模病院周辺メ

ッシュに集中しています。特に顕著なのが、桐生厚生総合病院周辺、太田記念

病院周辺、東邦病院周辺、公立館林厚生病院周辺です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 40 通院目的集中量  
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５） 観光目的集中量 
観光目的トリップは桐生市、みどり市、太田市の公園周辺に集中しています。

特に顕著なのが、大間々駅周辺、桐生が岡公園周辺、太田市運動公園周辺です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 41 観光目的集中量 
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（３） 「鉄道バスネットワーク」と「人の流動」との関係 

 

次の図は鉄道・バスネットワーク（区域運行は着色）に、東毛圏域内の人流

（鉄道を除く全代表交通、全目的）と鉄道駅端末（全手段、全目的）の人流を重

ね合わせたもので、そのから次のことが言えます。 

 

⚫ 本広域圏内では、みどり市と桐生市間の流動、太田市と足利市間の流動が多

くなっています。また、太田市内と大泉町間、桐生市から太田市間の流動が

多くなっています。本広域圏外との流動では、太田市から伊勢崎市、太田市

と足利市間、桐生市から前橋市間の流動が多くなっています。 

⚫ 館林市郊外と館林中心部間の流動、大泉町内の流動、太田市内での流動、桐

生市・みどり市郊外と桐生市・みどり市中心部の流動が多くなっています。 

⚫ 移動からみると、桐生市・みどり市、太田市・大泉町、館林市・周辺町の３

圏域に分かれ、太田市・大泉町は伊勢崎市、足利市との結びつきが強くなっ

ています。 

⚫ 館林都市圏はデマンド交通※ではなく路線バスでカバーしています。館林北部

から館林南部、館林北部から館林西部の移動が多く、直通ではなく館林駅を

経由するルートで連絡されています。 

⚫ 太田市・大泉町はデマンド交通※でカバーされていますが、太田市の北部は最

寄り鉄道駅への需要が少なくバス路線がサービスされていないため、直接、

太田駅へアクセスする需要が多くなっています。 

⚫ 桐生市・みどり市では、黒保根町内、新里町内及びみどり市内はデマンド交

通※でカバーされ、路線バスが運行されていません。そのゾーン間の移動需要

がみられます。 

⚫ 東毛広域圏外との結びつきは、代表交通手段でみると伊勢崎市及び前橋市と

の移動が多く、駅端末でみると足利市及び熊谷市との移動量が多くなってい

ます。  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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図 3- 42 代表交通手段と駅端末の流動 
※ 東毛広域圏外については、代表交通手段、鉄道駅端末交通手段とも市町村単位で集約 

※ みどり市のデマンド交通※はミーティングポイント型※で乗降場所が限定されている。 

※ 大泉町では利用者を高齢者・障害者・妊娠中の人に限定したデマンド交通※が運行している。（非表示） 

※ 太田市では利用者を高齢者・障害者に限定したデマンド交通※が運行している。（非表示） 

※ 明和町の乗合タクシーのチョイソコめいわは無料で実験実施中である。（非表示） 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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 まちづくり・交通の問題 

 

東毛広域圏の交通課題について、各市町村等のまちづくり・交通の問題点を整

理し、東毛広域圏の課題としてとりまとめます。 

整理に際しては、①都市部、②郊外部、➂中山間地、④広域圏全体に分けて整

理します。 

 

（１） 都市部の公共交通の問題・課題 

   都市部を抱える市町村の問題からは、以下の公共交通の課題が集約されます。 

 

表 3- 36 都市部の公共交通の問題 

市町村等 公共交通の問題 

桐生市・みどり市 ・桐生市では路線バスが配置されていますが、みどり市で

は路線バスがなく、デマンド交通※によるサービスとな

っており来街者の公共交通移動が困難となっています。 

・鉄道端末手段のバスの割合は、桐生駅で 0.8％と鉄道と

バスの乗換えが進んでいません。 

太田市 ・鉄道、バスとも中心部から放射状に配置されいています

が、運行本数の少ないバス路線があります。 

・太田駅北部にはバス路線が配置されていません。 

・鉄道端末手段のバスの割合は、太田駅で 5.5％と鉄道と

バスの乗換えが進んでいません。 

館林市 ・館林駅を中心とした鉄道網、バス網となっていますが、

運行本数の少ない路線があります。 

・鉄道端末手段のバスの割合は、館林駅で 4.0％と鉄道と

バスの乗換えが進んでいません。 

 

〇都市部の公共交通の課題 

・軸となる幹線バスの配置と利用しやすい運行サービス（運行本数）の提供 

・鉄道とバスの乗継ぎ利便性の向上 

 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 



 

-106- 

 

（２） 郊外部の公共交通の問題・課題 

 

郊外部を抱える市町村の問題からは、以下の公共交通の課題が集約されます。 

 

表 3- 37 郊外部の公共交通の問題 

市町村等 公共交通の問題 

桐生市・みどり市 ・みどり市（デマンド交通※）と桐生市（コミュニティバ

ス）の連携が十分ではありません。 

・みどり市ではデマンド交通※サービスとなっており、通

勤・通学、来街者への対応が困難となっています。 

太田市・大泉町 ・太田市北部に公共交通空白地域が広がっています。 

館林市・板倉町・

明和町・千代田

町・邑楽町 

・1 市 4 町が連携してコミュニティバスを運行しており、

コミュニティ交通※特有の問題である自市町村内運行と

はなっておらず、生活圏に合った路線となっています

が、運行本数の少ない路線がある。 

・一部地域で公共交通空白地域がみられる。 

 

〇郊外部の公共交通の課題 

・中心市と郊外を結ぶバス路線の配置と運行サービスの提供 

・市町村境界にとらわれない生活圏に合致したコミュニティバス路線の配置 

・公共交通空白地域の解消 

 

 

（３） 中山間地の公共交通の問題・課題 

 

中山間部を抱える市町村の問題からは、以下の公共交通の課題が集約されます。 

 

表 3- 38 中山間地の公共交通の問題 

市町村等 公共交通の問題 

桐生市・みどり市 ・みどり市、桐生市黒保根でデマンド交通※が運行され、

公共交通空白地有償運送が運行されていますが、通勤・

通学需要に対応できていません。 

・公共交通空白地域がみられます。 

 

〇中山間地の公共交通の課題 

・公共交通空白地域の解消 

・通勤、通学、来街者への対応 

 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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（４） 東毛広域圏の公共交通の問題・課題 

 

東毛広域圏の地域区分によらない公共交通の問題・課題は次のとおりです。 

 

①人口減少による公共交通利用者の自然減と公共交通サービスの低下 

⚫ 人口が現在約 55 万人ですが、令和 27 年には 21％減の 44 万人に減少すると

予測されています。現状のままでは公共交通利用圏の人口も比例し減少する

ことになります。現況と同様な公共交通利用形態・都市構造では、公共交通

利用者数が減少し、減便や撤退に繋がることが懸念されます。 

⚫ 鉄道は、ＪＲ両毛線、東武伊勢崎線、東武日光線、東武佐野線、東武小泉線、

東武桐生線、上毛電気鉄道及びわたらせ渓谷鐵道が運行されており、鉄道ネ

ットワークが充実しています。利用者数は東武線以では減少傾向にあり、特

にわたらせ渓谷鐵道の減少度合が大きく、運行本数も桐生～大間々間で片方

向 18 本／日と少なくなっています。現状のままでは、人口減少に比例し利

用者数が減少し、経営が悪化し運行サービス（運行本数、運行時間帯等）が

低下し、それがさらに利用者減少を招くことが懸念されます。 

⚫ バス利用者数（市町村運営）は横ばい傾向です。現状のままでは、人口減少

に比例しさらに利用者数が減少し、経営が悪化し運行サービス（運行本数、

運行時間帯等）が低下し、それがさらに利用者減少を招くことが懸念されま

す。 

 

②マイカー依存のライフスタイルの定着 

⚫ 代表交通手段分担率は、自動車が 78.8％、鉄道が 2.4％、バスが 0.2％とマ

イカー利用に偏っています。免許未保有者の交通手段割合は、公共交通

7.3％、自動車(同乗)35.9％と送迎等が多くなっています。様々な面で公共

交通の運行サービスが低いことから、自動車に頼るライフスタイルが定着し、

公共交通利用促進策を講じても公共交通への転換が進んでいません。 

 

③デマンド型交通ではカバーできない通学需要 

⚫ 免許未保有者の交通手段割合は、公共交通 7.3％、自動車(同乗)35.9％と送

迎等が多くなっています。人口密度の低い地域を効率的にサービスするデマ

ンド型乗合交通（区域運行）が導入された地域がありますが、通勤・通学需

要への対応が困難なことから、特に自動車を運転できない高校生以下では家

族送迎が多く、公共交通需要を失っていると考えられます。 

 

⑤ 福祉輸送・スクールバスとの連携 

⚫ 福祉輸有償旅客運送についてみると、桐生市、太田市、館林市、みどり市で

運行されています。スクールバスは、桐生市、太田市、みどり市、板倉町で

運行されています。地域独自の輸送手段では、桐生市、みどり市では公共交

通空白地有償運送。桐生市ではグリーンスローモビリティ※であるコミュニ

ティバス「MAYU」、大泉町では大泉町高齢者デマンド交通※「ほほえみ」、
※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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明和町では無料実験中のミーティングポイント型※デマンド乗合交通「チョ

イソコめいわ」及びサブスクリプション型サービス※の「楽ラクシー」が運

行されています。これらを路線バスと併せ統合等連携することで輸送資源を

有効活用が期待できます。 

 

 

⑤観光地への公共交通サービス（二次交通）が低い 

⚫ ＪＴＢ旅行実態調査（2017年）によると、宿泊旅行者における旅行先での交

通手段は、群馬県では、自家用車 52.0％、レンタカー8.4%、鉄道 12.6％、

路線バス 8.4％、観光・貸切バス 7.0％、観光客向け巡回バス 2.8%です。一

方、全国では、自家用車 36.4％、レンタカー13,7%、鉄道 28.6％、路線バス

12.7％、観光・貸切バス 7,4％、観光客向け巡回バス 4.5%です。「路線バス

＋鉄道」では、群馬県 21.0％、全国 41.3％で、群馬県は公共交通利用の割

合が全国に比して著しく低くなっています。 

 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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 まちづくりと連携した公共交通のあるべき姿の実現に向けて 

（１） 拠点＋公共交通ネットワーク（軸）の設定 

１） まちづくり関連計画の整理 

群馬県交通まちづくり戦略は、立地適正化計画※等のまちづくり計画と一体と

なり、都市構造を形成するものです。そこで次表のまちづくり計画に示されてい

る拠点を整理したものが次頁の図です。 

 

表 3- 39 対象とした計画 

市町村 根拠資料 

東毛広域圏 東毛広域都市計画圏 都市計画区域マスタープラン 

館林都市圏 館林都市圏広域立地適正化に関する基本方針 

桐生市 桐生市都市計画マスタープラン、桐生市コンパクトシティ計画

（立地適正化計画※） 

太田市 太田市都市計画マスタープラン、太田市立地適正化計画※ 

館林市 館林市都市計画マスタープラン、館林市立地適正化計画※ 

みどり市 みどり市都市計画マスタープラン 

板倉町 板倉町都市計画マスタープラン 

明和町 明和町都市計画マスタープラン、明和町立地適正化計画※ 

千代田町 千代田町都市計画マスタープラン、千代田町立地適正化計画※ 

大泉町 大泉町都市計画マスタープラン 

邑楽町 邑楽町都市計画マスタープラン、邑楽町立地適正化計画※ 

邑楽南地区地区計画 

 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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図 3- 43 まちづくり計画等における拠点設定状況 

  



 

-111- 

 

２） 拠点の設定 

 

都市計画区域マスタープラン、市町村による立地適正化計画※等のまちづくり

計画 や人流データ等を踏まえて設定した拠点は以下のとおりです。 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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表 3- 40 拠点一覧（１） 
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表 3- 41 拠点一覧（２） 
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表 3- 42 拠点一覧（３） 
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図 3- 44 拠点の位置  
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３） 幹線ネットワーク 

20 年後を展望すると、多くの市町村が人口 10 万人を下回り、既存の都市機能

の維持が困難になることが想定されますが、人口減少社会にあっても、持続的か

つ快適に住み続けるためには、デジタル技術を活用した都市的サービスの補完

(DX)を前提とした都市経営・まちづくりが必要になってくると想定されます。 

そのためには、市町村界に拘らない人の行動範囲に着目した広域生活圏を形成

し、デジタル技術（遠隔医療・テレワーク等）を活用しつつも、デジタル技術で

は担えない必要な都市機能を享受するためには、広域生活圏の各拠点への都市機

能の集約化とアクセスの確保を図ることが必要と考えられます。 

これまで、人流データから広域生活圏相互の結びつき(図 3-22)を把握しました

が、人口減少が顕著となる 20年後においても、この広域生活圏相互の結びつきと

広域生活圏のなかでも核となる都市へのアクセスを確保することは重要となりま

す。 

 

 

図 3- 45 広域生活圏同士の結びつき（2040 年人口） 

 

なお、上記の考え方などに基づき設定した幹線設定図は、図 3-45 のとおりにな

ります。また、図 3-45に示した幹線ネットワークを将来にわたって確保・維持するた

めには、地域公共交通確保維持改善事業を適宜活用（地域間幹線系統と適切に連携）

することにより、広域的な幹線ネットワークの確保・維持が図られ、公共交通の利便性

向上が期待されます。 
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【幹線ネットワーク設定のポイント】（再掲） 

① 前橋・高崎を核とした、放射状のネットワークを構築 

（高次の都市機能を有する高崎・前橋へのアクセスは将来的にも重要） 

② 移動需要を踏まえて、先に設定した拠点を効率的にカバーできる路線を
選定 

③ 市町村の中心的機能を有する市町村役場（一部支所を含む）を結ぶ路線を
選定 

④ 県外からの需要の多い観光地への路線を選定 

 

 
 

図 3- 46 幹線設定図 
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（２） サービス水準の明示 

 

サービス水準は、データに基づき厳選された、交通の「幹」となる広域幹線に

対して、確保すべきサービス水準を今後検討の上、設定します。 

サービス水準は、利用者にとって利便性が高く、事業者にとっても採算性で劣

ることがない、いわば現実的な運行頻度の明示を想定します。 

 

表 3- 43 運行サービス目標値 

区分 運行頻度
（現状） 

運行頻度
(短期：
５年程
度) 

幹線の特性 具体例 

基幹幹線   

・広域生活圏相互間を連絡

し、一定の信頼性をもち、

高いサービス水準で結ぶ県

の基幹交通軸となる公共交

通路線 

・広域鉄道 

主要幹線  

 

・主要拠点間を連絡するな

ど、広域生活圏内の幹とな

る公共交通路線 

・広域生活圏内の需要を集約

し、一定水準の移動サービ

スを確保すべき路線 

・自治体中心部や著名な観光

地を結び、県民生活や来訪

者の広域的な交流を中心的

に支える路線 

・地域鉄道 

・広域幹線バス 

補助幹線 
（市街地）   ・主要幹線を補完し、主要拠

点と地域拠点を連絡する公

共交通路線 

・主要幹線には満たないが、

県民生活を支える上で重要

な公共交通路線 

・交通結節点への連絡路線 

・主要路線バス 
補助幹線 
（中山間
地） 

  

地域内交通 地域でデザイン 
・幹線を補完し、地域内の移

動や地域交通拠点までの移

動を支える多様な交通手段 

・路線バス 

・コミュニティ

バス 

・デマンド交通※

等 

 

  

運行収支、利

用者数、需要

予測を総合的

に勘案し、設

定する 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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３.３ 吾妻広域圏 

 人口動向等 

（１） 人口推移 

今後総人口は減少し令和

27年には平成 27年の 55％の

約3万人となり、高齢者人口

は微減となるため、高齢化

率が平成 27 年の約 35%から

令和 27 年には約 52％になる

と予測されています。 

図 3- 47人口推移 

データ：国立社会保障・人口問題研究所 

（２） 人口密度 

これまでの公共交通補助政策を前提とすると、人口密度を指標とした場合に適

用する交通手段は、一般路線バスが 2,500 人/km2 以上、コミュニティバスが 500

人/km2 以上 2,500 人/km2 未満、小型車両や区域運行が 500 人/km2 未満程度と言わ

れています。人口密度が 500 人/km2 以上の地域は非常に少なく、中之条町の中心

部である中之条駅周辺及び草津町中心部、それ以外は鉄道駅周辺や幹線道路沿い

に点在しているにすぎません。ほとんどの地域が人口密度 500 人/km2 以下の低人

口密度地域です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 48 人口密度（平成 27年国勢調査）  
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（３） 高齢化の状況 

 

人口の多い地区が高齢者人口も多い傾向がみられます。中之条町、東吾妻町、

長野原町及び嬬恋村では、人口の少ない割に高齢者人口多いの地域がみられます。 

 

 

 

図 3- 49 500ｍメッシュ高齢者人口 

データ：平成 27年国勢調査 
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 施設立地 

 

医療機関と教育機関について立地状況を整理しました。医療機関は鉄道駅から

離れた場所に多く立地しています。教育機関は鉄道駅周辺に多く立地しています。 

 

 

 

図 3- 50 各種施設位置 

出典：高校・大学は各校ホームページより抽出、病院は 100 床以上の病院を各病院ホ

ームページより抽出  
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 交通ネットワークの現状 

（１） 鉄道・路線バス 

⚫ 当広域圏域は今後最も急激な人口減と高齢化が進む。令和 27 年には圏域人口

が約 3 万人、高齢化率が約 5割になると予測されています。 

⚫ 鉄道はＪＲ吾妻線(渋川～中之条～長野原草津口～大前)が通っています。民

間路線バスは 7 路線が運行（関越交通、高山運輸倉庫、ＪＲバス関東、西武

観光バス、草軽交通）され、行政運営の路線バスが9路線運行されています。

鉄道と路線バスでカバーしているが、低人口密度の居住地での公共交通空白

地域がみられる。デマンド交通※は運行さていません。 

⚫ 当広域圏の中心は中之条町で、高山村、東吾妻町、長野原町と中之条町との

人流が多くなっています。草津町と嬬恋村は長野原町との人流が多くなって

います。鉄道では中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村が連絡されていま

す。バス路線は各町村とＪＲ吾妻線の駅を連絡しています。 

⚫ 高山村は、中之条町との人の動きが多く、バス路線も中之条町と連絡されて

います。ただし沼田方面とも連絡されています。 

⚫ 中之条町は、高山村、東吾妻町、長野原町と中之条町との人流が多く、鉄

道・バス路線で連絡されています。 

⚫ 東吾妻町は、中之条町との人の動きが多く、鉄道・バス路線で連絡されてい

ます。令和 3年より坂上地区でデマンド型交通が運行されました。 

⚫ 長野原町は、中之条町のみならず東吾妻町、草津町及び嬬恋村との人の動き

が多く、鉄道・バス路線で連絡されています。 

⚫ 草津町は長野原町との人の動きが多く、鉄道・バス路線で連絡されています。 

⚫ 嬬恋村も長野原町との人の動きが多く、鉄道・バス路線で連絡されています。 

 

 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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図 3- 51 公共交通路線網 
※ 中之条町では、青山・市城地区、伊参・赤坂・栃窪・横尾地区と町中心部を結ぶデマンドバスを運行し

ているが、路線バスの代替として旧路線沿線居住者かつ登録者限定である。（非表示） 

※ 長野原町では高齢者等に限定し、月に２回運行する外出支援バス・福祉バスを運行している。（非表

示） 

※ 嬬恋村では無料の福祉バスを運行している。（非表示） 
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１） 鉄道 
⚫ ＪＲ吾妻線の運行本数（平日）は区間により異なり、渋川駅～長野原草津口

駅間が 33本/日（上下線合計）、長野原草津口駅～万座・鹿沢口駅間が 21本

/日（上下線合計）、万座・鹿沢口駅～大前駅間が 9 本/日（上下線合計）で

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3- 52 鉄道運行本数 

２） 路線バス 

⚫ バスの運行本数（平日）は、ジェイアールバス関東が運行する長野原草津口

～草津温泉間については運行本数が 20 本/日以上ですが、他の路線の運行本

数は少なくなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 3- 53 バス運行本数（平日）  
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（２） その他の輸送手段（福祉輸送、スクールバス等） 
各市町村で運行されているその他の輸送手段は以下のとおりです。 

 

表 3- 44 その他輸送手段等（東吾妻町） 

 

※他、スクールバス（2 校） 
 

表 3- 45 その他輸送手段等（中之条町） 

 
※他、スクールバス 11 路線（休日部活動用 7 路線） 

  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和3
年1月～3月

155,500円

年度または
期間：令和
元年度

44日運行
268人/年

無料
登録料 年1,000円

東吾妻町社
会福祉協議

会
福祉バス

⑧その他
※旅行会
社に運転
を委託して

いる

東地区に在住する
おおむね65歳以上

の方
東地区内

③ワゴン
車両

火・木（2
ルート週1
往復ずつ）

水仙ちゃんバスフ
リーパス券

東吾妻町
⑦運賃補
助（バス）

坂上地区
（ローズク

イーン交通、
関越交通）

制限なし

販売価格半年間
30,000円（最大利
用可能額157,600

円）など

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和
元年度

8,992人/年

年度または
期間：

人/年

年度または
期間：令和
元年度

294人/年
2.5人/日

年度または
期間：令和
元年度

1,161人/年

①セダン
車両

平日
1区間（片道）400
円、距離不問、年
度登録料2,000円

⑧その他中之条町
中之条町医療機
関等外出タクシー

「なかのん号」

②ワゴン
車両

各コース
平日週2
～3回

６５歳以上・各種障
害手帳等所有者・
生活保護世帯・そ
の他、社会福祉協
議会長が認めた方

六合地区

③自家用
有償旅客
運送（交
通空白地
有償運

送）

中之条町社
会福祉協議

会

公共交通空白地
有償運送事業「や

まどり」

300円（原町赤十
字病院までは500

円）小学生・障がい
者 半額 月～土

（祝日・年
末年始を

除く）

③バス車
両

無料

・運転免許証を返
納した方・条件に

該当する運転免許
証を持たない方

条件：65歳以上、
身体障害者手帳・
療育手帳・精神保
健福祉手帳を持っ

ている方

四万線、沢
渡線、名久

田線

デマンドバス 中之条町 ③自家用
有償旅客
運送（交
通空白地
有償運

送）

①デマンド
交通

青山・市城
地区、伊参・
赤坂・栃窪・
横尾地区

登録制：地域住民
及び地域に通勤通

学している者

登録制：地域住民
及び地域に通勤通

学している者

登録料：年間1000
円（65歳以上・障
害者・高校生以下

無料）
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表 3- 46 その他輸送手段等（長野原町） 

 
※他、スクールバス（2 校） 
 

表 3- 47 その他輸送手段等（草津町） 

 
※他、介護タクシー（13 事業者） 
 

表 3- 48 その他輸送手段等（嬬恋村） 

 

※他、福祉有償運送（3 事業者）、スクールバス（4 事業者） 

  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和
元年度

280人/年

年度または
期間：令和
元年度

244人/年

福祉バス

外出支援バス

火～金
（地区ごと
に毎月4回

程度）

火～金
（地区ごと
に毎月4回

程度）

利用人数
により①セ
ダン車両
か②ワゴ
ン車両を

使用

利用人数
により①セ
ダン車両
か②ワゴ
ン車両を

使用

町内全域

町内全域

①デマンド
交通

①デマンド
交通

長野原町

長野原町

無料

無料

65歳以上の方・心
身に障害をお持ち
の方・その他、利
用が適当と認めら

れる方

65歳以上の方・心
身に障害をお持ち
の方・自動車運転
免許を返納した方・
その他、利用が適
当と認められる方

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和2
年6月～令
和3年3月

70人/10ヶ
月※R1は未
実施

草津町社会
福祉協議会

買い物支援バス

①セダン
車両

②ワゴン
車両

月2回無料

70歳以上の一人暮
らし、75歳以上の
二人暮らし、買い
物にお困りの方

町内全域
④ボラン

ティア運送

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和
元年度
4,944千円/
年
年度または
期間：令和
元年度

2,313人/年

年度または
期間：令和
元年度

140千円/年

①セダン
車両
②ワゴン
車両

年度または
期間：

例年約100
人/年

－－

－ －

月1～2回
（基本第
1、3木曜

日）※ただ
し、今月は
盆前にす
るなどニー
ズに柔軟
に対応

③バス車
両

月～土
（祝日除

く）

65歳以上の方、障
害者手帳をお持ち

の方

65歳以上の方、障
害者手帳をお持ち

の方

70歳以上一人暮ら
しの方、75歳以上
二人暮らしの方、
および買い物困難
者の方、ただし、村
内居住者に限る
（別荘などの所有

者は不可）

①65歳以上の方の
みの世帯で運転出
来る方がいない方
②75歳以上の方で
①に該当しない方

助成券（1冊1,000
円×50枚）を5,000

円で購入

無料

①半額助成（上限
4,000円）②1/3助
成（上限3,000円）

無料

④ボラン
ティア運送
※社協の
職員が運

転

⑥運賃補
助（タク
シー）

⑧その他

⑥運賃補
助（タク
シー）

村内全域

村内全域

村内全域

村内全域買い物支援バス

高齢者福祉タク
シー

嬬恋村福祉バス

おでかけタクシー
助成事業

嬬恋村

嬬恋村

嬬恋村

嬬恋村社協
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表 3- 49 その他輸送手段等（高山村） 

 

※他、自家用有償旅客運送（3 両）、スクールバス（2 校） 

 

 

  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和
元年度

【購入額】
60千円/年
【販売額】
14千円/年

年度または
期間：令和
元年度

【購入額】
300千円/年
【販売額】
180千円/年

年度または
期間：令和
元年度

4,459人/年

高山村ふれあい
福祉車

高山村 ⑧その他
③バス車

両
月～土無料村民全体村内全域

－ －
販売価格2,000円
（利用可能額4,350

円）など

高山村
村内全域
（高山運輸

倉庫）
65歳以上 － －

販売価格2,000円
（利用可能額4,500

円）

65歳以上
村内全域

（関越交通）
高山村

敬老バスカード
（尾瀬カード）

⑦運賃補
助（バス）

⑦運賃補
助（バス）

老人特殊回数券
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 人流の実態 

（１） 公共交通利用者 

１） 鉄道利用者の推移 

⚫ 鉄道利用者（ＪＲ吾妻線）はほぼ横ばいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 54 鉄道利用者の推移 

 

２） 鉄道駅乗降者数 

鉄道駅乗降者数は、中之条駅、長野原草津口駅が多くなっています。 

 

 
 

図 3- 55 鉄道駅乗降者数 

※無人駅を除く 

データ：国土数値情報（2019 年）  
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３） 鉄道駅端末交通手段 
⚫ 本圏域内の有人駅（中之条駅、川原湯温泉駅、長野原草津口駅）と群馬原町

駅、万座・鹿沢口駅の端末交通手段（アクセス交通）は次図のとおりです。 

⚫ 川原湯温泉駅では自家用バス・貸切バスが約 5割を占めています。 

⚫ 中之条駅、長野原草津口駅では、自動車（＝P&R※及び送迎）の割合が半数以

上を占めています。 

⚫ 群馬原町駅では、徒歩が約 6割を占めています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3- 56 駅端末交通手段構成比 

 

４） 路線バス利用者数の推移 
⚫ 市町村運営の公共交通（バス、乗合タクシー等）の利用者数は、Ｈ29 年度か

らＲ1年度まではほぼ横ばいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 57 市町村運営公共交通利用者 

  

93 97 96 

0
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100
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H29年度 H30年度 R1年度

千人 市町村運営の公共交通利用者数推移（吾妻広域圏）

※東吾妻町乗合バス、中之条町電話予約バス（デマン
ドバス）、長野原町外出支援バス、福祉バス、嬬恋

村福祉バスを除く。 
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11.5%

52.4%

20.0%
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中之条

（n=575トリップ）

川原湯温泉

（n=21トリップ）

長野原草津口

（n=114トリップ）

群馬原町
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万座・鹿沢口
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徒歩 自転車 バイク 自動車 タクシー 自家用バス
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路線バス その他 不明

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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５） 新型コロナウイルスの影響 
⚫ 新型コロナウイルスによる市町村運営の公共交通（バス、乗合タクシー等）

の利用者への影響は、Ｒ2 年度 4 月には前年度比約 52％と急激に減少し、5 月

が前年度比約 46％と最も落ち込みましたが、6月以降回復し、9月には前年度

比約 78％に回復しました。 

 

 
 

図 3- 58 公共交通利用者数の変化 

 

※東吾妻町乗合バス、中之条町電話予約バス（デマンドバス）、長野原町外出支援バ

ス、福祉バス、嬬恋村福祉バスを除く。 
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（２） 目的別移動実態 

１） 通勤目的集中量 

通勤目的集中量は草津町、中之条町、東吾妻町に集中しています。特に顕著な

のが、草津温泉、原町赤十字病院、中之条町役場です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 59 勤務目的集中量 

 

２） 通学目的集中量 

通学目的集中量は中之条町、東吾妻町、草津町に集中しています。特に顕著な

のが吾妻特別支援学校、東吾妻町立原町小学校、草津町立草津中学校です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 60 通学目的集中量  
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３） 買物目的集中量 

買物目的集中量は東吾妻町、中之条町に集中しています。特に顕著なのが、ベ

イシア吾妻店、中之条ショッピングプラザです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 61 買物目的集中量 

 

４） 通院目的集中量 

通院目的集中量は東吾妻町、中之条町、長野原町に集中しています。特に顕著

なのが、原町赤十字病院、田島病院、長生病院です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 62 通院目的集中量 
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５） 観光目的集中量 

観光目的集中量は草津町、長野原町に集中しています。特に顕著なのが、草津

温泉、道の駅八ッ場ふるさと館、天狗の湯です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 63 観光目的集中量  
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（３） 「鉄道バスネットワーク」と「人の流動」との関係 

 

次の図は鉄道・バスネットワーク（区域運行は着色）に、吾妻圏域内の人流

（鉄道を除く全代表交通、全目的）と鉄道駅端末（全手段、全目的）の人流を重

ね合わせたものです。 

 

⚫ 本広域圏内では、中之条町と東吾妻町間の流動が多い。本広域圏外との流動

では、中之条町と渋川市間、東吾妻町と渋川市間の流動が多くなっています。 

⚫ 中之条町と東吾妻町間の流動が多くなっています。 

⚫ 当広域圏の中心は中之条町で、高山村、東吾妻町、長野原町と中之条町との

人流が多くなっています。 

⚫ 高山村は、中之条町との人の動きが多くなっています。ただし沼田方面との

人の動きもあります。 

⚫ 中之条町は、高山村、東吾妻町、長野原町と中之条町との人流が多くなって

います。 

⚫ 東吾妻町は、中之条町との人の動きが多くなっています。 

⚫ 長野原町は、中之条町のみならす東吾妻町、草津町及び嬬恋村との人の動き

が多くなっています。 

⚫ 草津町は長野原町との人の動きが多くなっています。 

⚫ 嬬恋村も長野原町との人の動きが多くなっています。 

⚫ 吾妻広域圏外との結びつきは、代表交通手段では渋川市、高崎市及び沼田市

との移動がみられます。駅端末手段での顕著な移動はみられません。 
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図 3- 64 代表交通手段と駅端末の動き 
※ 代表交通手段、鉄道駅端末交通手段とも市町村単位で集約 

※ 中之条町では、青山・市城地区、伊参・赤坂・栃窪・横尾地区と町中心部を結ぶデマンドバスを運行して 

いるが、路線バスの代替として旧路線沿線居住者かつ登録者限定である。（非表示） 

※ 長野原町では高齢者等に限定し、月に２回運行する外出支援バス・福祉バスを運行している。（非表示） 

※ 嬬恋村では無料の福祉バスを運行している。（非表示） 

  



 

-136- 

 

 まちづくり・交通の問題 

 

吾妻広域圏の交通課題について、各市町村等のまちづくり・交通の問題点を整

理し吾妻広域圏の課題としてとりまとめます。 

整理に際しては、①都市部、②郊外部・中山間地、③広域圏全体に分けて整理

します。 

 

（１） 都市部の公共交通の問題・課題 

都市部を抱える市町村の問題からは、以下の公共交通の課題が集約されます。 

 

表 3- 50 都市部の公共交通の問題 

市町村等 公共交通の問題 

中之条町 ・隣接町村と連絡するバスが運行されていますが、運行本

数が少なくなっています。 

・鉄道とバスの乗換がほとんどありません。 

 

〇都市部の公共交通の課題 

・軸となる幹線バスの配置と利用しやすい運行サービス（運行本数）の提供 

・鉄道とバスの乗継ぎ利便性の向上 

 

（２） 郊外部・中山間地の公共交通の問題・課題 

郊外部・中山間部を抱える市町村の問題からは、以下の公共交通の課題が集約

されます。 

表 3- 51 郊外部・中山間地の公共交通の問題 

市町村等 公共交通の問題 

中之条町 ・公共交通空白地域があります。 

・中之条～四万温泉以外のバスは運行本数が少なくなって

います。 

東吾妻町 ・公共交通空白地域があります。 

・バスは運行本数が少なくなっています。 

長野原町 ・公共交通空白地域があります。 

・ＪＲ吾妻線の長野原草津口以西の運行本数が 11 本と少

なくなっています。 

草津町 ・公共交通空白地域があります。 

嬬恋村 ・公共交通空白地域があります。 

・バスは運行本数が少なくなっています。 

・ＪＲ吾妻線の運行本数が 5本と少なくなっています。 

高山村 ・公共交通空白地域があります。 

・バスは運行本数が少なくなっています。 

 

 

〇郊外部・中山間地の公共交通の課題 

・公共交通空白地域の解消 

・利用しやすいバス運行サービスの提供 



 

-137- 

 

（３） 吾妻広域圏の公共交通の問題・課題 

 

吾妻広域圏の地域区分によらない公共交通の問題・課題は次のとおりです。 

 

①人口減少による公共交通利用者の自然減と公共交通サービスの低下 

⚫ 人口が現在 5.2 万人ですが、令和 27 年には 45％減の 3.1 万人まで減少する

と予測されています。現状のままでは公共交通利用圏の人口も比例し減少し

ます。現況と同様な公共交通利用形態・都市構造では、公共交通利用者数が

減少し、減便や撤退に繋がることが懸念されます。 
⚫ 鉄道はＪＲ吾妻線が運行されています。利用者数は長らく減少していたが近

年横ばいです。ＪＲ吾妻線の運行本数（片方向）は、渋川～長野原草津口で

16 本／日、長野原草津口～万座鹿沢口で 10 本、万座鹿沢口以西では５本／

日と少なくなっています。現状のままでは、人口減少に比例し利用者数が減

少し、経営が悪化し運行サービス（運行本数、運行時間帯等）が低下し、そ

れがさらに利用者減少を招くことが懸念されます。 

⚫ バス路線は各町村とＪＲ吾妻線の駅を連絡しています。高山村では中之条町、

沼田市との路線があります。中之条町は、高山村、東吾妻町とのバス路線が

あります。東吾妻町は中之条町とのバス路線があります。長野原町は東吾妻

町、草津町とのバス路線があります。嬬恋村は草津とのバス路線あります。

草津町は長野原町、嬬恋村とのバス路線があります。嬬恋村は草津とのバス

路線があります。バスの運行本数は長野原草津口駅～草津温泉のバス路線は

20本／日以上ですが、それ以外は運行本数が少なくなっています。バス利用

者数（市町村運営）は横ばい傾向にあります。現状のままでは、人口減少に

比例しさらに利用者数が減少し、経営が悪化し運行サービス（運行本数、運

行時間帯等）が低下し、それがさらに利用者減少を招くことが懸念されます。 

 

②マイカー依存のライフスタイルの定着 
⚫ 代表交通手段分担率は、自動車が 85.0％、鉄道が 1.4％、バスが 0.3％。免

許未保有者の交通手段割合は、公共交通 7.7％、自動車(同乗)49.4％と送迎

等が多くなっています。様々な面で公共交通の運行サービスが低いことから、

自動車に頼るライフスタイルが定着し、公共交通利用促進策を講じても公共

交通への転換が進んでいません。 

 

③福祉輸送・スクールバスとの連携 

⚫ 福祉有償旅客運送が嬬恋村、福祉バスが東吾妻町、長野原町、嬬恋村高山村、

介護タクシーが草津町で福祉バスが運行されています。スクールバスは、東

吾妻町、中之条町、長野原町、嬬恋村、高山村で運行されています。ボラン

ティア輸送では草津町で買い物支援バスが運行されています。地域独自の輸

送手段では、外出支援バスが長野原町、自家用有償旅客運送が中之条町と高

山村、デマンドバスが中之条町、買物支援バスが草津町と嬬恋村で運行され

ています。これらを路線バスと併せ統合等連携することで輸送資源の有効活

用が期待できます。 

 

④観光地への公共交通サービス（二次交通）が低い 

⚫ ＪＴＢ旅行実態調査（2017年）によると、宿泊旅行者における旅行先での交
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通手段は、群馬県では、自家用車 52.0％、レンタカー8.4%、鉄道 12.6％、

路線バス 8.4％、観光・貸切バス 7.0％、観光客向け巡回バス 2.8%です。一

方、全国では、自家用車 36.4％、レンタカー13,7%、鉄道 28.6％、路線バス

12.7％、観光・貸切バス 7,4％、観光客向け巡回バス 4.5%です。「路線バス

＋鉄道」では、群馬県 21.0％、全国 41.3％で、群馬県は公共交通利用の割

合が全国に比して著しく低くなっています。 

 

  



 

-139- 

 

 まちづくりと連携した公共交通のあるべき姿の実現に向けて 

（１） 拠点＋公共交通ネットワーク（軸）の設定 

１） まちづくり関連計画の整理 
群馬県交通まちづくり戦略は、立地適正化計画※等のまちづくり計画と一体と

なり、都市構造を形成するものある。そこで次表のまちづくり計画に示されてい

る拠点を整理したものが次頁の図表です 

 

表 3- 52 対象とした計画 

市町村 根拠資料 

吾妻広域圏 吾妻広域都市計画圏 都市計画区域マスタープラン 

東吾妻町 東吾妻町都市計画マスタープラン 

中之条町 中之条町総合計画第 6次構想中之条町まちづくりビジョン 

長野原町 長野原町都市計画マスタープラン 

草津町 （人口ビジョン・総合戦略） 

嬬恋村 第 6次嬬恋村総合計画 

高山村 （第 6次高山村総合計画） 

※カッコ書きは個別拠点の記載がない 

 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 



 

-140- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 65 まちづくり計画等における拠点設定状況  
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２） 拠点の設定 

 

都市計画区域マスタープラン、市町村による立地適正化計画※等のまちづくり

計画 や人流データ等を踏まえて設定した拠点は以下のとおりです。 

 

表 3- 53 拠点一覧 

 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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図 3- 66 拠点の位置 
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３） 幹線ネットワーク 

20 年後を展望すると、多くの市町村が人口 10 万人を下回り、既存の都市機能

の維持が困難になることが想定されますが、人口減少社会にあっても、持続的か

つ快適に住み続けるためには、デジタル技術を活用した都市的サービスの補完

(DX)を前提とした都市経営・まちづくりが必要になってくると想定されます。 

そのためには、市町村界に拘らない人の行動範囲に着目した広域生活圏を形成

し、デジタル技術（遠隔医療・テレワーク等）を活用しつつも、デジタル技術で

は担えない必要な都市機能を享受するためには、広域生活圏の各拠点への都市機

能の集約化とアクセスの確保を図ることが必要と考えられます。 

これまで、人流データから広域生活圏相互の結びつき(図 3-22)を把握しました

が、人口減少が顕著となる 20年後においても、この広域生活圏相互の結びつきと

広域生活圏のなかでも核となる都市へのアクセスを確保することは重要となりま

す。 

 

 

図 3- 67 広域生活圏同士の結びつき（2040 年人口） 

 

なお、上記の考え方などに基づき設定した幹線設定図は、図 3-67 のとおりにな

ります。また、図 3-67に示した幹線ネットワークを将来にわたって確保・維持するた

めには、地域公共交通確保維持改善事業を適宜活用（地域間幹線系統と適切に連携）

することにより、広域的な幹線ネットワークの確保・維持が図られ、公共交通の利便性

向上が期待されます。 
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【幹線ネットワーク設定のポイント】（再掲） 

① 前橋・高崎を核とした、放射状のネットワークを構築 

（高次の都市機能を有する高崎・前橋へのアクセスは将来的にも重要） 

② 移動需要を踏まえて、先に設定した拠点を効率的にカバーできる路線を
選定 

③ 市町村の中心的機能を有する市町村役場（一部支所を含む）を結ぶ路線を
選定 

④ 県外からの需要の多い観光地への路線を選定 
 

 
 

図 3- 68 幹線設定図 
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（２） サービス水準の明示 

 

サービス水準は、データに基づき厳選された、交通の「幹」となる広域幹線に

対して、確保すべきサービス水準を今後検討の上、設定します。 

サービス水準は、利用者にとって利便性が高く、事業者にとっても採算性で劣

ることがない、いわば現実的な運行頻度の明示を想定します。 

 

表 3- 54 運行サービス目標値 

区分 運行頻度
（現状） 

運行頻度
(短期：
５年程
度) 

幹線の特性 具体例 

基幹幹線   

・広域生活圏相互間を連絡

し、一定の信頼性をもち、

高いサービス水準で結ぶ県

の基幹交通軸となる公共交

通路線 

・広域鉄道 

主要幹線  

 

・主要拠点間を連絡するな

ど、広域生活圏内の幹とな

る公共交通路線 

・広域生活圏内の需要を集約

し、一定水準の移動サービ

スを確保すべき路線 

・自治体中心部や著名な観光

地を結び、県民生活や来訪

者の広域的な交流を中心的

に支える路線 

・地域鉄道 

・広域幹線バス 

補助幹線 
（市街地）   ・主要幹線を補完し、主要拠

点と地域拠点を連絡する公

共交通路線 

・主要幹線には満たないが、

県民生活を支える上で重要

な公共交通路線 

・交通結節点への連絡路線 

・主要路線バス 
補助幹線 
（中山間
地） 

  

地域内交通 地域でデザイン 
・幹線を補完し、地域内の移

動や地域交通拠点までの移

動を支える多様な交通手段 

・路線バス 

・コミュニティ

バス 

・デマンド交通
※等 

 

  

運行収支、利

用者数、需要

予測を総合的

に勘案し、設

定する 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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３.４ 利根・沼田広域圏 

 人口動向等 

（１） 人口推移 

今後総人口は減少し令和 27

年には平成 27年の 60％の約 5

万人、高齢者人口は微減とな

るため、高齢化率が平成 27年

の約 32％から令和 27 年には

約 47％になると予測されてい

ます。 

図 3- 69 人口推移 

データ：国立社会保障・人口問題研究所 

（２） 人口密度 

これまでの公共交通補助政策を前提とすると、人口密度を指標とした場合に適

用する交通手段は、一般路線バスが 2,500 人/km2 以上、コミュニティバスが 500

人/km2 以上 2,500 人/km2 未満、小型車両や区域運行が 500 人/km2 未満程度と言わ

れています。沼田市の市街地部では人口密度が 500 人/km2 以上ですが、それ以外

の地域では人口密度が 500 人/km2 以下で、このままでは公共交通の維持が難しい

状態です。郊外及び中山間地では道路沿線に居住しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 70 人口密度 

データ：平成 27年国勢調査  
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（３） 高齢化の状況 

 

人口の多い地区が高齢者人口も多い傾向がみられます。みなかみ町、片品村、

川場村及び沼田市は、人口の少ない割に高齢者人口の多い地域がみられます。 

 

 

図 3- 71 500ｍメッシュ高齢者人口 

データ：平成 27年国勢調査  
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 施設立地 

 

医療機関と教育機関について立地状況を整理しました。医療機関、教育機関と

も、鉄道駅周辺に多く立地していますが、鉄道駅から離れた地域での立地もみら

れます。 

 

 

図 3- 72 各種施設位置 

出典：高校・大学は各校ホームページより抽出、病院は 100 床以上の病院を各病院ホ

ームページより抽出 

  



 

-149- 

 

 公共交通ネットワークの現状 

（１） 鉄道・路線バス 

⚫ 当広域圏域は今後急激な人口減と高齢化が進むと予測されています。令和 27

年には圏域人口が 5万人、高齢化率が約 5割となると予測されています。 

⚫ 鉄道はＪＲ上越新幹線とＪＲ上越線(渋川～沼田～越後湯沢)が通っています。

民間路線バスは 5 路線が運行（関越交通）され、行政運営の路線バスが 15 路

線運行されています。鉄道と路線バスでカバーし、低人口密度の居住地が谷

筋の道路沿線のためデマンド交通※は運行されていません。 

⚫ 当広域圏の中心は沼田市です。人動きは各町村から沼田市への流動が多くな

っています。鉄道で沼田市、昭和村、みなかみ町が連絡されています。昭和

村、川場村、片品村及びみなかみ町と沼田市を連絡するバス路線が運行して

います。沼田市街地では、バスが 16 路線運行され、大半のバス路線が市街地

の拠点と沼田駅を循環し郊外部及び周辺町村と連絡する経路となっています。 

⚫ 昭和村はバスが３路線運行され、いずれも沼田市と連絡しています。 

⚫ 川場村はバスが沼田市と連絡する 1 路線運行しています。 

⚫ 片品村はバスが 3路線運行され、うち 1路線が沼田市と連絡しています。 

⚫ みなかみ町はバスが３路線運行され、うち１路線が沼田市と連絡しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 73 公共交通路線網  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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１） 鉄道 
⚫ ＪＲ上越線の運行本数（平日）は区間により異なり、水上駅以南が38本/日、

水上駅以北が 7本/日です。 
 

表 3- 55 鉄道運行本数（平日）※2021年 3月時点 
区間 新潟方面 東京方面 合計 

水上駅以北 7 7 14 
水上駅以南 19 19 38 

出典：ＪＲ時刻表（株式会社交通新聞社） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3- 74 公共交通路線網 
出典：ＪＲ時刻表（株式会社交通新聞社） 
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２） 路線バス 
⚫ バスの運行本数（平日）は、関越交通が運行する鎌田線、猿ヶ京線、水上線

については運行本数が 20 本/日以上ですが、他の路線の運行本数は少なくな

っています。 
 

 
 

図 3- 75 バス運行本数（平日） 
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（２） その他の輸送手段（福祉輸送。スクールバス等） 
各市町村で運行されているその他の輸送手段は以下のとおりです。 

 

表 3- 56 その他交通手段等（沼田市） 

 

※他、福祉有償運送（8 事業者）、スクールバス（5 校） 
 

表 3- 57 その他交通手段等（片品村） 

 

※他、スクールバス（5 校） 

 

表 3- 58 その他交通手段等（川場村） 

 

※他、福祉有償運送（1 事業者） 

  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和
元年度
購入支出：
9,645千円/
年
販売収入：
6,430千円/
年

期間：
R2.10.19～
R3.6.30

13人/5回

敬老バスカード
（尾瀬カード）

薄根・川田・白沢地
区にお住まいの方
で、車両への乗り
降りがご自分でで

きる方

薄根・川田・
白沢地区

②タクシー
の相乗り

沼田市、
NPO法人手
をつなごう

ささえあいタク
シー（県実証実

験）

⑦運賃補
助（バス）

販売価格2,000円
（利用可能額4,350

円）
65歳以上

市内全域
（関越交通）

－ －

①セダン
車両

毎日
500円※本格運行
では距離に応じた

割り勘

沼田市

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和
元年度

0千円/年

年度または
期間：令和
元年度

86千円/年

年度または
期間：令和
元年度

9,865千円/
年

村内全域
（関越交通）

村内全域
（関越交通）

片品村内路線バ
ス運賃補助

敬老バスカード
（尾瀬カード）

タクシー利用料金
補助（高齢交通弱

者救済事業）

片品村

片品村

片品村内のバス停
留所から尾瀬高等
学校前停留所まで
の運賃料金を補助

（無償）

販売価格2,000円
（利用可能額4,350

円）など

補助額： 利用料金
の半額

村民全体

65歳以上

タクシー以外の交
通機関を利用する
ことが困難な方で、
非課税世帯の方

片品村
⑥運賃補
助（タク
シー）

⑦運賃補
助（バス）

⑦運賃補
助（バス）

－ －

－ －

－ －

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和
元年度

246千円/年

期間：R2.1.6
～R2.2.28

200人

－ －

①セダン
車両

月～金
（祝日除

く）

川場村内お
よび沼田市
（利根町を除

く）

村内全域
（関越交通）

70歳以上

65歳以上

無料

販売価格2,000円
（利用可能額4,350

円）など

移動支援事業（モ
デル事業）（県実

証実験）

敬老バスカード
（尾瀬カード）

川場村、川
場村社会福
祉協議会

川場村

④ボラン
ティア運送

⑦運賃補
助（バス）
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表 3- 59 その他交通手段等（昭和村） 

 
※他、スクールバス（1 校） 

 

表 3- 60 その他交通手段等（みなかみ町） 

 
※他、スクールバス（11 校） 

 

  

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和
元年度

283千円/年

－ －
敬老バスカード
（尾瀬カード）

昭和村
⑦運賃補
助（バス）

村内全域
（関越交通）

65歳以上
販売価格1,700円
（利用可能額4,350

円）など

名称
実施主体・

委託者
導入内容 導入地区 対象者 料金 運行日 使用車両 利用実績

年度または
期間：令和
元年度
3,298千円/
年

年度または
期間：令和
元年度

4,815人/年

年度または
期間：令和
元年度

258人/年

移動支援事業(町
委託)

みなかみ町
社会福祉協

議会

�・みなかみ町に住
民票があり食料品
の買い物に困って
いる人・�一人でタク
シーに乗り降りでき
る人・原則65歳以

上

販売価格1,000円
（利用可能額4,350

円）など
－ －

500円（１日フリー
パス）未就学児無

料

③バス車
両

①セダン
車両

（人数に
よってタク
シー会社
で②ワゴ
ン車両）

月2回
（運行日

はあらかじ
め設定）

5月～11
月までの
土日・祝
日8月中
は毎日

150円/km※2,000
円を超えた額は社
協にて助成※R1～
R2は無料で実施

②タクシー
の相乗り

⑧その他

⑦運賃補
助（バス）

町内全域

ＪＲ水上駅～
谷川温泉～
道の駅水紀
行館～ふれ
あい交流館

町内全域
（関越交通）

みなかみ観光周
遊バス　わくわく

号

みなかみバス
カード

みなかみ町
観光協会・
関越交通

みなかみ町

制限なし

町民全体
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 人流の実態 

（１） 公共交通利用者数 

１） 鉄道利用者数の推移 

鉄道利用者の推移は、JR 上越新幹線は微減、JR 上越線はＨ27 年からＲ1 年の 4

年間で 14％の減少傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 76 鉄道利用者数の推移 

 

２） 鉄道駅乗降者数 

鉄道駅乗降者数は、沼田駅、上毛高原が多くなっています。 

 

 

図 3- 77 鉄道駅乗降者数 

※無人駅を除く 

データ：国土数値情報（2019 年）  
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３） 鉄道駅端末交通 
⚫ 本圏域内の有人駅（上毛高原駅、沼田駅、水上駅）と後閑駅の端末交通手段

（アクセス交通）は次の図のとおりです。 

⚫ 上毛高原駅と後閑駅では、自動車（≒P＆R※及び送迎）の分担率が５０％以上

と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3- 78 駅端末交通手段構成比 

 

４） 路線バス利用者数の推移 
⚫ 市町村運営の公共交通（バス、乗合タクシー等）の利用者数は、Ｈ29 年度か

らＲ1年度まではほぼ横ばいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 79 市町村運営公共交通利用者数推移 

 

 

  

31.2%

33.0%

36.5%

4.3%

2.0%

100.0%

37.0%

58.2%

12.5% 5.9%

2.6%

3.8%

3.4%

21.8%

5.4%

42.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

上毛高原

（n=266トリップ）

沼田

（n=1,760トリップ）

後閑

（n=789トリップ）

水上

（n=271トリップ）

徒歩 自転車 バイク 自動車 タクシー 自家用バス

貸し切りバス

路線バス その他 不明

88 83 
76 

0

20

40
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120

H29年度 H30年度 R1年度

千人 市町村運営の公共交通利用者数推移（利根沼田広域圏）

※川場村村営バスを除く。 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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５） 新型コロナウイルスの影響 
⚫ 新型コロナウイルスによる市町村運営の公共交通（バス、乗合タクシー等）

の利用者への影響は、Ｒ1 年度の 3 月からみられ、3 月は前年度比約 74％、

Ｒ2年度 4月、5月には前年度比約 37％と急激に減少し、6月になり前年度比

約 83％に回復し、9月には前年度比約 85%回復しました。 

 

 
 

図 3- 80 市町村運営の公共交通利用者の変化 
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（２） 目的別移動実態 

１） 通勤目的集中量 

通勤目的集中量は沼田市、片品村、みなかみ町に集中しています。特に顕著な

のが沼田病院、ベイシア沼田モール店、沼田女子高等学校、沼田脳神経外科医院

周辺です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 81 勤務目的集中量 

 

２） 通学目的集中量 

通学目的集中量は沼田市と片品村で集中しています。特に顕著なのが、沼田市

立沼田中学校、沼田高等学校、尾瀬高等学校、沼田市立白沢中学校です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 82 通学目的集中量  
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３） 買物目的集中量 

買物目的集中量は、沼田市、みなかみ町に集中しています。特に顕著なのが、

ベイシア沼田モール店、ベイシア月夜野店、ビバタウン沼田ショッピングセンタ

ーです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 83 買物目的集中量 

 

４） 通院目的集中量 

通院目的集中量は、沼田市に集中しています。特に顕著なのが、沼田脳神経外

科医院、利根中央病院、沼田病院です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 84 通院目的集中量 
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５） 観光目的集中量 

観光目的集中量は、沼田市、川場村に集中しています。特に顕著なのが、道の

駅川場田園プラザ、花の駅・片品花咲の湯、昭和 IC周辺です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 85 観光目的集中量  
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（３） 「鉄道バスネットワーク」と「人の流動」との関係 

次の図は鉄道・バスネットワーク（区域運行は着色）に、利根・沼田域内の人

流（鉄道を除く全代表交通、全目的）と鉄道駅端末（全手段、全目的）の人流を

重ね合わせたものです。 

 

⚫ 本広域圏内では、沼田市とみなかみ町間の流動、沼田市と昭和村間の流動が

多くなっています。本広域圏外との流動では、沼田市と前橋市間、沼田市と

渋川市間の流動が多くなっています。 

⚫ 沼田市周辺町村と沼田市間の流動、沼田市内で完結する流動が多くなってい

ます。 

⚫ 昭和村は、市街地部は沼田市へアクセスする路線バスがサービスされていま

す。人の流動をみると沼田市街地、鉄道駅への流動が多くなっています。 

⚫ 沼田市は当圏域の中心で、路線バスは沼田市街地と郊外部・隣接自治体を連

絡しています。人の流動も周辺と沼田市街地間の流動、沼田市街地と沼田駅

間の流動が多くなっています。 

⚫ 川場村は沼田市へアクセスする路線バスがサービスされています。人の流動

も沼田市市街地との流動が多くなっています。 

⚫ 片品村は沼田市までのバス路線もありますが、それ以外の路線も運行されて

います。人口が少なく一定量以上の流動を対象とすると目立った流動はみら

れません。 

⚫ みなかみ町は、南部地域の人の流動は沼田市に向いていますが、北部は町内

への移動が多くなっています。 

⚫ 利根・沼田広域圏外との結びつきは、代表交通手段では前橋市及びス渋川市

との移動量がみられます。駅端末手段での顕著な移動はみられません。 
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図 3- 86 代表交通手段と駅端末の流動 
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 まちづくり・交通の問題 

 

移動手段を確保するための課題を視点ごとに整理すると次のとおりです。 

利根・沼田広域圏の交通課題について、各市町村等のまちづくり・交通の問題

点を整理し、利根・沼田広域圏の課題としてとりまとめます。 

整理に際しては、①都市部、②郊外部・中山間地、③広域圏全体に分けて整理

します。 

 

（１） 都市部の公共交通の問題・課題 

都市部を抱える市町村の問題からは、以下の公共交通の課題が集約されます。 

 

表 3- 61 都市部の公共交通の問題 

市町村等 公共交通の問題 

沼田市 ・沼田市を中心としたバス網になっていますが、運行本数

の少ない路線があります。 

・バス路線が市外部で複雑な経路となっています。 

・沼田駅における鉄道端末交通手段のバスの割合は 3.8％

で鉄道とバスの乗り換えが進んでいません。 

 

〇都市部の公共交通の課題 

・軸となる幹線バスの配置とわかりやすい路線網の配置 

・利用しやすい運行サービス（運行本数）の提供 

・鉄道とバスの乗継ぎ利便性の向上 

 

（２） 郊外部・中山間地の公共交通の問題・課題 

 

郊外部・中山間部を抱える市町村の問題からは、以下の公共交通の課題が集約

されます。 

表 3- 62 郊外部の公共交通の問題 

市町村等 公共交通の問題 

沼田市 ・公共交通空白地域があります。 

片品村 ・公共交通空白地域があります。 

川場村 ・公共交通空白地域があります。 

・バスの運行本数が少なくなっています。 

昭和村 ・公共交通空白地域があります。 

・バスの運行本数が少なくなっています。 

みなかみ町 ・公共交通空白地域があります。 

・ＪＲ上越線の運行本数が水上駅以北で 8 本と少なくなっ

ています。 

 

 

〇郊外部・中山間地の公共交通の課題 

・公共交通空白地域の解消 

・利用しやすい運行サービス（運行本数）の提供 
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（３） 利根沼田広域圏の公共交通の問題・課題 

 

利根・沼田広域圏の地域区分によらない公共交通の問題・課題は次のとおりで

す。 

 

①人口減少による公共交通利用者の自然減と公共交通サービスの低下 

⚫ 人口が現在 7.8 万人ですが令和 27 年には 40％減の 5 万人まで減少すると予

測されています。現況と同様な公共交通利用形態・都市構造では、公共交通

利用者数が減少し、減便や撤退に繋がることが懸念されます。 

⚫ 鉄道はＪＲ上越新幹線とＪＲ上越線が通っています。ＪＲ上越線の利用者は

近年減少傾向にあります。ＪＲ上越線の利用者は近年減少傾向にあります。

ＪＲ上越線の運行本数（片方向）は、水上以北で７本／日、水上以南で 19

本／日と少なくなっています。現状のままでは、人口減少に比例し利用者数

が減少し、経営が悪化し運行サービス（運行本数、運行時間帯等）が低下し、

それがさらに利用者減少を招くことが懸念されます。 

⚫ 沼田市は、昭和村、川場村、片品村及びみなかみ町と連絡するバス路線が運

行しています。沼田市街地では、バスが 16 路線運行され、大半のバス路線

が市街地の拠点と沼田駅を循環し郊外部及び周辺町村と連絡する経路となっ

ています。昭和村はバスが３路線運行され、いずれも沼田市と連絡していま

す。川場村はバスが沼田市と連絡する 1 路線運行しています。片品村はバス

が 3 路線運行され、うち 1 路線が沼田市と連絡しています。みなかみ町はバ

スが３路線運行され、うち１路線が沼田市と連絡しています。バスの運行本

数（平日）は、関越交通が運行する鎌田線、猿ヶ京線、水上線については運

行本数が 20 本/日以上ですが、他の路線の運行本数は少なくなっています。

バス利用者数（市町村運営）は減少傾向にあります。現状のままでは、人口

減少に比例しさらに利用者数が減少し、経営が悪化し運行サービス（運行本

数、運行時間帯等）が低下し、それがさらに利用者減少を招くことが懸念さ

れます。 

 

②マイカー依存のライフスタイルの定着 
⚫ 代表交通手段分担率は、自動車が 84.5％、鉄道が 2.0％、バスが 0.2％。免

許未保有者の交通手段割合は、公共交通 8.1％、自動車(同乗)43.2％と送迎

等が多くなっています。様々な面で公共交通の運行サービスが低いことから、

自動車に頼るライフスタイルが定着し、公共交通利用促進策を講じても公共

交通への転換が進んでいません。 

 

③福祉輸送・スクールバスとの連携 
⚫ 福祉有償運送が沼田市、川場村で運行されています。スクールバスは、沼田

市、片品村、昭和町、みなかみ町で運行しています。これらを路線バスと併

せ統合等連携することで輸送資源を有効活用することが期待できます。 

 

④観光地への公共交通サービス（二次交通）が低い 

⚫ ＪＴＢ旅行実態調査（2017年）によると、宿泊旅行者における旅行先での交

通手段は、群馬県では、自家用車 52.0％、レンタカー8.4%、鉄道 12.6％、

路線バス 8.4％、観光・貸切バス 7.0％、観光客向け巡回バス 2.8%です。一
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方、全国では、自家用車 36.4％、レンタカー13,7%、鉄道 28.6％、路線バス

12.7％、観光・貸切バス 7,4％、観光客向け巡回バス 4.5%です。「路線バス

＋鉄道」では、群馬県 21.0％、全国 41.3％で、群馬県は公共交通利用の割

合が全国に比して著しく低くなっています。 
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 まちづくりと連携した公共交通のあるべき姿の実現に向けて 

（１） 拠点＋公共交通ネットワーク（軸）の設定 

１） まちづくり関連計画の整理 

群馬県交通まちづくり戦略は、立地適正化計画※等のまちづくり計画と一体と

なり、都市構造を形成するものある。そこで次表のまちづくり計画に示されてい

る拠点を整理したものが次頁の図です 

 

表 3- 63 対象とした計画 

市町村 根拠資料 

利根・沼田広域圏 利根・沼田広域都市計画圏 都市計画区域マスタープラン 

沼田市 沼田市都市計画マスタープラン 

片品村 （片品村総合計画） 

川場村 （川場村総合計画） 

昭和村 （昭和村総合計画） 

みなかみ町 みなかみ町都市計画マスタープラン 

※カッコ書きは個別拠点の記載がない 

 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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図 3- 87 まちづくり計画等における拠点設定状況  
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２） 拠点の設定 

 

都市計画区域マスタープラン、市町村による立地適正化計画※等のまちづくり

計画 や人流データ等を踏まえて設定した拠点は以下のとおりです。 

 

表 3- 64 拠点一覧 

  

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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図 3- 88 拠点の位置 
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３） 幹線ネットワーク 

20 年後を展望すると、多くの市町村が人口 10 万人を下回り、既存の都市機能

の維持が困難になることが想定されますが、人口減少社会にあっても、持続的か

つ快適に住み続けるためには、デジタル技術を活用した都市的サービスの補完

(DX)を前提とした都市経営・まちづくりが必要になってくると想定されます。 

そのためには、市町村界に拘らない人の行動範囲に着目した広域生活圏を形成

し、デジタル技術（遠隔医療・テレワーク等）を活用しつつも、デジタル技術で

は担えない必要な都市機能を享受するためには、広域生活圏の各拠点への都市機

能の集約化とアクセスの確保を図ることが必要と考えられます。 

これまで、人流データから広域生活圏相互の結びつき(図 3-22)を把握しました

が、人口減少が顕著となる 20年後においても、この広域生活圏相互の結びつきと

広域生活圏のなかでも核となる都市へのアクセスを確保することは重要となりま

す。 

 

 

図 3- 89 広域生活圏同士の結びつき（2040 年人口） 

 

なお、上記の考え方などに基づき設定した幹線設定図は、図 3-89 のとおりにな

ります。また、図 3-89に示した幹線ネットワークを将来にわたって確保・維持するた

めには、地域公共交通確保維持改善事業を適宜活用（地域間幹線系統と適切に連携）

することにより、広域的な幹線ネットワークの確保・維持が図られ、公共交通の利便性

向上が期待されます。 
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【幹線ネットワーク設定のポイント】（再掲） 

① 前橋・高崎を核とした、放射状のネットワークを構築 

（高次の都市機能を有する高崎・前橋へのアクセスは将来的にも重要） 

② 移動需要を踏まえて、先に設定した拠点を効率的にカバーできる路線を
選定 

③ 市町村の中心的機能を有する市町村役場（一部支所を含む）を結ぶ路線を
選定 

④ 県外からの需要の多い観光地への路線を選定 

 

 
 

図 3- 90 幹線設定図 
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（２） サービス水準の明示 

 

サービス水準は、データに基づき厳選された、交通の「幹」となる広域幹線に

対して、確保すべきサービス水準を今後検討の上、設定します。 

サービス水準は、利用者にとって利便性が高く、事業者にとっても採算性で劣

ることがない、いわば現実的な運行頻度の明示を想定します。 

 

表 3- 65 運行サービス目標値 

区分 運行頻度
（現状） 

運行頻度
(短期：
５年程
度) 

幹線の特性 具体例 

基幹幹線   

・広域生活圏相互間を連絡

し、一定の信頼性をもち、

高いサービス水準で結ぶ県

の基幹交通軸となる公共交

通路線 

・広域鉄道 

主要幹線  

 

・主要拠点間を連絡するな

ど、広域生活圏内の幹とな

る公共交通路線 

・広域生活圏内の需要を集約

し、一定水準の移動サービ

スを確保すべき路線 

・自治体中心部や著名な観光

地を結び、県民生活や来訪

者の広域的な交流を中心的

に支える路線 

・地域鉄道 

・広域幹線バス 

補助幹線 
（市街地）   ・主要幹線を補完し、主要拠

点と地域拠点を連絡する公

共交通路線 

・主要幹線には満たないが、

県民生活を支える上で重要

な公共交通路線 

・交通結節点への連絡路線 

・主要路線バス 
補助幹線 
（中山間
地） 

  

地域内交通 地域でデザイン 
・幹線を補完し、地域内の移

動や地域交通拠点までの移

動を支える多様な交通手段 

・路線バス 

・コミュニティ

バス 

・デマンド交通

等 

 

  

運行収支、利

用者数、需要

予測を総合的

に勘案し、設

定する 
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４. 施策・事業 

 

４.１ 計画目標１ ニューノーマル※にも対応した安全・快適で持続可能な公共交通サ

ービスの確保・維持 

 

施策 1 ぐんまらしい「快疎」な空間の形成と連携した多様な移動手段の確保・維

持 

施策 1―１ 快疎を実現する広域生活圏の形成 

概要  

人口減少を考慮し、「疎」である空間での生活を持続可能にす

るため、デジタルによる都市サービスの補完（ＤＸ※）と都市計

画や定住自立圏構想等による拠点の機能分担などを通じた、複数

市町村を跨ぐ広域的な生活圏（広域生活圏）の形成を目指しま

す。 

また、地域固有の価値や多様な暮らし方を創出するため、官民

共創によるワーケーション※や二地域居住※等の環境整備を推進

します。 

<主な事業> 
・デジタルによる都市サービスの補完（ＤＸ※）と都市計画や定

住自立圏構想等による拠点の機能分担などを通じた、複数市町
村を跨ぐ広域的な生活圏（広域生活圏）の形成【県・市町村】 

・官民共創によるワーケーション※や二地域居住※等の環境整備
【県・市町村・事業者】 
 

●群馬県における広域生活圏イメージ（2040 年） 

 
実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

     

留意点  

 

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 1―2 地域が自らデザインする持続可能で多様な移動手段の確保 

施策概要  

県では広域の地域公共交通計画※、市町村では単独ないし複数

市町村での地域公共交通計画※を策定し、計画策定だけでなくＰ

ＤＣＡ※サイクルに則り、実施事業の進行管理を行い、計画的に

移動手段を確保していく各種事業を推進していきます。 

 

<主な事業> 

・将来の都市構造を見据えた生活圏を相互に結ぶ広域公共交通

ネットワーク計画の策定【県】 

・市町村による地域公共交通計画※の策定【市町村】 

 

<参考> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●法改正による「地域が自らデザインする地域の交通」の要点 

出典：地域公共交通活性化再生法の改正について 2020 年 8月 

国土交通省総合政策局地域交通課 

 

実施主体 県、市町村 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

      

留意点 ・広域圏を対象とした地域公共交通計画※、市町村単独ないし複数

市町村を対象とした地域公共交通計画※で相互調整することが必

要です。 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 2 ニューノーマル※での旅客需要を踏まえた公共交通の確保・維持 

 

施策 2―1 持続可能な地域公共交通のあり方検討 

施策概要  

地域公共交通は、運賃収入だけでは運営が困難な状況です。 

事業者が貨客混載などの、副収入を活用しながら、収支改善

に努めることが重要です。 

国、県、市町村では交通事業への各種支援を行っています。

国では、地域公共交通確保維持改善事業、鉄道施設総合安全対

策事業費補助等、県では、ステーション整備、交通施設バリア

フリー化推進、中小私鉄等振興策、地方バス路線対策、市町村

乗合バス振興対策等の支援策を行っていますが、現行補助制度

等の支援策だけでは、地域公共交通の維持が困難な状況となっ

ています。 

フランスでは、交通税といわれる地方税が、交通事業の収入

の４割となっています。またエストニアやルクセンブルクで

は、地域公共交通の無料化が行われています。 

県では、県土を支えるインフラとして地域公共交通を維持し

ていくために、現状を抜本的に改善する、交通税などのような

新たな財源について検討を行っていきます。 

<主な事業> 

・新たな財源確保策の検討【県】 

・貨客混載、移動スーパーなどの副収入の検討・実施【事業者】 

<参考事例> 

●伊豆急行線の移動スーパー 

出典：静岡新聞（https://www.

at-s.com/news/article/

shizuoka/969681.html） 

 

 

 

●フランスの交通税の概要 

出典：地方分権時代にふさわ

しい地方税制のあり方

に関する調査研究会 

報告書 2021 年 3月 

一般社団法人 自治総

合センター 

実施主体 県、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点 ・欧米等の事例を研究するとともに、税務当局と連携して検討す

る必要があります。 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 3 災害や疫病など異常時にも安全・安心が確保された快適な公共交通の

実現 

 

施策 3―1 非接触決済システムの導入・普及 

施策概要  

群馬県では、交通系ＩＣカードが未導入の路線が残されてい

ます。未導入路線での導入を推進します。 

ＱＲコード決済の電子マネー※やクレジットカードでの支払い

など、交通系ＩＣカード以外の電子マネー※等での支払い等につ

いて調査・研究を行っていきます。 

遠隔型の非接触カード※、カードやスマートフォン等の媒体を

用いない方法（顔認証等）など、より利便性の高い方法につい

ても検討していきます。 

<主な事業> 

・多様化するキャッシュレス決済システムに対する継続的な調

査・研究【県】 

・未導入主要路線への交通系 ICカード等の導入【市町村・事業者】 

 

<事例（実証実験）> 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新交通ユーカリが丘線とバスの顔認証システム 

出典：山万株式会社、パナソニック株式会社 コネクティッ

ドソリューションズ社、ジョルダン株式会社 プレスリリース 

2021年 9月 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点 ・中小交通事業者への普及を進める方策を検討していく必要があ

ります。 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 3―2 公共交通の衛生対策、混雑緩和の促進 

施策概要  

新型コロナウイルス感染症拡大により、公共交通の衛生対策

や混雑緩和が重要になりました。 

県では公共交通事業者等感染症対策経費補助を行い、市町村

でも事業者への支援を行っています。今後とも、交通事業者の

衛生対策（車両や駅の感染防止対策）を支援するとともに、感

染症対策のＰＲ動画等の情報発信を進めいきます。 

車内のリアルタイム混雑情報を提供することで、ピーク時の

混雑緩和が期待できるため、車内混雑情報提供の検討を行って

いきます。 

テレワーク※スペースは鉄道駅やバス待合所などで整備されて

きています。テレワーク※車両の導入も新幹線でははじまりまし

た。今後は、地域公共交通においても、感染症対策により車内

空間の余裕が生じる時間帯等において、テレワーク※車両や車内

テレワーク※スペースの導入を検討していきます。 

<主な事業> 

・車両や駅等の施設への感染防止対策の実施【市町村・事業者】 

・テレワーク※車両・スペースの導入検討【県・市町村・事業者】 

<参考事例> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ＪＲ東日本のテレワーク※車両導入事例 

出典：ＪＲ東日本ホームページ 

（https://www.jreast.co.jp/shinkansen-office/） 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点 ・車内混雑情報提供は、交通事業者の負荷にならないように、低

廉な方法で情報収集、提供を実現することが重要です。 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 3―3 災害時のモビリティ確保に向けた取組の推進 

施策概要  

県内においても、近年、豪雨災害が激甚化してきており、災

害時のモビリティ確保が重要となっています。 

鉄道、バス、タクシーの各交通事業者がいわゆるＢＣＰ※（事

業継続計画）を策定することが望ましく、一方、行政では、県

と市町村が連携し、公共交通確保に係る防災計画を立案し、交

通事業者の協力による災害対応を実施していきます。 

その交通事業者の協力については、交通関係事業者と行政が

災害協定を締結するなどにより、官民連携の強化を進めていき

ます。 

<主な事業> 

災害時のモビリティ確保に向けた検討【県】 

 

<参考事例> 

遠州鉄道グループでは、南海トラフ地震に備え、社員全員に

「震災発生時個人行動マニュアル」をスマホ・携帯電話配信

し、予知情報および地震発生時の行動内容を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

●遠鉄グループの南海トラフ地震対策 

出典：遠州鉄道グループホームページ 

(https://www.entetsu.co.jp/company/profile/emergency.html) 

 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点 ・交通事業者等との連携だけではなく、拠点となる、駅前広場管

理運営者やバスターミナル運営者との連携も図る必要がありま

す。 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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４.２ 計画目標２ ＤＸ※・新技術導入による公共交通サービスの効率化・高度化 

 

施策 4 ＤＸ※の推進による公共交通サービスの効率化・高度化 

 

施策 4－1 都市ＯＳによる都市データのオープン化と利活用検討 

概要  

都市には、防災や交通、エネルギー、観光、健康など、様々

なデータがあり、それぞれの分野で個別に情報が蓄積され、加

工・提供が行われています。これらのデータを誰もが自由に活

用し、複合的なサービスを行うことの必要性が高まっていま

す。都市ＯＳとは、様々な情報・データの蓄積・流通を共通し

た仕組みでオープン化しようとするもので、都市情報のプラッ

トフォーム※です。 

したがって、データ共通プラットフォーム※の構築を検討し、

データオープン化の仕組みづくりによるデータの蓄積と利活用

の検討を推進していきます。 

<主な事業> 

・データ共通プラットフォーム※の構築検討【県・市町村】 

・データオープン化の仕組みづくりによるデータの蓄積と利活

用の検討【県・市町村・事業者】 

＜参考：都市ＯＳのイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：NEC 技報／Vol.71 No.1／データを活用した持続可能な都市

経営特集 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

     

留意点  

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 4－2 MaaS※の導入・普及 

概要  

AI※活用によるデマンド運行の効率化や自動運転技術、MaaS※

等の新たな技術を活用した公共交通サービスの高度化が進んで

います。一方、群馬県においては、これらの適切な導入に向け

た検討が十分ではない状況にあります。 

県民及び来訪者にとって公共交通をより使いやすいものとす

るため、国内外における MaaS※の事例研究を進め、市町村、交通

事業者、民間事業者といった関係主体との連携協議・調整や実

証実験の支援等を通じて、群馬県の地域特性・交通環境に対応

した MaaS※として、交通・観光情報の提供、地域の交通情報を組

み込んだ公共交通情報システムの運用、多様な交通情報の集

約・発信手法等を検討します。 

＜主な事業＞ 

・MaaS※の普及促進【県】 

・MaaS※の導入検討【市町村・事業者】 

・MaaS※環境の構築【市町村・事業者】 

＜参考：MaaS※のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

留意点  

  

 
システム構築・実装 

（モデル都市） 

 
他都市展開 

（エリア拡大） 

 民間主導へ 

（民間投資） 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 4－3 EBPM※（証拠に基づく政策立案）による地域公共交通網の再

編・効率化 

概要  

将来的な少子化の進展やコロナ禍による移動需要減少の影響

により、県内の公共交通の運営環境はますます厳しくなってい

くことが想定されます。 

市町村をまたぐ広域的な移動需要を支える基幹公共交通軸

（広域的な鉄道・バス路線網）のより効率的な運行計画や路線

再編を支援するため、市町村や交通事業者とも連携し、パーソ

ントリップ調査※データ、人流ビッグデータ、乗降データ、運行

情報などを活用した EBPM※による手法の検討を行い、具体的な計

画・再編案の策定を進めていきます。 

＜主な事業＞ 

・効率的な運行計画の構築に向けた人流ビッグデータや乗降デ

ータ等の活用方法の検討【県・市町村】 

・検討の基礎となる運行情報の収集【市町村】 

・検討の基礎となる乗降データの提供【事業者】 

＜公共交通網再編のイメージ＞ 

 
出典：改正地域公共交通活性化再生法の制度と運用について（国土

交通省神戸運輸管理部） 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点  

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 4－4 公共交通オープンデータ※の活用による公共交通サービスの

高度化 

概要  

公共交通機関における運行情報等のオープンデータ※化は、利

用者へのリアルタイムの運行状況や経路検索情報の提供等、情

報提供の充実につながり、一層の利用者利便の向上への貢献が

期待されます。 

このため、バスロケーションシステム※の継続的な運用を進め

ながら、運行情報等のオープンデータ※化による事業者間での情

報共有のための、GTFS※データ入力研修会や活用方法の発信等の

技術開発の支援、オープンデータ※を活用したスマートフォンア

プリによる情報提供方策を検討します。 

＜主な事業＞ 

・GTFS※データ入力研修会や活用方法の発信等の実施【県】 

・バスロケーションシステム※の継続運用【市町村・事業者】 

 

＜バスロケーションシステム＞ 

 
 

＜オープンな共通データ基盤のイメージ＞ 

 
出典：公共交通オープンデータ※協議会ホームページより作成 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点  

A社

B社

C社

オープンなバス情報基盤
（標準的なフォーマット）

バス事業者

時刻表
停留所情報等

情報利用者

地図、経路情報等の
検索サービス

デジタルサイネージ

運行管理システム

…等

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 4－5 ICT※技術等の導入によるまちなかウォーカブルの高度化 

概要  

県内では、都市部の市街地においても、空洞化による市街地の

魅力の低下や回遊手段の不足等により、多様な県民や来訪者によ

る交流・にぎわいを生み出しづらい状況が想定されます。 

ウォーカブルなまちづくりを推進していくことで、エリア価値

の高い持続可能なまちづくりにつながります。 

ICT※を活用したまちづくりの事例発信や、３Ｄ※都市モデルな

どのデータを活用したシミュレーション・効果検証などによる支

援を通じて、まちなかウォーカブルの高度化を進めていきます。 

＜主な事業＞ 

・ビッグデータを活用したシミュレーションや効果検証、ＡＲ技

術などの導入支援【県】 

・ビッグデータを活用したシミュレーションや効果検証、ＡＲ技

術などの活用【市町村】 

 

＜まちなかウォーカブル推進事業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省ホームページ 

 

実施主体 県、市町村 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点  

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 5 自動運転等の先進技術や新たなモビリティの社会実装による課題解決 

 

施策 5－1 自動運転技術の社会実装による課題解決 

概要  

過疎地域の交通サービスの確保やドライバー不足の解消への期

待もあり、バス等の公共交通においても、自動運転の実用化に向

けた実証実験が各地で実施されています。 

例えば、国土交通省では、高齢化が進行する中山間地域におけ

る生活の足の確保等のため、「道の駅」等を拠点とした自動運転

サービスの実証実験を平成 29年度より全国 18 箇所で実施してお

り、令和 3年度以降では、全国 2か所で本格導入が進められてい

ます。 

群馬県においても、自動運転を巡る法制度等について確認を進

め、公共交通機関における自動運転の実証実験の状況等を概観

し、技術進化の動向を注視しながら、路線バスへの自動運転技術

の導入支援等の施策展開を図ります。 

＜主な事業＞ 

・路線バスへの自動運転技術の導入支援（技術的支援）【県】 

・路線バスへの自動運転技術の導入検討及び導入【市町村】 

・自動運転バスの運行【事業者】 

 

＜中山間地域の道の駅等を拠点とした自動運転サービス 

実証実験の実施箇所：令和 3年 4月現在＞ 

 
 

出典：国土交通省報道記者発表資料「中山間地域における道の駅等

を拠点とした自動運転サービスがスタート」 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点  

  

検討・実施 
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施策 5－2 新たなモビリティの社会実装による課題解決 

概要  

諸外国において、移動サービスの多様化とそれに対応した電動キ

ックボードや立ち乗り電動スクーター等の「新たなモビリティ」の

開発・利用が進み、我が国でも導入が進められてきています。 

これらの新たなモビリティは、誰もが安全かつ気軽に利用できる

モビリティとして、通勤時の移動手段や観光地におけるアクティビ

ティ※等としての活用が期待されています。 

群馬県においても、公共交通の労働力が不足する状況の中、交通

空白地区等の解消を図るため、従来の地域の交通資源と連携を図り

ながら、小型モビリティ等を活用した公共交通へのアクセス利便性

の充実に向けた取組を検討するとともに、自動運転等を含めた新し

い ICT※技術を活用した次世代モビリティ※の最新の開発状況に合わ

せた、段階的なまちづくりのあり方についても検討・情報発信によ

る社会実装を進めていきます。 

＜主な事業＞ 

・次世代モビリティ※と連携した、段階的なまちづくりのあり方検討

【県】 

・ラストワンマイル※や観光地における新たなモビリティを活用し

たシェアリング※等の検討【市町村】 

・ラストワンマイル※や観光地における新たなモビリティを活用し

たシェアリング※等の実施【事業者】 

＜自動運転社会における望ましい都市交通・都市交通施設のあり方

＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：都市交通における自動運転技術の活用方策に関する検討会 201

9年 3月 4日） 国土交通省 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点  

  

検討・実施 

 

 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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４.３ 計画目標３ 交通まちづくり分野の脱炭素化の推進【GX】 
 

施策 6 環境負荷の少ない移動手段の利用促進などスマートムーブの推進 

 

施策 6－1 利用啓発による公共交通の利用促進 

概要 群馬県は、自動車の利用割合が高く、高齢者でも自動車でな

ければ生活に必要な移動が難しく、免許返納ができず、公共交

通が利用できない方が多く存在しています。 

そのため、自動車中心の生活から、「公共交通や徒歩、自転

車等の多様な手段をかしこく利用する生活」への転換を促すた

め、公共交通の維持、サービスの向上と合わせ、個人や学校・

職場等を対象としたモビリティ・マネジメント※に取り組み、県

民の意識啓発を図ります。 

 

＜主な事業＞ 

・群馬県スマートムーブ推進協議会と連携したスマートムーブ

の普及推進【県】 

・小中高生へのモビリティ・マネジメント※（夏休み子どもバス

定期・エコ通学）の実施【県・市町村・事業者】 

・公共交通の乗り方教室【県・市町村・事業者】 

・カーフリーデーの実施検討【県・市町村】 

＜スマートムーブ体験ツアーパンフレット＞ 

 
出典：群馬県スマートムーブ推進協議会 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点  

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 6－2 低炭素型モビリティの導入・普及 

概要  

2015年に採択されたパリ協定に基づき、21世紀後半には温室効

果ガス排出の実質ゼロが国際的枠組みとして目指されています。

群馬県のみならず、この低炭素社会の実現のために、環境政策を

契機に経済・地域などの諸課題の同時解決を図るような「環境・

経済・社会の統合的向上」を具体化した取組が求められていると

ころです。 

したがって、高齢化が進む地域での地域内交通の確保や、観光

資源となるような新たな観光モビリティの展開などに留意し、県

民の主要な公共交通であるバスのＥＶ※化を進めるとともに、地

域が抱える様々な交通の課題の解決と、地域でのグリーンスロー

モビリティ※などの新たな低炭素型モビリティの普及・推進を図

っていきます。 

 

＜主な事業＞ 

・バスのＥＶ※化検討【県】 

・グリーンスローモビリティ※などの低炭素型モビリティの導

入・普及【市町村】 

・グリーンスローモビリティ※などの運行【事業者】 

 

＜グリーンスローモビリティ※のイメージ＞ 

 
出典：国土交通省ホームページ：グリーンスローモビリティ※とは 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点  

  

検討・実施 

 

 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 



 

-187- 

 

施策 7 脱炭素型の都市・地域づくりの推進 

 

施策 7－1 グリーンインフラ※を活用した魅力的な都市空間の再構築 

概要  

将来の県民に良好な環境を引き継ぎ、暮らしを支える生活環

境や群馬の素晴らしい自然環境を保全するためには、社会資本

整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が

有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある県土・都市・

地域づくりを進める取組が求められています。 

したがって、グリーンインフラ※の活用により、防災・減災、

国土強靱化、新たな生活様式、SDGs※に貢献するグリーンインフ

ラ※の社会実装について検討を進めるとともに、まちなかオープ

ンスペースのグリーン化等の対策を検討していきます。 

 

＜主な事業＞ 

・都市公園などにおけるグリーンインフラ※・省エネ化の推進

【県・市町村】 

・まちなかオープンスペースのグリーン化【県・市町村】 

 

＜グリーンインフラ※活用の取組イメージ＞ 

 
出典：グリーンインフラ※の推進について 

（社会資本整備審議会交通政策審議会技術分科会技術部会 

・国土交通技術行政の基本政策懇談会（第 1４回）） 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点  

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 7－2 脱炭素に配慮したまちづくりの推進 

概要  

群馬県では、県民の移動手段の大半を自動車が占め、「過度

に自動車に依存した状況」から、運輸部門の CO2 排出割合が全国

より 10ポイント程度高くなっています。 

この状況を踏まえ、「公共交通や自転車、徒歩等の多様な移

動手段を適度に利用する状態」に転換するため、「まちのまと

まり」をつなぐ公共交通を将来にわたって確保し、市町村のま

ちづくりと連携した、誰もが公共交通を利用しやすいまちづく

りを進めていきます。 

 上記に加えて、まちなかの歩行空間の快適性や回遊性を高

めるため、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりを進めて

います。 

さらに、市街地における安全・快適な自転車通行空間と歩行

環境の整備を進めるとともに、観光地の最寄り駅にラストワン

マイルモビリティとして、自転車シェアリング※やカーシェアリ

ング※の導入を進めます。 

＜主な事業＞ 

・居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりの推進【県・市町

村】 

・分散型エネルギーシステムの導入検討【市町村】 

・安全・快適な自転車通行空間と歩行環境の整備【県・市町村】 

・ラストワンマイル※や観光地における自転車のシェアリング※

サービスの実施【市町村・事業者】 

<居心地が良く歩きたくなるまちなかのイメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「2040 年 道路の景色が変わる」 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点 ・これらの取組は、住民の移動手段を確保する観点でも有用である

ことから、住民の利用可能性にも留意する必要があります。 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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４.４ 計画目標４ まちづくりと連携した基幹公共交通軸の確保・維持（市町村域を越え

る広域的な公共交通） 

施策 8 広域的な拠点となる駅等を中心とした都市機能の誘導など、公共交通

と連携したまちづくりの推進 

 

施策 8－1 駅等への都市機能誘導の促進 

概要  

自動車を利用できない県民でも不自由なく生活できる環境の

形成のために、公共交通の利便性が高い駅等へ都市機能誘導を

促進します。 

そのため、立地適正化計画※を策定し、都市機能誘導区域を設

定することで商業施設や公共施設などを誘導します。 

また、立地適正化計画※と連携した地域公共交通計画※の策定

を進め、都市機能誘導区域への公共交通アクセスを改善しま

す。 

 

＜主な事業＞ 

・立地適正化計画※の策定支援・地域公共交通計画※との連携促進

【県】 

・立地適正化計画※と連携した地域公共交通計画※の策定【市町村】 

・立地適正化計画※における都市機能誘導区域の設定【市町村】 

・都市再生整備計画※の策定支援【県】 

・都市再生整備計画※の関連事業の推進【市町村・事業者】 

・都市機能誘導区域における誘導施設整備の推進【市町村・事業者】 

・公共施設の更新・統廃合に合わせた基幹公共交通軸周辺への

誘導【県・市町村】 

・市街地再開発事業の推進【事業者】 

＜施設集約化のイメージ＞ 

 
出典：門司港地域複合公共施設整備事業基本計画(https://www.ci

ty.kitakyushu.lg.jp/kikaku/25801183.html） 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

     

留意点  

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 8－2 駅まち空間整備（駅及び駅周辺の一体的整備） 

施策概要  

駅と駅周辺の空間を一体的に整備し、利便性の高く魅力ある

空間を創出することで、公共交通の利用者の増加、駅周辺の賑

わいの創出を目指します。 

そのために、都市再生整備計画※の策定や関連事業の推進を行

います。 

 

＜主な事業＞ 

・都市再生整備計画※の策定支援【県】 

・都市再生整備計画※の関連事業の推進【市町村・事業者】 

・市街地再開発事業の推進【事業者】 

・駅及び駅周辺の一体的整備支援（補助金支援）【県】 

・駅及び駅周辺の一体的整備【市町村・事業者】 

 

＜駅まち空間整備のイメージ＞ 

 
 

出典：国交省 駅まちデザイン検討会(https://www.mlit.go.jp/to

shi/toshi_gairo_tk_000098.html) 
 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

 

     

留意点  

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 9 シームレスで利便性の高い広域的な基幹公共交通ネットワークの構築 

 

施策 9－1 交通結節点の機能強化 

概要  

県内の公共交通は事業者が多く、移動に乗継が必要なケース

が数多く存在します。交通結節点を整備による交通モード※間の

接続を目指します。 

ソフト面では、事業者・交通モード※の垣根を超えた分かりや

すい案内サインを整備することで心理的負担の軽減を目指しま

す。 

 

＜主な事業＞ 

・駅及び駅周辺の一体的整備支援（補助金支援）【県】 

・駅及び駅周辺の一体的整備【市町村・事業者】 

・誰もがわかりやすい案内サインの検討【県・市町村・事業者】 

 

＜交通結節点の機能強化イメージ＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

東武桐生線 新桐生駅 

（左：整備前、右：整備後） 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点  

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 



 

-192- 

 

施策 10 交通インフラの老朽化対策、バリアフリー化等の推進 

 

施策 10－1 老朽化・バリアフリー化対策等による広域的な公共交通の

維持確保と強靱化 

概要 免許を持たない高齢者などの交通弱者の移動手段となる公共

交通のバリアフリー化を強化するために、ノンステップバスの

導入、鉄道駅・バス停のバリアフリー化を推進します。 

また、事業環境に厳しさが増している公共交通事業者を支援

するために、広域バス路線運行費補助、中小私鉄の上下分離・

第三セクター方式への転換など経営支援や路線バス運転手の確

保の支援など運行支援も推進します。 

さらに、第 11次群馬県交通安全計画に基づいた安全対策によ

り、踏切事故をはじめとする列車事故の未然防止を目指しま

す。 

 

＜主な事業＞ 

・踏切における安全対策の推進【県・市町村・事業者】 

・鉄道駅へのバリアフリー対策の支援（補助金支援）【県】 

・鉄道駅へのバリアフリー対策の実施【市町村・事業者】 

・ノンステップバス車両の購入支援（補助金支援）【県】 

・ノンステップバス車両の購入【市町村・事業者】 

・バス停のバリアフリー化【県・市町村】 

・中小私鉄の群馬型上下分離方式・第三セクター方式による支

援（補助金支援）【県・市町村】 

・広域バス路線運行支援（補助金支援）【県】 

・重大列車事故の未然防止【事業者】 

・路線バスの運転手確保対策の実施【県・市町村・事業者】 

<参考> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マクラギの老朽化に伴う更新   鉄道駅のエレベータ設置 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

      

留意点  

  

検討・実施 
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施策 11 訪日外国人観光客などの広域的な観光周遊に対応した公共交通ネッ

トワークの構築 

 

施策 11－1 多言語対応の観光型 MaaS※等の導入 

概要 群馬県には、世界遺産である富岡製糸場など、世界に誇る観

光資源が数多く存在しますが、鉄道だけではアクセスできない

観光地も存在します。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大前まで外国人観光客は

増加しており、今後も増加が期待されます。 

そのため、多言語対応の観光型 MaaS※を導入することで、外国

人観光客もシームレスに移動できる交通環境を実現し、立ち寄

り個所数の増加や滞在時間の増加を目指します。 

また、スマートフォンなどの情報端末利用に欠かせない Wi-Fi

の旅客施設への整備支援により、観光中の情報収集を支援しま

す。 

＜主な事業＞ 

・MaaS※の普及促進【県】 

・MaaS※の導入検討【市町村・事業者】 

・MaaS※環境の構築【市町村・事業者】 

・旅客施設への Wi-Fi整備支援の検討【県・市町村】 

・旅客施設への Wi-Fi整備の実施【事業者】 

・多言語案内サイン整備支援の検討【県・市町村】 

・多言語案内サイン整備の実施【事業者】 

＜参考：MaaS※のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点  

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 11－2 複数観光地の周遊性向上 

概要  

県内には多様な観光資源がありますが、立ち寄り個所数は 1箇

所のみが多くなっており、周遊につなげられておりません。 

そのため、既存の公共交通の連携で周遊性を向上させ、観光客

の立ち寄り個所数を増加させるとともに、維持が困難になってい

る中山間地の公共交通の持続可能性向上を目指します。 

 

＜主な事業＞ 

・多様なモビリティの連携による広域観光周遊の検討【県・市町

村・事業者】 

 

＜観光地の周遊性向上のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「やまなし観光ＭａａＳ※の整備について 令和 3年 3月 

山梨県」を加工 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点  

 

  

実証実験・可能性検討 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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４.５ 計画目標５ まちづくりと連携した地域的な暮らしの足の確保・維持（市町村内に

おける多様な移動手段） 

 

施策 12 市町村内の各拠点への都市機能の誘導と、これらをネットワークする

多様な移動手段の確保・維持 

 

施策 12―1 市町村内の各拠点への居住と都市機能誘導の促進 

概要  

市街地の拡散や人口密度の低下による、都市機能の衰退や地域

コミュニティの希薄化を防ぎ、「まちのまとまり」を維持するた

め、市町村内の拠点への居住及び都市機能誘導を進めることが必

要です。そこで、立地適正化計画・地域公共交通計画が連携した

両計画の策定、都市再生整備計画※の策定、市街地開発事業※の

支援、官民連携による公共施設の再編等を推進します。 

 

<主な事業> 

・立地適正化計画※の策定支援・地域公共交通計画※との連携促進

【県】 

・立地適正化計画※と連携した地域公共交通計画※の策定【市町

村】 

・立地適正化計画※における都市機能・居住誘導区域の設定【市町村】 

・都市再生整備計画※の策定支援【県】 

・都市再生整備計画※の策定・関連事業の推進【市町村・事業

者】 

・土地区画整理事業の支援【県】 

・土地区画整理事業の推進【市町村・事業者】 

・公共施設の更新・統廃合に合わせた基幹公共交通軸周辺への誘

導【県・市町村】 

<参考事例> 

拠点への誘導イメージ 

出典：国土交通省 都市計画

 ホームページ（http

s://www.mlit.go.jp/e

n/toshi/city_plan/co

mpactcity_network2.h

tml） 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点 ・立地適正化計画※を策定すると、都市・地域交通戦略推進事業は

重点支援、地域公共交通確保維持改善事業（利用環境改善促進等

事業）は補助率嵩上げ。 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 12―2 適切な土地利用規制・誘導 

概要  

都市（市街化区域）の周辺には、市街化調整区域、非線引き都

市計画区域が広がっています。市街化調整区域は、市街化を抑制

するエリアですが、開発許可条例の運用により一部の地域では一

定の開発が容認されており、市街地の拡散につながっています。  

また、土地利用規制の緩い非線引き都市計画区域では、住宅の

バラ建ちなど無秩序な開発が進行しています。 

快疎な空間を構築していく上では、無秩序な住宅立地、特に災

害危険区域やインフラ未整備区域への都市の拡散を防ぐことが必

要です。 

したがって、地区計画（市街化調整区域※、非線引き都市計画

区域※）、特定用途制限地域（非線引き都市計画区域※）、開発

許可制度を適切に運用し、快疎な空間を整備していきます。 

<主な事業> 

・市街化調整区域※、非線引き都市計画区域※における地区計

画、特定用途制限地域の指定支援【県】 

・開発許可制度における住宅立地基準運用の変更等の検討【県・

市町村】 

・市街化調整区域※、非線引き都市計画区域※における地区計

画、特定用途制限地域の指定検討・運用【市町村】 

<参考事例> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街化調整区域※の地区計画イメージ 

出典：前橋市 市街化調整区域※における地区計画運用指針 

2021年 3月 前橋市 

 

実施主体 県、市町村 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点 ・道路・農業振興・農地転用・上下水道等の担当部局と十分に協

議・調整する必要があります。 

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 12―3 官民共創による居心地が良く歩きたくなる、賑わいのある

健幸なまちづくりの推進 

概要  

都市においてはこれまで施設が整備されてきており、これら地

域の資源として存在する官民の既存ストック（都市アセット※）

を最大限に利活用し、新しいライフスタイルのニーズに応えてい

くことが重要です。 

居心地が良く歩きたくなる、賑わいのある健幸なまちづくりに

は、公共が所有するインフラと民間施設を一体的に整備すること

が効果的です。そのため、都市再生整備計画※・関連事業、景観

計画、有休不動産と活用事業者のマッチング、滞在快適性等向上

区域（まちなかウォーカブル区域）、歩行者利便増進道路の制度

等を活用し、整備を推進していきます。 

<主な事業> 
・官民共創による都市アセット※を活用したまちづくり【県・市

町村・事業者】 
・都市再生整備計画※の策定支援【県】 
・都市再生整備計画※の策定･関連事業の推進【市町村・事業

者】 
・景観計画策定の支援【県】 
・景観計画策定の推進【市町村】 
・遊休不動産や古民家（町屋）と事業者とのマッチング事業の実

施【県・市町村】 
<参考事例> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市アセット※の取組例 

出典：デジタル化の急速な進展やニューノーマル※に対応した

都市政策のあり方検討会 中間とりまとめ 2021 年 4月 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点 ・エリアマネジメントが行われている場合には、エリアマネジメン

ト団体と連携する必要があります。 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 12―4 地域内の多様な移動手段（コミュバス等のフィーダー輸送

の再編、デマンド型乗合タクシー等）の確保・最適化 

概要  

フィーダー系交通※は、都市部～中山間地まで、その地域の状

況（人口規模、施設配置、面積等）により、適切な移動手段が異

なります。法定協議会を通じて、適切な移動手段を検討し、地域

公共交通計画※に位置づけ計画的に整備することが重要です。 

フィーダー系交通は、次のような多様な手段があります。地域

の特性に合った移動手段の導入を推進します。ＩＣＴ※（AI※や

MaaS※等）を活用し効率化することも推進します。 
・路線バス（コミュニティバス含む）、需要に見合った車両の
ダウンサイジング、需要を集約する隔日運行、一般タクシ
ー、変動運賃タクシー、オンデマンド型乗合交通（路線不定
期、区域運行）、定額乗合タクシー、サブスクリプション型
サービス※（タクシー定期）、自家用有償旅客運送、送迎バ
ス等への混乗、タクシー利用運賃補助、相乗りタクシー（ラ
イドシェア※）、ボランティア輸送 

<主な事業> 
・立地適正化計画※の策定支援･地域公共交通計画※との連携促進【県】 
・地域公共交通計画※の策定【市町村】 
・市町村乗合バス･乗合タクシー運行支援（補助金支援）【県】 
・市町村乗合バス･乗合タクシー(新規国庫補助予定路線)試験運

行支援【県】 
・市町村乗合バス･乗合タクシー運行【市町村・事業者】 
・AI※配車システムを活用したオンデマンド交通※の導入検討及

び実証実験の推進【市町村・事業者】 
<参考事例> 

明和町のサブスクリプション型移動サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：明和町社会福祉協議会ホームページ http://meiwa-syaky

o.or.jp/publics/index/14/） 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点 ・よりよい地域交通となるように運行後も常に改善等を図る必要が

あります。 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 12―5 自転車利用環境の向上と公共交通との連携強化 

概要  

自転車は鉄道の端末交通手段として高い割合を占めています。

公共交通の利便性を向上するには、自転車との乗換を円滑にし、

自転車通行空間を確保することが必要です。 

そのため、自転車活用整備推進計画を策定し、自転車通行空間

を整備することや、鉄道駅・バスターミナルにおける自転車駐車

場整備、シェアサイクル※の導入、バス停における自転車駐車場

整備等を進めていきます。 

<主な事業> 

・自転車通行空間の整備【県・市町村】 

・市町村の自転車活用推進計画策定支援（技術的支援）【県】 

・自転車活用推進計画の策定【市町村】 

・シェアサイクル※の導入検討【市町村・事業者】 

<参考事例> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まえばしシェアサイクル※のポートマップ 

出典：前橋市ホームページ（https://www.city.maebashi.gunm

a.jp/soshiki/seisaku/kotsuseisaku/gyomu/5/2/cogbe.

html） 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点 ・自転車駐車場整備では、既存の駐車場の利用状況や放置自転車の

状況を把握し、需要に見合った施設整備が必要です。 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 13 広域的な基幹公共交通軸と地域内の拠点をネットワークする多様な移

動手段とのシームレス化の推進 

 

施策 13―1 広域的な基幹公共交通軸とのシームレス化 

概要  

交通手段の乗り換え（鉄道とバス、バスとバス）の割合が少な

いために、公共交通の利用が進んでいません。 

なぜ乗換が進まないのかを分析し、その課題の対策を検討実施

していきます。運行計画における、人流ビックデータ※や乗降デ

ータの活用を図っていきます。 

効率的なダイヤとするために、①各交通事業者によるダイヤ見

直し、運行頻度向上等を推進し、②複数の競合する交通事業者が

運行している場合には、ダイヤの調整や共同運行を推進します。 

<主な事業> 

・交通モード※間の乗換抵抗(バリア)の要因分析 【県】 

・効率的な運行計画の構築に向けた人流ビッグデータや乗降デー

タ等の活用方法の検討【県】 

・バスの共同経営運行の実施や効率的なダイヤ調整会議の開催

【市町村・事業者】 

・地域内コミュニティバス・路線バスにおけるダイヤ見直し・運

行頻度の向上・平準化の検討【市町村・事業者】 

<参考事例> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前橋市のバス運行事業者 6社による共同経営方式の運間隔調整 

出典：前橋市内乗合バス事業共同経営計画 2021 年 8月 関

越交通㈱、㈱群馬バス、群馬中央バス㈱、上信電鉄㈱、

永井運輸㈱、日本中央バス㈱ 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

     

 

 

留意点 ・共同経営では収入のバランスを従前とあまり変化しないよう調整

し合意形成する必要があります。 

 

施策 13―2 MaaS※の導入検討、普及 

概要 前掲（施策 4－2） 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 14 都市部の鉄道・バス等の利便性向上 

 

施策 14―1 駅・バス停へのアクセス性向上 

概要  

交通結節点である駅やバス停へのアクセス利便性は、地域公共

交通の利用増を図る上で重要です。ハード面では、いわゆる、ラ

スト／ファーストワンマイル（自宅や目的地と交通結節点間の移

動）のモビリティ確保と駐停留機能を有することが必要です。 

したがって、駅やバス停に、送迎車停車空間、駐輪場の整備を

さらに推進します。加えて、今後、カーシェアリング※、シェア

サイクル※、小型モビリティ（１～２人乗りの小型車両）やパー

ソナルモビリティ（シニアカー、電動キックボード等）などへの

対応も進めていきます。 

<主な事業> 

・ファースト／ラストワンマイル※のモビリティ確保【市町村・

事業者】 

 

<参考事例> 

 

 

 

 

 

 

ミネアポリスのモビリティハブ※の例 

出典：2019 Minneapolis Mobility Hubs Pilot Mineapolis 

Puburic Works 

 

 

 

 

 

 

 

バス停併設駐輪場の事例（東京） 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点 ・道路上に設置するバス待ち空間は、歩道の通行幅員を確保する必

要があります。 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 14―2 定時性・速達性の確保 

概要  

都市部では、朝の通勤通学や夕方の帰宅時間帯を中心に、路線

バスの定時性が低下している区間がみられます。このような箇所

では、バスの専用走行路、バス専用レーンやバス優先レーンのバ

ス優先走行空間の確保、バス優先信号等（ＰＴＰＳ※等）や車外

運賃収受等により、定時性・速達性を確保することが有効です。 

したがって、これらバス優先策について検討し、必要性の高い

路線、区間、時間帯での導入を推進します。 

<主な事業> 

・バス専用レーン・優先レーンの設置検討【市町村・事業者】 

・PTPS※の導入検討【市町村・事業者】 

 

<参考事例> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋の基幹バス(中央走行) 都内のバス専用レーン(走行車線) 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点 ・バスレーンは、一般車両への影響を考え、バス運行本数・輸送人

員から導入効果を検討、また規制対象車両などを検討し実施する

ことが必要となります。 

 

 

施策 14―3 公共交通オープンデータ※の活用による公共交通サービスの

高度化 

概要  

前掲（施策 4－2） 

 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 14―4 バス待ち環境の整備 

概要  

バス待ち環境は、バス利用者の増加を図る上で重要な要素のひ

とつです。特に寒冷地では重要です。 

群馬県では、バスまち協力施設（バス停留所付近にある店舗、

施設等を「バスまち協力施設」として登録し、バス利用者が待時

間をそこで過ごすことが可能）の取組を行っています。 

今後は、この協力施設の増加とともに、バスまち協力施設の機

能強化（バス運行情報等）を進めます。また、バス停上屋・風よ

け等について、民間と協力する PPP 方式※など含め、交通事業者

とともに整備を推進します。 

<主な事業> 

・バス停上屋の整備支援（技術的支援）【県】 

・バス停上屋の整備【市町村・事業者】 

・バス待ち協力施設の機能強化【県】 

 

<参考事例> 

 

 

 

 

 

 

 

群馬県における先導的モデル事業 
（民間が、広告板から得られる広告料収入により、バス停上屋

のメンテナンス、維持管理を行うことを目指す） 
 
 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点 ・バス停で広告収入等を得られる箇所では PPP方式※を検討する。 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 15 郊外や交通空白地における新たな移動手段の導入・普及など地域の

多様な輸送資源を総動員した移動手段の確保 

 

施策 15―1 新たな移動手段の活用推進（自家用有償旅客運送、スクー

ルバスの混乗、福祉輸送等の活用） 

概要  

群馬県では、「新たな移動手段導入の手引き」を作成するな

ど、共助型の公共交通システムの導入を支援しています。 

路線バスやタクシーでの輸送サービスが十部には提供されない

地域では、自家用有償旅客輸送の支援、スクールバスとの連携

（混乗、間合い運行）、各種送迎バスとの連携（混乗）、福祉輸

送と公共交通の統合、相乗りのアプリ等での推進（ライドシェア
※）、ボランティア輸送への支援などにより、地域の移動ニーズ

に対応を図っていきます。 

<主な事業> 

・新たな移動手段の導入に向けた地域組織の立ち上げ支援【県】 

・新たな移動手段の導入に向けた地域組織の立ち上げ【市町村】 

・福祉輸送の活用と公共交通との連携方策の検討【県】 

・市町村乗合バス･乗合タクシー(新規国庫補助予定路線)試験運

行費補助【県】 

・スクールバスとの連携検討及び実施【市町村】 

<参考事例> 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動手段の役割分担イメージ 

出典：新たな移動手段導入の手引き 2020 年 6月 群馬県県

土整備部交通政策課 

 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点 ・スクールバスの活用については、学校の統廃合時（スクールバス

運行前）に、教育関係部局と調整検討するのが重要です。 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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施策 16 観光地内の周遊性を向上させるための移動手段の確保 

 

施策 16―1 観光地内の周遊性向上 

概要  

群馬県の観光地は、二次交通が不十分なことが課題で、来訪者

が、公共交通をせずマイカーを利用する割合が他県と比較して高

くなっています。 

したがって、観光地内において、マイカーなしで自由に移動で

きるように移動手段（公共交通、カーシェアリング※、シェアサ

イクル※、パーソナルモビリティのシェアリング※等）を整備す

ることで、公共交通利用の増加を図るとともに、マイカーを有し

ない高齢者や若者の来訪の増加による、観光の活性化を図りま

す。 

観光地内の移動手段は、アクティビティ※ともなる魅力的なも

のを導入するのが効果的です。グリーンモビリティは、カーボン

ニュートラルにも貢献する、魅力的な移動手段で、群馬県での実

績もあることから導入を推進します。 

<主な事業> 
・多様なモビリティの連携による観光周遊の検討【市町村・事業者】 
・グリーンスローモビリティ※などの新たなモビリティ導入検討

【市町村・事業者】 
・観光型カーシェアやシェアサイクル※、シェアバイク等の実施

【事業者】 
<参考事例> 

 

 

 

 

桐生市のグリーンスローモビリティ※（MAYU） 

出典：桐生市ホームページ（https://www.city.kiryu.lg.jp/k

ankou/kooutsu/1001827.html） 

 

 

 

 

 

 

金沢市のシェアサイクル※ 

出典：金沢市観光協会ホームページ（https://www.kanazawa-

kankoukyoukai.or.jp/access/detail_50083.html） 

実施主体 県、市町村、事業者 

スケジュール R5 R6 R7 R8 R9 R10～ 

 

 

 

 

 

     

留意点 ・観光来訪者の多様なニーズに応えるために、複数の種類の交通手

段を導入することが望ましい。 

  

検討・実施 

※ 用語の意味は、巻末の用語解説をご覧ください。 
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用語解説 

【あ行】 

〇ＩＣＴ 

Information and Communication Technologyの略称で、通信技

術を活用したコミュニケーション技術。 

〇アクティビティ 

体を使った遊び。 

〇AI 

Artificial Intelligenceの略称で、人工的につくった知的な振る舞いをす

るシステムのこと。 

〇EBPM 

Evidence Based Policy Makingの略で、政策の企画について、政策目

的を明確化したうえで合理的根拠に基づき行うこと。 

〇EV 

Electric Vehicleの略称、電気自動車のことで、車載バッテリーに充電を

行い、モーターを駆動する。 

〇ウォーカブル推進都市 

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指し、国内外の先進事例な

どの情報共有や、政策づくりに向けた国と地方とのプラットフォームに参加し、

ウォーカブルなまちづくりを推進する都市。 

〇SDGs 

持続可能な開発目標の略称、2015年 9月に国連で開かれたサミットで決

められた国際社会共通の目標。 

〇FCV 

Fuel Cell Vehicle（燃料電池自動車）の略称、 水素と酸素の化学反応によ

って発電した電気エネルギーでモーターを駆動する。 

〇遠隔型の非接触カード 

距離が１ｍ程度でも認識可能なＩＣカード。 

〇オープンデータ 

誰もがインターネット等を通じて容易に利用（加工、編集、再配布等）できるよ

うにしたデータ。 
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【か行】 

〇CAＳE 

C（Connected：コネクテッド）、A（Autonomous：自動運転）、S（Shared 

& Service：シェアリング/サービス）、E（Electric：電動化）の頭文字をとった

造語で、自動車の今後の技術革新を表すもの。 

〇グリーンインフラ 

自然環境が持つ多様な機能をインフラ整備に活用していく考え方。 

〇グリーンスローモビリティ 

時速 20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サ

ービス。 

〇交通モード 

交通手段のこと。 

〇コミュニティ交通 

鉄道や路線バス等の公共交通が不便な地域で，自治体や地域が主体となって

運行する公共交通。 

【さ行】 

〇サイクルポート 

自転車置き場のこと。 

〇サブスクリプション型サービス 

交通分野では定額制で一定期間乗り放題の運賃体系のことで、従来の鉄道や

バスの定期も該当する。 

〇シェアサイクル 

相互利用可能な複数のサイクルポートが設置された、自転車の利用 システ

ム。 

〇シェアリング 

共有することを言い、交通分野では、カーシェアリング、シェアサイクル、ライド

シェアなどがある。 

〇次世代モビリティ 

小型モビリティや自動運転車両等のこと。 

〇GTFS 

General Transit Feed Specificationの略で、経路検索サービスや地

図サービスへの情報提供を目的として策定された世界標準の公共交通データフ

ォーマットのこと。 

〇市街化調整区域 

都市計画区域を区分し市街化を抑制する区域。 



 

-208- 

 

〇市街地開発事業 

公共施設の整備と宅地の開発を総合的な計画に基づいて一体的に行うもの。 

〇３Ｄ 

3次元のこと 

〇人口集中地区 

人口密度が 4,000人/km２以上の国勢調査地区がいくつか隣接し，合わせ

て人口 5,000人以上となっている地区。 

【た行】 

〇ＤＸ 

Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）の略称で、

進化した ITを普及させることで人々の生活をより良いものにしていく変革の

こと。 

〇デマンド交通 

予約を行い指定された場所へ送迎する交通サービス。 

〇テレワーク 

情報通信技術(ICT=Information and Communication 

Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。 

〇電子マネー 

お金の価値をデータ化し、カードやスマホなどにお金としての機能をもたせた

もの。 

〇地域公共交通計画 

「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする「マスタ

ープラン」としての役割を果たすもので、国が定める「地域公共交通の活性化及

び再生の推進に関する基本方針に基づき、地方公共団体が地域の移動に関す

る関係者を集めて活性化再生法に基づく協議会を開催しつつ、交通事業者や地

域の関係者等との個別協議を重ねることで作成するもの。 

〇都市アセット 

官民の既存ストックのうち、利活用が都市生活の質や都市活動の利便性向上

に資するもの。 

〇都市再生整備計画 

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを

実施し、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るもの。 

〇ドローン 

遠隔操縦可能な、比較的小型の無人航空機。 

 



 

-209- 

 

【な行】 

〇二地域居住 

主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点（ホテル等も含む）を設ける暮

らし方。 

〇ニューノーマル 

New（新しいこと）と Normal（正常、標準、常態）を合わせた造語で、「新しい

生活様式」と言い、新型コロナウイルスの感染拡大を予防する生活様式のこと。 

【は行】 

〇ハザード 

ｈazardの訳で危険を意味する。 

〇バスロケーションシステム 

バスの位置情報を収集し、バス停の表示板や携帯電話、パソコンに情報提供

するシステム。 

〇パーソントリップ調査 

「どのような人が」「どのような目的で」「どこからどこへ」「どのような交通手

段で」移動したかなどの調査。 

〇非線引き都市計画区域 

都市計画の区域区分（市街化区域、市街化調整区域）を行っていない区域。 

〇ビックデータ 

従来のデータ処理やデータ管理アプリケーションでは対処できない膨大で複

雑なデータ。 

〇P&R 

park and rideの略で、駅やバス停等に自動車や自転車で行き、鉄道やバ

スに乗り換えること。 

〇フィーダー系交通 

バスの停留所、鉄軌道駅、海港及び空港において、地域間交通ネットワークと

接続する系統。 

〇ＢＣＰ 

Business Continuity Planの略で、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃

などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつ

つ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行

うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めてお

く計画。 
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〇ＰＴＰＳ 

Public Transportation Priority Systemsの略で、バスなどの公共交

通が優先的に通行できるよう、専用・優先レーンの設置や、優先信号制御、違法

走行車両への警告等を行うもの。 

〇PＤＣＡ 

マネジメント手法のひとつで、「計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、反

映（Action）」の流れを次の計画に活かしていくプロセス。 

〇PPP方式 

Public Private Partnershipの略で、公民が連携して公共サービスの提

供を行うスキーム。 

〇プラットフォーム 

アプリケーションが動作するのに必要な環境のこと。 

【ま行】 

〇MaaS 

Mobility as a Serviceの略で、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単

位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最

適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス。 

 

〇ミーティングポイント型 

デマンド型交通において、バス停のように決められた乗降場所を設置するタ

イプの運行方式のこと。 

〇モビリティハブ 

鉄道、バス、シェアサイクル、パーソナルモビリティ、カーシェアリングなど多様

な交通モードの乗り換え拠点。 

〇モビリティ・マネジメント 

１人１人のモビリティ（移動）が、社会的にも個人的にも望ましい方向（過度な

自動車利用から公共交通等を適切に利用する等）に変化することを促す、コミュ

ニケーションを中心とした交通政策。 

【ら行】 

〇ライドシェア 

自動車を相乗りすることで、車の空いた座席を活用し、他者とガソリン代など

を負担し合うことで交通費を節約するもの。 

〇ラストワンマイル 

最寄りの駅やバス停から自宅までなどのこと 
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〇立地適正化計画 

持続可能な都市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対応したコンパク

トシティを実現するためのマスタープラン。 

【わ行】 

〇ワーケーション 

英語のWork（仕事）と Vacation（休暇）の造語。リゾート地や地方部など、

普段の職場とは異なる場所で働きながら休暇取得する、あるいは休暇と併用

し、旅先で業務を組み合わせる滞在のこと。 

 

 


